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内閣調査室 

１ 経済財政政策 

(1) 岸田内閣の方針 

 令和３年10月に発足した岸田内閣は、市場に任せればうまくいくという新自由主義的な

政策については富めるものと富まざるものとの深刻な分断を生んだという弊害が指摘され

ており、世界では、中間層を守り、気候変動などの地球規模の危機に備え、企業と政府が

大胆な投資をしていく、新しい時代の資本主義経済を模索する動きが始まっているとの認

識を示し、その上で、成長戦略と分配戦略を車の両輪として、「新しい資本主義」の実現を

目指すとの方針を示した1。 

 「新しい資本主義」とは、社会課題の解決に向けた取組自体を成長のエンジンに変える

ことで、持続可能で包摂的な社会を構築し、裾野の広い成長と適切な分配が相互に好循環

をもたらす「成長と分配の好循環」を目指すものであるとされた2。 

（図表）新しい資本主義のイメージ 

 
（出所）政府広報オンラインＨＰ 

 

(2) 石破内閣の方針 

令和６年10月に発足した石破内閣は、日本経済が、デフレを脱却するかどうかの瀬戸際

にいるという認識を示し、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現するため、岸田内

閣で進めてきた成長戦略を着実に引き継いでいく方針を示した3。 

 

ア 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 

 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」は、成長と分配の好循環を目指す

複数年度にわたる計画であり、岸田内閣時の令和４年６月に閣議決定された後、３度改訂

されている。 

 令和７年６月13日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画

2025年改訂版」では、賃上げこそが成長戦略の要であり、賃上げを起点として、賃上げと

投資の好循環を確実なものとし、さらに、その好循環の拡大と加速を図ることが重要であ

 
1 第205回国会における岸田内閣総理大臣所信表明演説（令和３年10月８日） 
2 「経済財政運営と改革の基本方針2023」（令和５年６月16日閣議決定） 
3 石破内閣総理大臣記者会見（令和６年10月１日） 
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るとの認識の下、2029年度までの５年間で、実質賃金で年１％程度の上昇を賃上げの新た

な水準のノルム（社会通念）として我が国に定着させることを目標に掲げた。このため、

我が国の雇用の７割を占める中小企業・小規模事業者の経営変革の後押しと賃上げ環境の

整備、投資立国の実現、スタートアップ育成と科学技術・イノベーション力の強化、人へ

の投資・多様な人材の活躍推進、資産運用立国の取組の深化、地方経済の高度化等に、官

民が連携して取り組むとした。 

 

イ 経済財政運営と改革の基本方針2025（骨太方針2025） 

 令和７年６月13日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025」（以下「骨太

方針2025」という。）では、経済全体のパイを拡大する中で、物価上昇を上回る賃上げを普

及・定着させ、現在及び将来の賃金・所得が継続的に増加する成長型経済の実現を目指す

との方針を示した。 

 また、人中心の国づくりを進め、国民一人一人が、ウェルビーイング（幸福度）の高い、

豊かさ、安心・安全、自由、自分らしさを実感できる活力ある経済社会を築くとして、政

府自ら、予算・税制における基準額等の点検、公定価格の引上げ、官公需における価格転

嫁を省庁横断的に推進するとともに、歳出改革努力を継続しつつ、経済・物価動向等を踏

まえ、予算編成において適切に反映するとした。 

 政府は、これらの政策を推進し、経済再生と財政健全化の両立を進め、2040年頃に名目

ＧＤＰ（国内総生産）1,000兆円程度の経済が視野に入るよう取り組むこととしている4。 

 

(3) 物価高への対応等 

 世界規模の物価高騰が見られる中、我が国においては、円安の進行とも相まって、輸入

物価の上昇を通じて、エネルギー・食料品を中心としたコストプッシュ型の物価上昇が生

じた。こうした生活に身近な商品の値上がりが続く事態に対し、政府は、累次にわたり対

策を講じてきた。 

 令和６年 11月 22 日には、①日本経済・地方経済の成長（賃上げ環境の整備等）、②物

価高の克服（低所得者世帯への支援等）、③国民の安心・安全の確保（自然災害からの復

旧・復興等）の３本の柱で構成される「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経

済対策」が閣議決定され、同年 12月 17 日には、同対策の裏付けとなる令和６年度補正予

算が成立した。 

 さらに、令和７年９月５日、石破内閣総理大臣は、物価高や米国の関税措置による影響

に対応するための経済対策を今秋に策定する方針を表明した。その際、賃上げが物価上昇

を安定的に上回るまでの間、困窮する人を支援するための対応が必要であるとした上で、

参議院選挙で与党が公約とした現金給付についても検討を行い、野党との協議を進める考

えを示していた5。なお、自由民主党においては、同月、総裁としての石破総理からの指示

 
4 令和７年第８回経済財政諮問会議 第36回新しい資本主義実現会議 議事要旨（令和７年６月13日）10頁 
5 石破内閣総理大臣記者会見（最低賃金の各都道府県における引上げ等についての会見）（令和７年９月５日）、

『日本経済新聞』（2025.9.6） 
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によりこれまでの物価高対策について検証が行われた結果、低所得者向け給付や自治体を

支援する交付金で大幅に遅れているケースがあり、手続や実施時期に関し、国と自治体と

の意思疎通で更に早められる余地があるとされた6。政府は、今後の物価高対策について、

当該検証を含め、与党における検討や野党との協議の状況などを踏まえながら検討を進め

ていくとしている7。 

 また、政府は、米国の関税措置に関し、令和７年４月に取りまとめた「米国関税措置を

受けた緊急対応パッケージ8」に基づき、相談体制の整備、影響を受ける企業への資金繰り

を始めとした支援の強化等に取り組んでいるが、米国の通商政策による景気の下振れリス

クには留意が必要であるとし、７月22日の日米間の合意を踏まえ、引き続き必要な対応を

行いながら、経済財政運営に万全を期すとしている9。 

 

２ 経済安全保障 

(1) 経済安全保障推進法 

ア 概要 

 政府は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、安全保障の裾野が経済分野

に急速に拡大する中、国家・国民の安全を経済面から確保するための取組を強化・推進す

ることが重要であるとしている。このような状況の下、令和４年５月、安全保障の確保に

関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、経済安全保障推進法10が制定された。 

 同法は、基本方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として所要の

制度を創設するもので、具体的には、法制上の手当てが必要な喫緊の課題に対応するため、

①重要物資の安定的な供給の確保、②基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、③先端的

な重要技術の開発支援、④特許出願の非公開の４分野に関する制度を創設するものである。

同法は段階的に施行され、令和６年５月には全ての制度の運用が開始された。 

 骨太方針2025では、同法附則に基づき、我が国の戦略的自律性・不可欠性を確保する観

点から、同法の見直しについて、早急に検討することとされている11。 

 

イ ＧＯＣＯ（国有施設民間操業）スキームの導入 

 上記「①重要物資の安定的な供給の確保」に関する制度は、国民の生存に必要不可欠又

は広く国民生活・経済活動が依拠している重要な物資について、「特定重要物資」として指

定し、その安定供給確保に取り組む民間事業者等を支援（融資、助成等）することを通じ

て、特定重要物資のサプライチェーンの強靱化を図るものである。また、民間事業者等へ

の支援では安定供給確保が困難な場合は、「特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資」

（特別特定重要物資）として指定し、国が備蓄等の必要な措置を講ずることとされている。 

 
6 『ＮＨＫニュース』（2025.9.11）、『日本経済新聞電子版』（2025.9.26） 
7 林内閣官房長官記者会見（令和７年９月29日午前） 
8 令和７年４月25日米国の関税措置に関する総合対策本部決定 
9 内閣府「月例経済報告」（令和７年９月29日） 
10 「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」（令和４年法律第43号） 
11 「経済財政運営と改革の基本方針2025」（令和７年６月13日閣議決定）32頁 
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 令和７年２月には、パンデミックによる緊急時など、民間企業の取組のみでは重要物資

の安定供給確保が困難な場合に備えるため、特別特定重要物資に対して講ずることができ

る措置の一つとして、政府が民間企業の工場等の施設を取得・保有し、物資の生産等を民

間企業に委託することなどを可能とする仕組み（ＧＯＣＯスキーム）が導入された12。 

 

ウ 基幹インフラ制度の対象分野の追加に向けた検討 

 上記「②基幹インフラ役務の安定的な提供の確保」に関する制度（基幹インフラ制度）

は、基幹インフラの重要設備が役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用され

ることを防止するため、電気、ガス等13、法定された分野の中から政令で定める事業につい

ては、一定の基準に該当する事業者が重要設備の導入等をしようとする際に、事前に国に

届出を行い、審査を受ける制度である。 

 政府は、「医療分野」の基幹インフラ制度への追加について検討を進めており、骨太方針

2025では、医療ＤＸシステムの開発・運用主体になる「社会保険診療報酬支払基金」と、

「医療機関」の追加について検討を行うこととされている14。なお、令和７年９月、厚生労

働省は、社会保障審議会医療部会において、「社会保険診療報酬支払基金」及び「高度な医

療（救命・災害医療等を含む。）を提供する能力等を有する医療機関」を基幹インフラ制度

の対象とする案を示している15。 

 

エ 重要技術戦略研究所（仮称）の設立に向けた動き 

 上記「③先端的な重要技術の開発支援」に関する制度は、先端的な重要技術（特定重要

技術16）の研究開発の促進とその成果の適切な活用のため、資金支援、官民伴走支援のため

の協議会設置、調査研究業務の委託等の措置を講ずる制度である。このうち、調査研究業

務の委託に関しては、特定重要技術の見定めやその研究開発等に資する調査研究を、内閣

総理大臣が一定の能力を有する機関（特定重要技術調査研究機関）に委託し、当該機関に

守秘義務を求めることとされている。 

 この点、内閣府は、「第６期科学技術・イノベーション基本計画17」等に基づき、「重要技

術戦略研究所（仮称）」（安全・安心に関するシンクタンク）について、令和８年度中をめ

どに設立することを目指し、準備を進めている。同研究所は、①調査分析・政策提言、②

人材育成、③ネットワーク構築の３つの機能を一体的に実現するものであり、経済安全保

 
12 政府は、新たな仕組みを直ちに適用すべき事案は存在しないとしている（城内内閣府特命担当大臣記者会見

要旨（令和７年２月14日））。ＧＯＣＯは、Government-Owned, Contractor-Operatedの略。 
13 ①電気、②ガス、③石油、④水道、⑤鉄道、⑥貨物自動車運送、⑦外航貨物、⑧港湾運送、⑨航空、⑩空港、

⑪電気通信、⑫放送、⑬郵便、⑭金融、⑮クレジットカードの15分野。港湾運送は、令和６年５月の経済安全

保障推進法改正により追加された（令和７年４月施行）。 
14 前掲注11 
15 厚生労働省「基幹インフラ制度への医療分野の追加について」（第118回社会保障審議会医療部会（令和７年

９月19日）資料）４頁、『日本経済新聞電子版』（2025.9.19） 
16 将来の国民生活・経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術のうち、その技術が外部に不

当に利用された場合に国家・国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるもの等。 
17 令和３年３月26日閣議決定 
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障推進法上の特定重要技術調査研究機関の主要な候補としても期待されている。18 

 

(2) 経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度 

 セキュリティ・クリアランス制度とは、国家における情報保全措置の一環として、政府

が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報にアクセスする必要がある者に対

して政府による調査を実施し、その信頼性を確認した上でアクセスを認める制度である19。 

 政府は、安全保障の概念が経済・技術分野にも拡大し、安全保障のための情報に関する

能力の強化が一層重要となる中、経済安全保障分野においても、セキュリティ・クリアラ

ンス制度の整備を通じ、情報保全の更なる強化を図る必要があるとし、令和６年５月、政

府保有の経済安全保障上の重要な情報を保護・活用するための制度を創設する重要経済安

保情報保護活用法20が制定された（令和７年５月施行）。 

 同法は、経済安全保障上の重要な情報（重要経済安保情報21）の保護及び活用に関し、必

要な事項を定め、漏えいの防止を図り、我が国及び国民の安全の確保に資することを目的

とするもので、その主な内容は以下のとおりである。 

○重要経済安保情報の指定（例：サイバー脅威・対策等に関する情報、サプライチェーン上の

脆弱性関連情報） 

○一定の基準を満たす民間事業者（適合事業者）との契約による重要経済安保情報の提供 

○重要経済安保情報の取扱いの業務は情報漏えいのおそれがないと認められた者に制限 

○行政機関の長は、本人同意の下、内閣総理大臣（内閣府）による一元的な調査の結果に基づ

き情報漏えいのおそれがないことについての評価（適性評価）を実施 

○重要経済安保情報の漏えい等に対する罰則の整備 

〇重要経済安保情報の指定・解除、適性評価の実施、適合事業者の認定に関し、統一的な運用

を図るための基準（運用基準）の策定22 

〇政府は、毎年、重要経済安保情報の指定等の運用状況について国会に報告・公表 

 

(3) 総合的なシンクタンク機能の構築に向けた検討 

 政府は、安全保障の裾野が経済分野に急速に広がりつつある中、いわゆる外交、情報、

防衛、経済、技術といった分野を含め、総合的に経済安全保障を推進していく観点が極め

て重要であるとしており、国家安全保障局を中心に、関係省庁が連携して、経済安全保障

全般の政策提言を行う「総合的なシンクタンク機能」の構築を目指して検討が行われてい

 
18 「統合イノベーション戦略2025」（令和７年６月６日閣議決定）13頁、城内内閣府特命担当大臣記者会見要

旨（令和７年５月13日） 等 
19 これまでセキュリティ・クリアランス制度を規定している法律は「特定秘密の保護に関する法律」（平成25

年法律第108号）のみであったが、同法では、特定秘密として指定できる情報の範囲が、防衛、外交、特定有

害活動（スパイ行為等）の防止、テロリズムの防止の４分野に関する一定の要件を満たす事項に限られてお

り、経済安全保障に関する情報は必ずしも明示的に保全の対象となっていない。 
20 「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」（令和６年法律第27号） 
21 重要なインフラや物資のサプライチェーンに関する一定の情報であって、公になっていないもののうち、そ

の漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるもの。 
22 令和７年１月、「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、

統一的な運用を図るための基準」が閣議決定された。 
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る23。この点に関し、骨太方針2025では、産業が抱えるリスクについて点検し、経済インテ

リジェンス能力や総合的なシンクタンク機能を含む対応の強化や重要インフラの強靱化に

取り組むこととされている24。 

 

３ 国家公務員制度 

(1) 令和７年人事院勧告 

人事院勧告制度は、労働基本権制約の代償措置として、情勢適応の原則（職員の給与、

勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するよう

随時変更でき、その変更に関して人事院は勧告を怠ってはならない）25に基づき、国家公務

員の適正な処遇を確保しようとするものである。 

令和７年８月７日、人事院は、国会及び内閣に対し、公務員人事管理に関する報告とと

もに、国家公務員の給与改定についての勧告を行った。 

【勧告及び報告の主な内容】※ ①～④は、一般職給与法26等の改正が勧告された事項 

① 民間給与との較差27解消のため、若年層に重点を置きつつ、その他の職員も昨年を大

幅に上回る俸給表の引上げ改定（平均3.3％）を行う。 

② 特別給（ボーナス）の支給月数を0.05月分引き上げ年間4.65月分とする。 

③ 本府省業務調整手当について、本府省の職員の職責が重くなっていることを踏まえ、

幹部・管理職員を新たに支給対象に加え月額51,800円を支給する。また、課長補佐級

の手当額を月額10,000円、係長級以下の手当額を月額2,000円引き上げる。 

④ 自動車等使用者に対する通勤手当について、民間における支給状況を踏まえ、65km

以上から100km以上までの距離区分（５km刻み）を新設し、現行の「60km以上」までの

距離区分についても200円から7,100円までの幅で引き上げるとともに、月額5,000円

を上限とする駐車場等の利用に対する手当を新設する。 

⑤ 優秀な人材の確保・定着を目的に、職務・職責をより重視した給与体系を含む、新

たな人事制度の構築に向けて、給与、勤務時間、任用等を一体的に検討し、令和８年

夏に措置の骨格を、令和９年夏に具体的な内容を報告する。 

 

(2) 勧告後の動き 

 人事院勧告を受け、政府は、同日、給与関係閣僚会議28を持ち回りで開催した。林内閣官

房長官は、「人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢の下、国家公務員の人材確保の重要性

も踏まえ、更に検討を進めていただきたい。」とした29。 

 
23 城内内閣府特命担当大臣記者会見要旨（令和７年６月３日） 
24 前掲注11 
25 「国家公務員法」（昭和22年法律第120号）第28条第１項 
26 「一般職の職員の給与に関する法律」（昭和25年法律第95号） 
27 較差算出に当たり、行政課題の複雑化・多様化や厳しい人材獲得競争を踏まえ、官民給与の比較のための対

象企業規模が「50人以上」から「100人以上」に、本府省職員と対応させる東京23区・本店の企業規模が「500

人以上」から「1,000人以上」に引き上げられた。 
28 平成５年９月21日閣議口頭了解 
29 令和７年８月７日給与関係閣僚会議議事要旨 
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今後は、同会議において国家公務員の給与等の取扱いについての決定がなされ、一般職

給与法等の改正及びその内容に沿った特別職給与法30の改正を行うため必要な法律案が閣

議決定を経て国会に提出される見込みである。 

 

４ ストーカー対策 

(1) ストーカー規制法31の概要 

特定の相手方に対する執拗なつきまといや、無言電話等の嫌がらせを繰り返す、いわゆ

るストーカー行為は、それ自体が相手方に不安を覚えさせるとともに、次第に行為がエス

カレートして相手方の生命、身体等を害する事態にまで至ることも少なくない。こうした

ストーカー事案が大きな社会問題となる中、平成12年、つきまとい等を同一の者に対し反

復して行うストーカー行為を処罰対象とするほか、つきまとい等を行った者に対する警告、

警告に従わない場合の禁止命令等、ストーカー行為等の相手方に対する援助32等を内容と

するストーカー規制法が成立した。 

ストーカー規制法については、法制定後も、その時々の情勢を踏まえて所要の改正が行

われており、平成25年改正では、電子メールの連続送信行為の規制対象行為への追加、被

害者の申出による禁止命令等など被害者の手続への関与の強化等、平成28年改正では、Ｓ

ＮＳメッセージの連続送信行為等の規制対象行為への追加、警告前置の廃止や緊急時の禁

止命令等に係る制度の創設等、令和３年改正では、ＧＰＳ33機器等を用いて位置情報を承諾

なく取得する行為等の規制対象行為への追加、禁止命令等について書類を送達して行うこ

ととする規定の整備等の措置が講じられた。 

  

 
30 「特別職の職員の給与に関する法律」（昭和24年法律第252号） 
31 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」（平成12年法律第81号） 
32 ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示、被害防止交渉を円滑に行うために必要な事

項の連絡、防犯ブザー等の教示又は貸出し等（ストーカー規制法第７条１項及び同法施行規則第15条各号） 
33 ＧＰＳ（Global Positioning System：全地球測位システム）とは、人工衛星が発する電波により、地球上

の現在地を正確に測定するシステムをいう。 
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（図表）現行のストーカー規制法の概要 

 

（「令和３年版犯罪被害者白書」等を基に当室作成） 

 

(2) ストーカー事案の現状とその対策 

ストーカー事案の相談等件数は、平成24年以降、概ね２万件前後で推移し、高止まりが

続いている。 

（図表）ストーカー事案の相談等件数の推移 

 
（出所：警察庁「令和６年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について」） 

 

こうした状況の下、政府では、令和４年に改訂された「ストーカー総合対策34」に基づき、

被害者等からの相談対応の充実、被害者情報の保護の徹底、被害者等の適切な避難等に係

る支援の推進、調査研究・広報啓発活動等の推進、加害者対策の推進、支援等を図るため

の措置を柱として、関係省庁が連携してストーカー対策を推進している。 

 

 
34
 平成27年３月20日策定（ストーカー総合対策関係省庁会議）、令和４年７月15日最終改訂 
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(3) 近時の課題と法改正に向けた動き 

令和７年４月、神奈川県川崎市において、元交際相手からのストーカー被害を警察に訴

え、その後行方不明となっていた女性が遺体で発見されるという事件が発生した35。神奈川

県警察が行った同事件に関する一連の対応についての検証では、被害者の女性やその親族

から人身安全関連事案としての相談等を受けていたにもかかわらず、被疑者に対する警告・

禁止命令等の措置や被害者の安全を確保する措置を講じる機会を逸していたほか、ストー

カー被害の相談対応、行方不明後の対応のいずれも危険性・切迫性を過小評価するなど、

警察が不適切な対応を重ねていたことが明らかとなった36。 

また、現行法では、警告を出す場合に被害者からの申出を必要としているが、被害者が

加害者からの報復を恐れたり、深刻な事態に発展するおそれに気付かないことで、警察の

介入を求めないケースがあるほか、職権により行うことが可能な禁止命令等については、

行政処分に当たることから、十分な証拠収集に時間を要する側面があると指摘されてい

る37。 

加えて、近年、ストーカー事案において、相手方の使用する自動車や鞄等に「紛失防止

タグ」をひそかに取り付けて相手方の行動を把握しようとする手口が広がっており、令和

６年のＧＰＳ機器や紛失防止タグを使用したストーカー被害の相談件数883件のうち、370

件が紛失防止タグを利用したもので、前年（196件）の２倍近くとなっている38。しかしな

がら、現行法が「位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置」を規制対象として

いるところ、紛失防止タグは、主にBluetooth等の近距離無線通信技術を利用し、タグが発

する信号を検知した周囲のスマートフォン等を介してその位置を特定する仕組みとなって

おり、タグ自体が位置情報を発信しているものではないため、規制の対象外となっている

とされる39。 

こうした状況を踏まえ、警察庁は、ストーカー規制法について、被害者からの申出がな

い場合でも、警察の職権で加害者に警告することを可能とするとともに、「紛失防止タグ」

を使用して、承諾を得ずに相手方の位置を特定する行為を規制対象行為に追加する方向で

検討しており、臨時会への改正法案の提出を目指すと報じられている40。 

 

  

 
35 被疑者は、同年５月に死体遺棄罪で逮捕され、その後の捜査を受け、同月にストーカー規制法違反で逮捕さ

れ、同年７月に殺人罪で逮捕された。 
36 神奈川県警察「神奈川県川崎市内におけるストーカー事案等に関する警察の対応についての検証結果等報告

書」（令和７年９月）。なお、神奈川県警察は、ストーカー規制法に基づく警告・禁止命令等を検討したものの、

被害者の意向確認や手続を速やかに行えなかった上、被害者が一時所在不明となる事案が発生したため、警

告・禁止命令等の措置を講じる機会を逸したとしている（同報告書８頁）。 
37 『読売新聞』（2025.8.29）、『毎日新聞』（2025.8.31） 
38 『読売新聞』（2025.6.6） 
39 『日本経済新聞』（2025.8.20） 
40 『東京新聞』（2025.8.30）、『読売新聞』（2025.8.29）等 



- 10 - 

５ 個人情報保護制度 

(1) 個人情報保護制度の概要 

ア 個人情報保護法の体系 

個人情報保護法41は、個人情報の適正な取扱いに関し、個人情報の有用性に配慮しつつ、

個人の権利利益を保護することを目的としている（第１条）。 

また、個人情報保護法には、我が国全般にわたる個人情報の保護に関する施策を総合的

に推進するための基本的枠組みについて定めた基本法的部分に加え、民間部門に適用され

る規律を定める部分及び公的部門に適用される規律を定める部分が併存する（図表参照）。 

（図表）個人情報保護法の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個人情報保護委員会資料を基に当室作成） 

 

イ 個人情報とは 

 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、以下のいずれかに当たるもの

を指す（第２条第１項・第２項、施行令42第１条、図表参照）。 

（図表）個人情報の定義 

定 義 具体例 

当該情報に含まれる記述等により特定の個人を

識別することができるもの（他の情報と容易に

照合することができ、それにより特定の個人を

識別することができることとなるものを含む。） 

氏名、生年月日、顔写真等（メールアドレ

スも該当する場合がある） 

個人識別符号が含まれるもの 運転免許証番号、マイナンバー、ＤＮＡ、

指紋・静脈の特徴情報等 

（当室作成） 

  

 
41 「個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第57号） 
42 「個人情報の保護に関する法律施行令」（平成15年政令第507号） 

 

 

 

 

民間部門［一般法］ 

 

 

 

 

公的部門［一般法］ 

個人情報保護法・政令・規則［基本法］ 

個人情報保護法・政令・規則 

【民間事業者・一部の独立行政法人等】 

個人情報保護法・政令・規則 
【国の行政機関・独立行政法人等・ 

地方公共団体の機関・地方独立行政法人】 

個人情報保護法施行条例 

ガイドライン・事務対応ガイド 

個人情報の保護に関する基本方針 

ガイドライン 

憲法・判例 
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ウ 民間部門に適用される規律 

民間部門に適用される規律としては、個人情報取扱事業者（個人情報データベース等43を

事業の用に供している者。営利・非営利を問わない。）が遵守すべき義務、罰則等がある。 
具体的には、個人情報の利用目的の特定・通知、適正な取得、個人データ44の正確性の確

保、安全管理措置、従業者・委託先の監督、漏えい等の報告、第三者提供の制限、外国に

ある第三者への提供の制限、開示・訂正・利用停止請求への対応等が規定されている。 
 

エ 公的部門に適用される規律 

公的部門に関する規律が適用される機関（行政機関等）は、行政機関、地方公共団体の

機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人である（第２条第11項）。 

行政機関等が遵守すべき義務は、民間部門と概ね同じであるが、行政機関等は公権力を

行使して容易に広範な個人情報を収集し得る立場であるため、民間部門より厳しい規制も

ある。他方で、行政運営の効率化等を図る観点から、行政機関等は「相当の理由」があれ

ば本人の同意がなくても利用目的以外の目的のために個人情報を利用し、又は提供するこ

とができる（第69条第２項）など、民間部門より簡素な規制もある。 

 
オ 個人情報保護委員会 

個人情報保護委員会は、国の行政機関、地方公共団体及び民間事業者等に対して、個人

情報保護法に基づく監視・監督を行うとともに（第132条）、マイナンバー法45に基づく監

視・監督を行う、合議制の第三者機関である。同委員会は、内閣府の外局で、内閣総理大

臣の所轄に属する（第130条）が、独立して職権を行うことが明記されており（第133条）、

「国家行政組織法46」第３条に基づく委員会（いわゆる三条委員会）に相当する。 

 
(2) 制定及び改正の経緯 

我が国では、地方公共団体が国より先行して、昭和40年代後半より個人情報保護条例の

整備が進められた。国においては、昭和63年に「行政機関の保有する電子計算機処理に係

る個人情報の保護に関する法律47」が制定された後、平成15年に、民間部門及び公的部門の

それぞれに適用される規律として個人情報保護関連５法が制定された48。 

 
43 個人情報を含む情報の集合物であって、①特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるよう

に体系的に構成したもの及び②特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

（第16条第１項）。 
44 個人情報データベース等を構成する個人情報（第16条第３項） 
45 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成25年法律第27号） 
46 昭和23年法律第120号 
47 昭和63年法律第95号 
48 ①個人情報保護法、②「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第58号）、③「独

立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（同第59号）、④「情報公開・個人情報保護審査会設置

法」（同第60号）、⑤「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律」（同第61号） 
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個人情報保護法は、これまで３回改正された（平成27年改正法49、令和２年改正法50及び

令和３年改正法51）。特に令和３年改正法では、これまで別の法律や条例で定められていた

民間部門と公的部門の規律を個人情報保護法に一元化することとされた。 
 

(3) 個人情報保護制度の今後 

個人情報保護法の令和２年改正法には、同改正法の施行後３年ごとに施行状況について

検討を行う規定（いわゆる３年ごと見直し）が置かれている（附則第10条）。 

同規定に基づき、個人情報保護委員会では、令和５年11月から法改正に向けた検討を開

始し、令和６年６月には中間整理52を公表した53。また、当該整理を踏まえ、一層の意見集

約作業が必要だと考えられる論点（課徴金制度、団体による差止請求制度及び被害回復制

度等）については、有識者検討会を開催して検討を進め、同年12月に有識者検討会の報告

書54を公表した。その後、同委員会は、令和７年１月に今後の検討の進め方55を公表し、中

間整理に対する意見や事務局ヒアリング56等を通じて得られた視点を踏まえ、一般法とし

ての個人情報保護法の基本的な在り方の観点から検討すべき制度的課題の再整理を行った。 

主な課題として、①個人データ等の取扱いにおける本人の関与（同意規制、個人の権利

利益を害するおそれが少ない場合における漏えい等発生時の対応）、②個人データ等の取

扱いの態様の多様化等に伴うリスクへの適切な対応（委託事業者への対応、身体的特徴に

係るデータ）、③個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性の確保（課徴金制度、団体

による差止請求制度及び被害回復制度の導入の要否、漏えい等報告）等が挙げられている。 

政府は、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和７年６月13日閣議決定）におい

て、これらの課題を踏まえ、実効性や経済活動への不当な萎縮効果を避ける観点を含めた

全体としてバランスの取れた形での改正案について、早期に結論を得て提出を目指すこと

としている57。 

 

内容についての問合せ先 

内閣調査室 正木首席調査員（内線 68400） 
 

 
49 「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律の一部を改正する法律」（平成27年法律第65号） 
50 「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」（令和２年法律第44号） 
51 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」（令和３年法律第37号） 
52 個人情報保護委員会「個人情報保護法 いわゆる３年ごと見直しに係る検討の中間整理」（令和６年６月27日） 
53 公表日（６月27日）から7月29日まで当該整理に対する意見募集を実施。1,731の団体・事業者又は個人から

延べ2,448件の意見が寄せられた。 
54 「個人情報保護法のいわゆる３年ごと見直しに関する検討会報告書」（令和６年12月25日） 
55 「『個人情報保護法 いわゆる３年ごと見直しに係る検討』の今後の検討の進め方」（令和７年１月22日） 
56 「より包括的なテーマや個人情報保護政策全般」として、個人情報保護政策が踏まえるべき基本的事項につ

いて、幅広いステークホルダーからの意見を聴取し、整理するため、個人情報保護委員会事務局において、令

和６年11月から12月にかけて有識者及び経済団体・消費者団体等へのヒアリングを実施した。 
57 同計画68頁 
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総務委員会 
 

総務調査室 

 

１ 地方行政 

(1) 持続可能な地方行財政の在り方 

ア 持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会 

我が国の人口は平成23年以降一貫して減少しており、今後も長期的に大幅な人口減少が

続くと予想されている。特に、生産年齢人口については、ピーク時から1,208万人も減少し

ている1。このように急速に人口減少・少子高齢化が進む中、地方公共団体においては、技

術職員、保健師、デジタル人材などの専門人材等の不足が喫緊の課題となっている。そこ

で総務省では、地域の担い手を含めた資源の不足や偏在が深刻化する状況下においても、

地方公共団体の行財政の在り方を持続可能なものとするため、令和６年11月から「持続可

能な地方行財政のあり方に関する研究会」を開催し、具体的な課題の整理及び対応の方策

について幅広く議論が行われた。 

令和７年６月に取りまとめられた報告書では、国と地方が連携して、市町村における各

事務処理に関する課題への対応方策を検討し、例えば、小規模団体では件数が少なくノウ

ハウが蓄積されない事務を広域処理することや、国・都道府県・市町村間で事務の内容が

類似するものは国や都道府県が処理することなど、これまでとは異なる新たな視点で行政

サービスの提供の在り方を見直すことが求められるとした。その上で、地方の検討状況を

踏まえ、国として制度上対応すべきものについては、国・都道府県・市町村の役割分担の

変更等の制度の見直しを行うことも考えられるとしている。 

 

イ 大都市における行政課題への対応に関するワーキンググループ 

大都市制度については、急速な人口減少や人材不足の深刻化、デジタル化の進展など大

都市を取り巻く状況が大きく変化していることを踏まえ、上記アの研究会の下で「大都市

における行政課題への対応に関するワーキンググループ」が開催され、大都市制度の在り

方や大都市圏での広域的な取組に関し、対応の方向性などが検討された。 

令和７年６月に取りまとめられた報告書では、どのような大都市地域にどのような大都

市制度が求められるかについて議論を深めていくことが重要とした上で、新たな大都市制

度としての「特別市」制度（道府県に包含されない一層制の地方公共団体を設置するもの）

については、様々な評価が見られることから、制度導入の目的や住民にとってのメリット

などの観点から、引き続き議論が必要であるとされた。その上で、今後の議論を深めるた

め、「特別市」制度を検討する際の課題として、①広域自治体が分割されることによる影響、

②住民自治の確保、③「特別市」移行の要件・手続の観点から論点が整理された。 

 
1 総務省統計局「平成２年国勢調査」、「令和２年国勢調査」によれば、日本の生産年齢人口は、平成７（1995）

年の 8,716 万人（総人口比 69.5％）をピークに令和２（2020）年の 7,509 万人（59.5％）へと、1,208 万人

（10 ポイント）も減少している。 
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これに対し、従来から「特別市」制度の導入を提案してきた指定都市市長会は、ワーキ

ンググループ等での議論も踏まえ、次期地方制度調査会において「特別市」の法制化を含

めた大都市制度の在り方について調査審議を諮問するよう求めている2 。 

 

(2) 地方創生2.0への対応 

ア ふるさと住民登録制度の創設 

令和７年６月に閣議決定された「地方創生2.0基本構想」では、住所地以外の地域に継続

的に関わる者を登録することで関係人口3を可視化し、地域の担い手確保や地域経済の活性

化等につなげる仕組みとして「ふるさと住民登録制度」を創設することとしており、誰も

がアプリで簡単に登録できるようシステム構築を進めるとしている。基本構想では、今後

10年間で実人数1,000万人、延べ人数１億人を目指すことを当面の目標としている。 

報道4によると、ふるさと住民登録制度には、特産品の購入など気軽な形で接点を持つ「ベ

ーシック登録」（仮称）とボランティアや二地域居住している人など地域活動の担い手にな

る「プレミアム登録」（仮称）を設けるとされている。いずれも自治体が登録証を発行し、

イベント等の情報提供を行うことが想定されているほか、登録できる自治体の数に上限を

設ける方向で調整されている。また、「プレミアム登録」では、自治体が登録者に対し、交

通費の補助や施設利用料の割引といった独自のサービスを提供できるとされており、なり

すまし防止のため、登録時のマイナンバーカードの活用も検討されている。 

総務省は、令和８年度予算概算要求において、システム構築や制度の周知・広報等を実

施するための経費を、金額を示さない事項要求として要望しており、令和８年度の制度開

始に向けて、年内を目途に制度の詳細について検討を進めている。 

なお、一部の自治体では類似の取組を独自に実施している事例があるが、継続的に登録者

を増やし地域の担い手として関わりを持ってもらうことの難しさを指摘する意見もある5。 

 

イ 広域リージョン連携の推進 

人口減少が進む中にあっても、地域の経済成長を維持し、持続可能な地域社会を構築し

ていくことが重要であるが、地域における経済活動や人々の生活は、地方公共団体の区域

に限定されるものではなく、単独の地方公共団体では効果的な施策を展開することが難し

い面がある。このため、政府は、都道府県域を超えた新たな官民の広域連携を「広域リー

ジョン連携」として推進し、地域の成長やイノベーション創出につながる取組を面的かつ

分野横断的に広げていくとしている。 

広域リージョン連携は、「地方創生2.0基本構想」において政策の５本柱の一つとして位

置付けられているもので、総務省は、令和７年９月２日、広域リージョン連携の進め方を

 
2 指定都市市長会「次期地方制度調査会における調査審議に関する指定都市市長会要請」（令和７年８月６日） 
3 関係人口とは、特定の地域に継続的に多様な形で関わる者のことで、具体的には、地域の祭りに毎年参加し

運営にも携わる者や、副業・兼業で週末に地域の企業等で働く者などである。 
4 『読売新聞（夕刊）』（2025.8.28）、『時事通信社 iJAMP』（2025.9.6） 
5 『時事通信社 iJAMP』（2025.9.22） 
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示した「広域リージョン連携推進要綱」を制定している。これによれば、「広域リージョン」

とは、都道府県域を超えた広域的な単位で、地方公共団体と経済団体や企業、大学、研究

機関等の多様な主体により構成される枠組みとされており、広域リージョンに参画する各

主体は、共同で宣言を行い、策定したビジョンに基づき、主に産業振興（産業クラスター

形成、スタートアップ支援、農林水産物の輸出促進等）や地域資源を活用した観光振興、

交通といった分野の複数のプロジェクトに連携して持続的に取り組むとしている。プロジ

ェクトの実施に当たっての国の支援措置としては、既存の「新しい地方経済・生活環境創

生交付金」や各府省の補助事業等の活用のほか、支障となる規制等がある場合には、地方

分権改革に関する提案募集による地方からの提案等も踏まえて、可能な限り規制の緩和等

に取り組むとされているが、詳細は各府省と調整中となっている。 

政府は、先行して３か所の広域リージョンで取組を開始し、全国展開を目指すとしてお

り、報道6によれば、既に官民連携の取組を行っている九州（半導体産業の強化）、関西（企

業の研究開発等への支援）、中国（訪日客の誘致）の各地域が有力候補とされている。この

うち中国については、令和７年９月３日、中国地方の５県と経済団体が共同で広域リージ

ョン連携宣言を行っている。 

 

(3) 地方公務員制度 

地方公務員制度を取り巻く環境7は、生産年齢人口の減少やそれに伴う民間企業等との

間での人材獲得競争の激化など大きな変革の中にあることから、制度の在り方について総

合的な検討を行うため総務省において、「社会の変革に対応した地方公務員制度のあり方

に関する検討会」が開催され、令和５年10月から議論が進められている8。 

同検討会の下で開催された「地方公務員の働き方に関する分科会」は、令和７年６月、

地方公務員の兼業について、兼業の許可基準を設定している自治体が全体の約６割にとど

まることを踏まえ、営利企業の従業員との兼業を含めた許可基準について、各自治体が地

域の実情に即して設定することが望ましいとの報告書を取りまとめた。 

同月、総務省は通知を発出し、兼業許可基準を設定する際のポイントや取組事例を示す

とともに、地方公務員は営利企業の従業員との兼業も可能であることを改めて周知した。 

 

２ 地方財政 

(1) 補正予算によって地方交付税が増加した場合の取扱い 

毎年度分として交付すべき地方交付税の総額は、当該年度における国税５税（所得税、

 
6 『読売新聞』（2025.9.1）、『共同通信社 国政フォーカス』（2025.9.2） 
7 平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、国家公務員について定年の段階的引上げ等が行われているこ

とに伴い、総務省は、各地方公共団体に対し、地方公務員の定年については国家公務員の定年を基準として条

例を定める必要があること等を示した（「地方公務員法の一部を改正する法律の運用について（通知）」（令和

３年８月 31 日）等）。 
8 なお、国家公務員に関しては、人事管理の在り方について横断的な議論を行うため人事院において「人事行

政諮問会議」が開催された。令和７年３月24日に取りまとめられた「最終提言」では、国家公務員の行動規範

の策定や官民給与の比較対象となる企業規模の引上げ、業務効率化と長時間労働の改善などに取り組むこと

を求めている。 
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法人税、酒税、消費税及び地方法人税）の収入見込額の法定率分に、前年度以前の未交付

額を加算し、超過交付額を減額した額とされている（地方交付税法9第６条第２項）。 

このため、補正予算が編成され、国税５税の予算額（収入見込額）が増額補正された場

合には、当該年度の地方交付税の総額は、その法定率分だけ増加することとなる。また、

前年度の国税５税決算額が予算額を上回った場合には、その上回る額の法定率分10は、補正

予算に計上されることによって当該年度の地方交付税の総額に加算されることとなる。 

補正予算によって増加した地方交付税の取扱いについては、地方交付税法上、当該年度

において、①普通交付税の調整額の復活11（調整戻し）に要する額を交付した上で、②残額

を特別交付税として交付することとされている（同法第６条の３第１項）。しかし、通常は、

①の措置や経済対策・災害への対応など、当該年度に必要な財源を確保した上で、残額を

翌年度の地方交付税の財源として活用するため繰り越すことが基本となっている12。 

政府が、令和７年度中に補正予算を提出し、同補正予算によって地方交付税が増加する

場合には、増加分の取扱いを定めるため、地方交付税法改正案などの所要の法律案が提出

されると見込まれるが、その際には、令和７年人事院勧告に伴う給与改定経費等への対応13、

災害対応のための特別交付税の増額、全国の83.3％が赤字14とされる公立病院への財政措

置15等が課題になると考えられる。 

 

(2) 令和８年度の地方財政への対応等 

総務省は、令和７年８月29日、令和８年度地方財政収支の仮試算を公表するとともに、

令和８年度地方交付税の概算要求を行った。 

このうち、地方財政収支の仮試算は、概算要求時点における地方財政計画の収支見込み

を示したもので、令和７年度地方財政計画と比べ、歳出は、①人事院勧告（令和７年８月

７日）等を反映し、給与関係経費が0.8兆円の増となったこと、②社会保障関係費の増、人

事院勧告を踏まえた会計年度任用職員の給与等の増や委託料の増などによって一般行政経

 
9 「地方交付税法」（昭和25年法律第211号） 
10 令和６年度一般会計決算では、補正後予算額に比べ、地方交付税の法定率分が4,354億円（地方法人税分を

除く。）増加する見通しとなっている。 
11 普通交付税の交付に当たっては、各地方団体に交付すべき普通交付税（＝基準財政需要額－基準財政収入額）

の合計額が普通交付税の総額（地方交付税総額の94％）を超過する場合には、当該超過する額（調整額）を減

額して各地方団体に交付される。一方で、補正予算によって地方交付税が増加した場合には、これを活用し

て、当該年度中に調整額分が追加交付される。これを「調整額の復活」又は「調整戻し」という。 
12 令和６年度補正予算（令和６年12月成立）では、地方交付税が2.1兆円増加したため、地方交付税法等の改

正によって、普通交付税及び特別交付税の増額交付（1.2兆円）、翌年度への繰越し（0.7兆円）などが行われ

た。 
13 総務省の「令和７年度給与改定所要額概算」（令和７年８月７日）によると、仮に令和７年人事院勧告に準

じた給与改定を地方公務員等に行った場合の一般財源所要額を6,680億円程度、会計年度任用職員分の影響額

を990億円程度としているため、令和７年度地方財政計画に計上された追加財政需要額（国の一般会計予算の

予備費に相当）4,200億円及び給与改善費（令和７年度の給与改定に備えた経費）2,000億円だけでは措置でき

ず、更なる財源確保が必要になると見込まれる。 
14 総務省「令和６年度病院事業決算の状況」 
15 公益社団法人全国自治体病院協議会が発表した「会員病院の令和６年度決算状況調査結果」（令和７年８月

６日）では、会員病院からの財政措置への主な意見・要望として、地方交付税措置の拡充等が挙げられてい

る。 
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費が0.9兆円の増となったことなどにより、全体として1.8兆円の増となっている。 

歳入では、税収が引き続き好調と見込まれており、地方税等が1.0兆円の増、地方交付税

も0.4兆円の増となっている。 

地方一般財源総額16は、1.3兆円増の68.9兆円と見込まれており、水準超経費17を除く交

付団体ベースでも、1.3兆円増の65.1兆円となっている（水準超経費は令和７年度と同額）。 

仮試算の結果では、地方税等や地方交付税の増により、財源不足が0.3兆円減の0.8兆円

となり、臨時財政対策債（赤字地方債）は令和７年度に引き続きゼロと見込まれている。 

なお、総務省は、「引き続き厳しい地方財政の状況を踏まえ、今後の国税収入・地方税収

入や地方負担の状況等によって財政収支に大幅な不足が生じる場合に交付税率を引き上げ

る」ことを事項要求している18。 

今後、年末に決定される令和８年度地方財政対策に向けては、経済・物価動向等の適切

な反映、令和７年度が期限となる臨時財政対策債、緊急防災・減災事業債、地域デジタル

社会推進費等の取扱いが課題となるほか、地方公共団体情報システムの標準化・ガバメン

トクラウド移行後の運用経費に対する財政措置の在り方19等について議論される可能性が

ある。 

 

３ 地方税 

(1) 令和７年度与党税制改正大綱における検討事項 

令和７年度与党税制改正大綱（令和６年12月20日 自由民主党、公明党）においては、今

後の税制改正に当たっての基本的考え方や検討事項として、地方税に関して、都市・地方

の持続可能な発展のための地方税体系の構築、自動車関係諸税の総合的な見直し、新築住

宅に係る固定資産税の税額の減額措置の在り方等について明記された。 

このうち、都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築については、特に、

住所地課税の例外20となっている道府県民税利子割について、インターネット銀行の伸長

等の経済社会の構造変化により、在るべき税収帰属との乖離が拡大している21ことから、税

収帰属の適正化のための抜本的な方策を検討し、令和８年度税制改正において結論を得る

 
16 地方一般財源とは、使途が特定されず、地方の自主的な判断で使用できる財源をいい、地方税、地方交付税

などがある。地方六団体等は、例年、地方一般財源総額の確保・充実を強く求めている。 
17 普通交付税の交付を受けない地方団体（不交付団体）の財源超過額に相当する額である。 
18
 総務省は、例年、巨額の財源不足が生じることが見込まれるとして、交付税率の引上げを事項要求していた。 

19 標準準拠システムへの移行後の運用経費について、政府は平成30年度比で３割削減との目標を掲げている

が、平均で２倍超になるとの調査結果（中核市市長会（令和７年１月）等）もあり、地方は、運用経費の増大

分について、国の責任において適切に財政措置を行うよう要望している（中核市市長会「地方公共団体情報シ

ステム標準化・ガバメントクラウド移行後の運用経費に関する緊急要望」（令和７年８月25日））。 
20 利子割を含む個人住民税は、地域社会の費用を住民がその能力に応じ広く負担を分任するという性格を有し

ており、納税義務者である個人の住所地で課税されることが原則である。利子割については、住所地課税の原

則の例外として、利子等の支払等をする者の営業所等の所在する都道府県で課税する制度とされている。 
21 営業所等を持たないインターネット銀行で口座を開設する場合、当該口座に係る利子割の課税団体となる営

業所等所在地は、本店の所在地となる。そのため、インターネット銀行の口座を持つ個人が当該口座で支払を

受ける利子に係る利子割は、当該個人の住所地にかかわらず、全て本店所在地の都道府県に納入されること

となる。 
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こととされた。これを受け、地方財政審議会の下で、地方税制のあり方に関する検討会が

開催され、道府県民税利子割に関する中間整理（令和７年７月）が取りまとめられた。中

間整理では、利子割の課税団体と在るべき税収帰属地との乖離を調整する地方税制上の仕

組みとして、新たに清算制度を導入するべきであるとされた。 

また、自動車関係諸税の総合的な見直しについては、公平・中立・簡素な課税の在り方

について、中長期的な視点から、車体課税・燃料課税を含め総合的に検討し、見直しを行

うこととされており、特に自動車税等の車体課税については、取得時における負担軽減等

課税の在り方を見直すとともに、自動車の重量及び環境性能に応じた保有時の税負担の在

り方等について検討し、令和８年度税制改正において結論を得ることとしている。これを

受け、地方財政審議会の下で、自動車関係税制のあり方に関する検討会が開催され、令和

８年度税制改正に向けて、専門的検討を行うこととされた。 

 

(2) いわゆる「ガソリンの暫定税率」の廃止（軽油引取税） 

衆議院における令和６年度補正予算の採決に当たり、令和６年12月11日に自由民主党、

公明党及び国民民主党の間で、いわゆる「ガソリンの暫定税率」は、廃止するとの合意が

なされた。 

その後、令和７年７月30日には、自由民主党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、国

民民主党、日本共産党の与野党６党は、「ガソリンの暫定税率」の廃止について、地方財政

への配慮等の課題を含め、速やかに与野党合意の上で法案を成立させ、今年中のできるだ

け早い時期に実施することとした。これを受け、与野党間の協議の場が設けられ、早期実

施に向けた議論が行われている。 

なお、地方六団体等は、「いわゆる「ガソリンの暫定税率」による税収は、揮発油税、地

方揮発油税のほか、軽油引取税22をあわせて約1.5兆円と見込まれており、地方の道路整備

や維持管理、老朽化対策等にも充てられる重要な財源となっている。また、このうち地方

の財源は、軽油引取税及び地方揮発油譲与税を合わせて約５千億円と試算されており、財

源の乏しい地方にとって極めて貴重なものとなっている」として、地方の減収に対しては

代替となる恒久財源を措置するなど、国・地方を通じた安定的な財源を確保することを前

提に、将来世代の負担にも十分配慮の上、責任ある議論を進めていくことを求める緊急提

言を行った。 

 

(3) 令和８年度税制改正要望 

令和７年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025」においては、コ

ストカット型経済から脱却し、成長型経済への移行を実現するとの基本的考え方の下、経

済成長と財政健全化の両立を図るとともに、少子高齢化、グローバル化等の経済社会の構

造変化に対応した在るべき税制の具体化に向け、包括的な検討を進めるとされたほか、東

京一極集中が続き行政サービスの地域間格差が顕在化する中、拡大しつつある地方公共団

 
22 揮発油税及び地方揮発油税は国税、軽油引取税は地方税である。 
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体間の税収の偏在や財政力格差の状況について原因・課題の分析を進め、税源の偏在性が

小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組むことが明記された。 

その後、令和８年度税制改正に向けて、令和７年８月末までに各府省庁から総務省に地

方税についての改正要望が提出された。主な改正要望としては、住宅関係諸税に係る所要

の措置、大胆な設備投資促進税制の創設、自動車関係諸税の課税の在り方の検討、中小企

業による研究開発投資拡大に向けた特例措置の創設、地方における企業拠点の強化を促進

する税制措置の拡充及び延長等であった。 

 

４ 行政の基本的制度の管理及び運営 

国勢調査 

ア 概要 

国勢調査は、日本に居住する全ての人及び世帯に関する、国の最も基本的な統計調査で

あり、10年ごとの大規模調査と、その中間年の簡易調査が交互に実施されている。令和７

年国勢調査は、大正９年の第１回調査から22回目に当たり、簡易調査である。 

国勢調査の結果は、衆議院議員小選挙区の改定や、地方交付税の算定などに利用される

ほか、地方自治体の防災計画や、民間企業の出店計画等、国民の生活に幅広く役立てられ

ている。 

 

イ 調査方法 

国勢調査は、調査員が各世帯を訪問し、調査票を配布・回収する方法で行われてきたが、

近年は調査員のなり手不足や調査票の回収率低下が課題23となっている。 

このため、国民の負担軽減・利便性向上等を図るべく、平成22年から郵送提出方式、平

成27年からインターネット回答方式が導入された。令和２年の調査では、インターネット

回答が全体の37.9％と高い割合を占めており、令和７年の調査においては、インターネッ

ト回答の更なる推進のため、地域に密接した施設（郵便局等）においてオンライン回答支

援ブースを設置することとしている。 

また、増加する外国人世帯への対応として、新たに「外国人向けリーフレット」を作成

し、主要７言語で調査の趣旨を説明し回答を依頼するとともに、記載されているＱＲコー

ドを通じて「外国語サポートページ」にアクセスし、案内に沿って回答できるようにする

ことで、外国人世帯に対する円滑な調査の実施及び調査員の事務負担の軽減を図ることと

している。 

さらに、オートロックマンション等の集合住宅においては、調査員の対面による調査書

類の配布が困難であることから、茨城県水戸市、つくば市、ひたちなか市及び東京都新宿

 
23 令和２年国勢調査では、調査員の定員約 70 万人に対し、実際の調査員数は 61.4 万人にとどまり、さらにそ

のうち 14.1％は市町村職員であった。また、前々回（平成 27 年）の回答率 86.9％に対し、前回（令和２年）

は 83.7％で、不在等の理由で調査票を回収できなかった世帯を対象に行う「聞き取り調査」の割合が増加し

ている。 
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区の一部地域（オートロックマンション10棟程度）をモデル地域として、郵送配布を試行

することとしている。 

 

５ 情報通信 

(1) デジタル空間における情報流通の健全性確保 

ア 情報流通プラットフォーム対処法の施行 

令和７年４月、大規模プラットフォーム事業者24に対して、①権利侵害情報の削除対応の

迅速化に係る規律として、削除申出窓口の設置や削除申出に対する原則７日以内での応答

義務等を、②運用状況の透明化に係る規律として、削除基準の策定・公表義務や削除状況

の公表等を課し、なおかつこれらの義務に違反した場合の罰則について定めた「情報流通

プラットフォーム対処法」が施行された25。この法律によって、ＳＮＳ等における誹謗中傷

等、特に権利侵害情報への対応の円滑化が期待されている。 

 

イ 違法・有害情報への対応の検討 

闇バイトの募集投稿、なりすまし偽広告による投資詐欺、真偽不明な情報による有権者

の投票行動への影響など、必ずしも権利侵害に該当しない違法・有害情報の流通が深刻な

状況にある。こうした情報については、権利侵害のみならず法令違反となる情報について

例示列挙した総務省の違法情報ガイドライン26に沿って、大規模プラットフォーム事業者

が削除基準を策定し、適切に対応することが期待されている。 

都道府県警察等の行政機関は、違法情報を確認した場合、プラットフォーム事業者に対

して削除依頼や情報提供を行っているが、これを受け付ける体制や対応については事業者

ごとに差異が生じている27。 

そこで、違法・有害情報への対応が円滑となるよう、「デジタル空間における情報流通の

諸課題への対処に関する検討会」が公表した「中間取りまとめ」（令和７年９月）では、検

討対象となる情報の種類を①権利侵害情報、②その他違法情報（法令違反情報）、③有害情

報と分類した上で、このうち②法令違反情報については、「違法性の判断が可能な専門の行

政機関からの通報を受け付け、優先的に対応する体制整備を大規模プラットフォーム事業

者に求めることは、制度的対応の方向性として有効な手段」とした。また、政府が事業者

に③有害情報への対応を求めることについては、事実上の行政による検閲のリスクや発信

 
24
 総務省は、アクティブユーザ数や投稿数が一定数を超えるサービスを提供する者として、令和７年７月時点

で、Google（YouTube）、LINE ヤフー（Yahoo 知恵袋、LINE オープンチャット等）、Meta（Facebook、Instagram

等）、TikTok、X（旧 Twitter）等の９社を指定している。ただし、利用者間交流を目的とするサービスを対象

としており、例えば、ＥＣサイトやニュースサイト等のコメント・レビュー欄は対象外となる。 
25 これに伴い、これまでの法律「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関す

る法律」（平成 13 年法律第 137 号。通称「プロバイダ責任制限法」）は、「特定電気通信による情報の流通によ

って発生する権利侵害等への対処に関する法律」（通称「情報流通プラットフォーム対処法」）に改められた。 
26 「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第 26 条に関するガイ

ドライン」は、「闇バイト」等の犯罪の実行者を誘引する情報の発信は職業安定法に違反し得るなど、違法情

報を例示している。 
27 デジタル空間における情報流通に係る制度ワーキンググループ（第８回）配付資料 
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者の表現の自由への萎縮効果をもたらす懸念から「極めて慎重であるべき」との前提の下、

ある有害情報について、法益侵害を発生させ、又は惹起が確実であるものとして社会的コ

ンセンサスが得られるような場合、「（個別法において）当該情報が違法であることを明確

化したり、新たに違法化されたりするのであれば、事業者による削除等の適切な対応が図

られると考えられる」とした。 

同検討会では、事業者自身による違法・有害情報への対応（収益化停止措置等）を法令

によって求める制度についても検討されたが、まずは、業界団体が「行動規範」を速やか

に策定し、法的拘束力を持たない形での事業者による自主的な対応を促す方向性を示した。 

今後、総務省においては、同中間取りまとめを踏まえつつ、制度的対応について検討の

深化や上記「行動規範」の策定支援を行うこととなる。 

 

(2) オンラインカジノに係るブロッキングの在り方 

総務省は、オンラインカジノの弊害が深刻化する中、通信事業者が事前に設定した違法

なサイトへのアクセスを遮断する「ブロッキング」の在り方に関して、令和７年４月、法

的、技術的課題等についての検討を行う検討会28を設置した。ブロッキングの実施に当たっ

ては、事業者が利用者の同意なく全ての通信先を網羅的に確認する必要があるが、これは

電気通信事業法29に規定する「通信の秘密」の侵害に該当することとなる。ブロッキングの

違法性を阻却するためには、①特別の法律に基づいて行う、又は②刑法上の「緊急避難」

として行う、のいずれかが必要とされており30、この点について、同検討会は、仮にブロッ

キングを行う場合には、遮断対象や要件の明確化を図ることにより法的安定性を確保する

観点から、何らかの法的担保が必要との見解を示している。 

その他の対策として、令和７年の通常国会で改正されたギャンブル等依存症対策基本法

31において、ＳＮＳ等で違法オンラインギャンブル等に誘導する情報発信が違法化された。

総務省は、この改正を踏まえて前述(1)イのガイドラインを改定し、これが削除基準に盛り

込むべき法令違反情報である旨を明確化しており、今後の事業者による適切な対応が期待

されている。 

同検討会が同年９月に公表した「中間論点整理」では、このようなブロッキング以外の

手段による対策を進めた上で、「それらの対策を尽くしたとしてもなお違法オンラインカ

ジノに係る情報の流通が著しく減少しない場合には、ブロッキングを排除せず、追加的な

対応を講じることが適当」とし、同年末以降、「一定の方向性の提示を行う予定」としてい

る。 

 

 

 

 
28 オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会 
29 「電気通信事業法」（昭和 59 年法律第 86 号） 
30 我が国で唯一の例は、刑法上の「緊急避難」として行われている児童ポルノサイトのブロッキングである。 
31 「ギャンブル等依存症対策基本法」（平成 30 年法律第 74 号） 
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６ 放送 

(1) 中継局設備の共同利用 

地上デジタルテレビジョン放送の開始（平成 15年）から 20年以上が経過し、全国各地

に設置された中継局設備の更新時期を迎えつつある32。また、「テレビ離れ」の更なる進行

やインターネット広告の台頭など、民間放送事業者（民放）の経営環境はこの 20年で大き

く変わり、中継局の維持が民放にとって財政的負担となることが懸念されている。このよ

うな状況を受け、令和５年に放送法33が改正され、民放がＮＨＫと中継局設備を共同利用す

ることが可能となった。 

これを受け、ＮＨＫは令和６年 12月に、子会社として㈱日本ブロードキャストネットワ

ークを設立した。同社は民放各社から出資を受け、令和７年末をめどに中継局の共同利用

事業を本格化することを予定していた。しかし、報道によれば、ＮＨＫは同社の採算が取

れない見通しであると判断し、令和７年９月にこれまでの方針を見直す意向を民放側に通

知したとされている34。これに関しＮＨＫ稲葉会長は、「共同利用型モデルは事業的に採算

が難しいので、別途のあり方、事業のあり方も模索する35」と述べた。 

 

(2) 放送事業者におけるガバナンス確保 

 令和６年 12 月、㈱フジテレビジョンで発生した人権侵害トラブルが週刊誌等で報道さ

れた。その後、逐次の報道や調査報告書36により、同社とその親会社であり認定放送持株会

社である㈱フジ・メディア・ホールディングスの数々の不適切な業務管理や被害者に対す

る対応が明らかとなり、令和７年４月、総務省は両社に対し人権尊重、コンプライアンス・

ガバナンスに関する要請を発出した37。 

こうした情勢の中、放送業界全体に求められるガバナンスの具体的内容やその確保のた

めに必要な方策について検討するため、総務省は、同年６月より「放送事業者におけるガ

バナンス確保に関する検討会」を開催している。同検討会の論点整理案38では、不祥事等が

発生した際、放送事業者の自主・自律に十分配慮した上で、行政の関与として、当該事案

に関する報告を求めたり、特に必要な場合は免許に条件を付したりすること等が挙げられ

た。 

一方、同年９月、日本民間放送連盟は論点整理案に先立ち、「民間放送のコーポレート・

ガバナンス強化に関する基本的考え方（案）」を公表した。同連盟はこの中で、人権尊重の

 
32 「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ」（令和４年８月５日）では、小

規模中継局等の更新時期が令和８年頃に見込まれているとしている。 
33 「放送法」（昭和 25 年法律第 132 号） 
34
 『毎日新聞』（2025.9.13）等 

35 ＮＨＫ「９月定例記者会見要旨」（令和７年９月 17 日） 
36 ㈱フジ・メディア・ホールディングス等が設置した第三者委員会「調査報告書（公表版）」（令和７年３月

31 日) 
37 総務省「株式会社フジテレビジョンに対する措置等」（令和７年４月３日） 
38
 放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会事務局「放送事業者におけるガバナンス確保に関する論

点整理（案）」（令和７年９月 24 日） 
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徹底、法令や社会規範の遵守等からなる「民間放送ガバナンス指針（仮称、案）」を制定39

するとともに、「ガバナンス検証審議会（仮称）」を設置40し、同指針を踏まえたガバナンス

強化活動を行うこととしている。 

 

(3) ＮＨＫラジオ国際放送での中国籍外部スタッフによる発言 

 令和６年８月に生じた本事案について、ＮＨＫは謝罪放送を行ったほか、関連団体を通

じて当該外部スタッフに厳重に抗議するとともに、同月 21 日付で当該外部スタッフと関

連団体の契約が解除されたことを公表した。 

 ＮＨＫは当該元スタッフに対し、「業務を妨害された」として令和６年９月に 1,100 万円

の損害賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こしていたが、当該元スタッフが出廷しな

いまま、令和７年９月、ＮＨＫの請求を認容する判決が下され、そのまま確定した。 

 

７ 郵政事業 

(1) 郵政民営化の再見直し 

日本郵政グループの郵便事業については、郵便物数の減少等による収支の悪化に対処す

るため、送達日数・配達頻度の緩和（「３日以内、週６日配達」→「４日以内、週５日配

達」）等の措置が講じられ、また、郵便料金の値上げも令和６年10月から行われた。しか

し、この値上げによって令和７年度は黒字となることが見込まれるものの、令和８年度以

降は再び赤字化し、その後も赤字幅は年々拡大することが予想されている。 

 このような状況に鑑み、令和７年６月、自由民主党、国民民主党及び公明党は、政府が

保有する日本郵政の株式の配当金の一部について、郵政三事業のユニバーサルサービス（郵

便・貯金・保険）を支える郵便局ネットワーク維持の支援のための交付金に充てること等

を内容とする郵政民営化法41等の改正案を共同で国会に提出した42。 

 

(2) 郵便料金制度の見直し 

郵便料金は、適正な原価を償い、かつ、適正な利潤の確保を前提としながらも、郵便の

役務がユニバーサルサービスであることから、低廉な水準であることが求められてきた。

このため、郵便法43では、郵便料金の変更は原則、総務大臣への事前の届出を求めている44

ほか、25グラム以下の「定形郵便物」の料金は「総務省令45で定める額を超えないものであ

 
39 同指針では、各社は指針の適用状況を自主的に点検して毎年１回公表し、同連盟は各社の開示状況を集約し

て公表することとしている。 
40
 審議会は外部専門家３名、会長、副会長６名（在京キー局代表者、ラジオ委員長）、専務理事をメンバーと

するとしている。 
41 「郵政民営化法」（平成 17 年法律第 97 号） 
42 「郵政民営化法等の一部を改正する法律案」（山口俊一君外６名提出、第 217 回国会衆法第 58 号）。他にも、

日本郵政㈱に対する、㈱ゆうちょ銀行及び㈱かんぽ生命保険の株式の３分の１超の保有義務化等が含まれる。 
43 「郵便法」（昭和 22 年法律第 165 号） 
44 郵便法第 67 条第１項 
45 郵便法施行規則第 23 条 
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ること46」としているなど、不当に高額な郵便料金の設定を防止している。 

こうした中、前述(1)のとおり、郵便事業の収支は引き続き厳しい見通しであることから、

令和６年６月に諮問を受けた情報通信審議会は、郵政政策部会に「郵便料金政策委員会」

を設置して郵便料金の算定の在り方等の郵便料金に係る制度について検討を行い、令和７

年７月、「『上限認可制度』のような日本郵便の発意に基づいて上限料金の設定等の手続を

行う制度の導入を検討することが望ましい」と答申47した。これを受け、総務省は、令和８

年の通常国会で郵便法改正案の提出を目指している48。 

 

(3) 日本郵便㈱の点呼業務不備問題等の不祥事 

 日本郵便㈱は、集配業務を行う全国の郵便局 3,188 局のうち 2,391 局で点呼業務49を実

施しないまま配達業務を行った事例があったことを令和７年４月に公表した50。このため、

同年６月には国土交通省から行政処分を受け、同社の１ｔ以上の車両（約 2,500 台）が使

用不可となり51、また、総務省からも、「郵便のユニバーサルサービスの確実な提供の維持」

等に係る措置等の実施及びその状況報告を命じられた52。 

この処分に対して、日本郵便㈱は、他の運送会社への委託や、同社が保有する配達用の

軽四車両（約 32,000 台）等の活用によってサービス提供を継続していくとしていた53。し

かし、同年９月には、今度は軽四車両を扱う郵便局でも点呼業務不備が発覚し、再び、国

土交通省から同年 10月 1日に、軽四車両（111 局、188 台）の使用を停止する行政処分を

受けた。なお、今後、この処分対象は全国約 2,000 局にも及ぶ可能性があり、委託費の増

加等に伴う経営への影響だけでなく、物流への影響も指摘されている54。 

同社をめぐっては、誤配や苦情があった際などにその委託業者から高額な違約金を徴取

していたとして公正取引委員会から行政指導（令和６年６月）を受けていたことが令和７

年１月に発覚55したほか、郵便物の放棄・隠蔽等の事案の一部を公表していなかったことに

ついて総務省から公表基準の明確化について改善を再び促す56行政指導（令和７年９月）を

 
46 郵便法第 67 条第２項第３号 
47 情報通信審議会 郵政政策部会「郵便事業を取り巻く経営環境等の変化を踏まえた郵便料金に係る制度の在

り方＜令和６年６月 24 日付け諮問第 1239 号＞答申」（令和７年７月 31 日） 
48 『日本経済新聞』（2025.5.29） 
49 貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条において、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等

に対して酒気帯びの有無等の確認を行うことと定められているもの。 
50 日本郵便㈱「点呼不備事案に係る調査結果及び再発防止策等について」（令和７年４月 23 日） 
51 国土交通省「日本郵便株式会社に対する貨物自動車運送事業法の許可取消しに伴う第二種貨物利用運送事業

に係る事業の一部停止命令について」（令和７年６月 25 日） 
52 総務省「日本郵便株式会社法第 15 条第２項に基づく監督上の命令等について」（令和７年６月 25 日） 
53 日本郵便㈱「一部報道等について」（令和７年７月８日） 
54 『産経新聞』（2025.9.4）等 
55 『朝日新聞』（2025.1.6）等 
56 令和６年６月、総務省から、放棄・隠匿事案について報道発表を行わないといった日本郵便の態勢に対して、

利用者の目線に欠けているとして改善を促す通知がされていた（令和７年９月 26 日「村上総務大臣閣議後記

者会見の概要」）。 
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受けるなど不祥事が続いており、同社のガバナンス不全が度々指摘されている57。 

 

８ 消防行政 

林野火災への対応 

例年、我が国では、降水量が少なく空気が乾燥し、強風が吹く冬から春にかけて林野火

災が多く発生している。令和７年においても、各地で大規模な林野火災が相次ぎ、特に、

令和７年２月に発生した大船渡市の林野火災では、約3,370㏊が延焼し、昭和39年以降で最

大の林野火災となった。そこで、消防庁・林野庁では、当該火災における消防活動等の検

証を行い、今後取り組むべき火災予防、消防活動、装備・技術等の充実強化の在り方を検

討するため、「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を４月

から開催し、８月に報告書が公表された。 

同報告書では、①林野火災における予防・警報の在り方、②大規模林野火災に対応でき

る消防防災体制の在り方、③大規模林野火災に備えた多様な技術の活用・開発、④災害復

旧及び二次災害の防止活動の４点を中心に対策を進める必要があるとされた。このうち、

①について、強い制限・罰則を伴わない注意喚起等の仕組みである林野火災注意報の創設

と的確な発令の必要性などが指摘されたほか、②について、緊急消防援助隊を含めた常備

消防の体制強化の必要性などが指摘された。 

これを受けて、消防庁では、火災予防条例（例）を改正58し、消防法に基づく火災警報の

前段階として林野周辺の住民等に火の使用制限の努力義務を課す「林野火災注意報」を新

たに条例（例）上に位置付けた。また、令和８年度消防庁予算概算要求では、緊急消防援

助隊の車両・資機材等の整備として、海水利用型消防水利システム（スーパーポンパー）

や大型水槽付き放水車、林野火災対応ユニット車の配備等について新規に事項要求を行う

など、関係経費が計上された。 

 

内容についての問合せ先 

総務調査室 相原首席調査員（内線 68420） 

 

 
57 『朝日新聞』（2025.9.27）等 
58 消防庁「火災予防条例（例）の一部改正について（通知）」（令和７年８月 29 日） 
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法務委員会 

 
法務調査室 

１ 民事関係 

(1) 選択的夫婦別氏制度（いわゆる選択的夫婦別姓制度）をめぐる現状 

民法第 750 条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」

とし、我が国では夫婦同氏（同姓）制度が採られている。このため、婚姻に際しては、夫

又は妻のいずれか一方が必ず氏を改めなければならないところ、現実には、夫の氏を選び、

妻が氏を改める例が 95％近くに上っている1。 

平成８年２月、法制審議会は、夫婦同氏制度に加えて、夫婦が望む場合には、それぞれ

旧氏を称することを認める「選択的夫婦別氏制度」（いわゆる選択的夫婦別姓制度）を導入

することなどを内容とする「民法の一部を改正する法律案要綱」を法務大臣に答申したが、

国民の間にも様々な意見があったことなどから、民法改正案の国会提出には至らなかった。 

政府は、選択的夫婦別氏制度の導入については「国民各層の意見や国会における議論の

動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進める」としつつ、旧姓の通称

使用の拡大や周知に取り組んでおり、現在までに、全ての国家資格等を証する書面、住民

票、個人番号カード及び旅券に記載される氏、不動産登記における所有権の登記名義人の

登記すべき氏等において旧姓の通称使用や併記が可能となるなど、旧姓の通称使用や併記

が拡大している。 

平成 27年 12 月、最高裁判所大法廷は、夫婦別氏を認めない現行制度は憲法に違反する

との集団訴訟において、夫婦同氏制度が直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照

らして合理性を欠く制度とは認められないとして合憲の判断を示しつつ、夫婦の氏につい

ては、「婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、

この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断され

るべき事柄にほかならない」と付言しており、令和３年６月にも同様の判示がなされてい

る（令和６年３月には３度目の集団訴訟が東京地裁及び札幌地裁に提起されている。）。 

また、令和６年６月 10日、日本経済団体連合会は、夫婦別姓を認めない今の制度は、女

性活躍の着実な進展に伴い、企業にとってもビジネス上のリスクになり得るなどとして、

政府に対し選択的夫婦別姓制度の導入に必要な法律の改正を早期に行うよう求める提言を

とりまとめた。 

さらに、同年 10月 29 日、国連の女子差別撤廃委員会は、日本政府に対して、夫婦同氏

を義務付ける民法の規定2を見直し、選択的夫婦別氏制度を導入するよう勧告した（2003（平

成 15）年、2009（平成 21）年及び 2016（平成 28）年に続き４度目の勧告）。 

 
1 厚生労働省「令和６年人口動態統計」によれば、令和６年における婚姻件数総数のうち、夫の氏を称する婚

姻件数の割合は 94.1％で、妻の氏を称する婚姻件数の割合は 5.9％である。 
2
 政府は、夫婦同氏を義務付けている国について「現在、婚姻後は夫婦いずれかの氏を選択しなければならな

いという夫婦同氏制を採用している国は、日本以外にはない」としている（第 189 回国会（平成 27 年３月 20

日）衆議院法務委員会）。 
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令和７年の第 217 回国会においては、立憲民主党及び国民民主党から、選択的夫婦別姓

制度の導入を内容とする法律案3が、また日本維新の会から、夫婦同姓制度を維持した上で、

旧姓の通称使用に法的効果を付与することを内容とする法律案4が、それぞれ議員立法とし

て提出された。各法律案は、法務委員会に付託され、同委員会において審査が進められた

が、いずれも採決には至らず、継続審査となっている。 

なお、６月 20日の法務委員会理事会において、「今国会、家族の氏に関する議論が、複

数の議員立法が提出されて闊達に行われたことを受け、出来る限り速やかに、合意を得る

ことを目指し、継続となるこれら法案を今秋の臨時国会において審議する。」との申合せ

がなされている。 

 

(2) 船荷証券に関する制度の見直し 

船荷（ふなに）証券とは、①海上運送人が運送品につき荷送人との間で締結した運送契

約を証明する証書であるとともに、②海上物品運送人が荷送人から証券に記載された運送

品の受取又は船積みの事実を証明する証書であり、③運送人が指定港（陸揚港）において

証券の正当所持人に対して運送品を引き渡すことを約した有価証券である（現行法では、

紙であることが必要）。また、船荷証券は、一般に裏書によって譲渡することが可能であ

り、その引渡しには物権的効力（証券に記載された運送品の引渡しと同じ効力）があると

されている。 

船荷証券は、現状、国際海上運送において利用されている5が、海上運送の迅速化に伴い、

船が到達港に到着した時点で船荷証券が荷受人に届いておらず、運送品の引渡しを受ける

ことができないという事態、いわゆる「船荷証券の危機」と呼ばれる事態が生じていると

指摘されてきた。 

また、貿易書類の電子化が進む中で、船荷証券については書面が前提とされていること

が、貿易手続のペーパーレス化、デジタル化の支障になっているとの指摘もされている。 

これらを踏まえ、令和４年２月 14日、法務大臣は、法制審議会に対し、商取引において

電子的な手段の利用が拡大するなどの社会経済情勢の変化への対応等の観点から、商法の

船荷証券に関する規定等の見直しについて諮問し、令和６年９月９日、法制審議会は、船

荷証券の電子化に必要な規律を整備すること等を内容とする「商法（船荷証券等関係）等

の改正に関する要綱」を法務大臣に答申した。現在、法務省において法律案の立案作業が

進められている。 

 

(3) 性同一性障害者特例法に関する最高裁判所大法廷決定 

平成 15年に議員立法で成立した「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」

では、生物学的な性別と心理的な性別（性の自己意識）が一致しない性同一性障害者であ

 
3 「民法の一部を改正する法律案」（黒岩宇洋君外５名提出、第 217 回国会衆法第 29 号）及び「民法の一部

を改正する法律案」（円より子君外４名提出、第 217 回国会衆法第 35 号） 
4 「婚姻前の氏の通称使用に関する法律案」（藤田文武君外２名提出、第 217 回国会衆法第 30 号） 
5 国内海上運送においては、船荷証券は利用されていないとされている。 
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って、①18歳以上であること（年齢要件）、②現に婚姻をしていないこと（非婚要件）、③

現に未成年の子がいないこと（子なし要件）、④生殖腺
せん

がないこと又は生殖腺
せん

の機能を永続

的に欠く状態にあること（生殖不能要件）、⑤その身体について他の性別に係る身体の性器

に係る部分に近似する外観を備えていること（外観要件）のいずれにも該当するものにつ

いて、その者の請求により、家庭裁判所は性別の取扱いの変更の審判をすることができる

としている（第３条第１項）。 

令和５年 10月 25 日、最高裁判所大法廷は、上記④の生殖不能要件及び⑤の外観要件の

合憲性が争われた特別抗告審6で、④の生殖不能要件は過酷な二者択一を迫るもので制約の

程度は重大であるなどとし、個人の尊重、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を

定めた憲法第 13 条に違反する旨の判断を示すとともに、⑤の外観要件に関する抗告人の

主張について更に審理を尽くさせるため、本件を高等裁判所に差し戻す決定をした7。 

最高裁決定を踏まえた特例法の見直しに関しては、令和７年６月、立憲民主党から、特

例法の④生殖不能要件及び⑤外観要件のほか、③子なし要件の削除を内容とする法律案8が

提出され、継続審議となっている。また、政府は、最高裁判所の判断を踏まえ、立法府の

動向等を注視しつつ関係省庁と連携して引き続き所要の検討を進めるとしている。 

 

(4) 同性婚をめぐる現状 

同性婚とは、当事者双方の性別が同一である婚姻のことをいうが、政府の答弁書によれ

ば、憲法第 24条第１項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定し、同性

婚の成立を認めることは想定していないとされている。 

諸外国においても、婚姻は異性間においてなされるものとされていたが、2001（平成 13）

年にオランダが同性婚を容認して以来、2025（令和７）年１月末現在、39の国・地域にお

いて同性婚が認められている9。 

我が国においても、同性婚が認められていないことに起因する不利益として、①相続人

となることができないこと、②医療現場で家族として扱われないこと、③安定した環境で

子を育てることができないこと等が挙げられている。 

平成 31 年、同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する

諸規定が憲法に違反するとして、国に対し損害賠償を求める訴訟が札幌、東京、名古屋、

大阪及び福岡の５か所の地方裁判所に提起された。一審の判決では判断が分かれたが、二

審の判決においては憲法第 13条、第 14条第１項、第 24条第１項、第 24条第２項のいず

 
6 性同一性障害者に当たると診断され、性別適合手術を受けていない当事者が戸籍上の性別を男性から女性に

変更するよう求めた事案 
7
 外観要件についても違憲とする裁判官３名の反対意見がある。なお、差戻し審において、令和６年７月10日、

広島高等裁判所は、外観要件について、手術が必要とするならば二者択一を迫る過剰な制約を課し、憲法違反

の疑いがあると指摘しつつ、本件については当事者がホルモン治療により外観要件を満たしていることから、

性別の変更を認める決定をした。 
8 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案」（小宮山泰子君外７名提出、

第217回国会衆法第65号） 
9
 「ＮＰＯ法人ＥＭＡ日本」ＨＰによる（2025年10月１日アクセス）。 
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れかに違反するとの判断が示されている（各裁判所の判断は下表参照）。いずれの判決にお

いても損害賠償請求は棄却されたため、原告側が控訴、上告中であり、今後の裁判の帰趨

が注目されている。 

なお、令和７年６月、立憲民主党から、同性婚を法制化することを内容とする法律案10が

提出され、継続審議となっている。 

 

 

２ 刑事関係 

(1) 保護司制度 

犯罪をした者等の社会復帰支援は、数多くの民間協力者の活動に支えられている。その

中でも更生保護の中核としての役割が期待されている保護司11は、近年、その人数が減少傾

向12にあり、高齢化も進んでいる。その背景には、人口の減少や地域における人間関係の希

薄化といった社会的要因に加え、保護司活動に伴う不安や負担が大きいことが指摘されて

おり、保護司制度の維持が危惧される状況にあるとされている。 

「第二次再犯防止推進計画」（令和５年３月17日閣議決定）において、時代の変化に適応

可能な保護司制度の確立に向け、保護司の待遇や活動環境、推薦・委嘱の手順、年齢条件

 
10 「民法の一部を改正する法律案」（大河原まさこ君外７名提出、第 217 回国会衆法第 64 号） 
11 保護司は、民間協力者のうち、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアである。

「保護司法」（昭和 25 年法律第 204 号）に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされてい

るが、給与は支給されない。保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性を生か

し、保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を

果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行

っている。 
12 平成 16 年における保護司数は４万 9,389 人であったが、令和７年における保護司数は４万 6,043 人となっ

ている。なお、保護司の定数は、保護司法により５万 2,500 人を超えないものと定められている。 

裁判所 年月 第13条 第14条第１項 第24条第１項 第24条第２項

①札幌地裁 R3.3 合憲 違憲 合憲 合憲

②大阪地裁 R4.6 合憲 合憲 合憲 合憲

③東京地裁（１次） R4.11 （原告側主張せず） 合憲 合憲 違憲状態

④名古屋地裁 R5.5 （原告側主張せず） 違憲 合憲 違憲

⑤福岡地裁 R5.6 合憲 合憲 合憲 違憲状態

⑥東京地裁（２次） R6.3 （原告側主張せず） 合憲 合憲 違憲状態

⑦札幌高裁※①の控訴審 R6.3 合憲 違憲 違憲 違憲

⑧東京高裁※③の控訴審 R6.10 （原告側主張せず） 違憲 （判断せず） 違憲

⑨福岡高裁※⑤の控訴審 R6.12 違憲 違憲 合憲 違憲

⑩名古屋高裁※④の控訴審 R7.3 （原告側主張せず） 違憲 （判断せず） 違憲

⑪大阪高裁※②の控訴審 R7.3 合憲 違憲 合憲 違憲

【同性婚に関する各裁判所の憲法判断】

第13条：すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反し
　　　　ない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条第１項：すべて国民は法の下に平等であって、人種や性別などにより差別されない。

第24条第１項：婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する。

第24条第２項：婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定さ
　　　　　　　れなければならない。
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及び職務内容の在り方並びに保護観察官との協働態勢の強化等について検討・試行を行い、

２年を目途として結論を出し、その結論に基づき所要の措置を講じることとされたことか

ら、法務省は、「持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会」を設置し、検討を進めてい

た。 

このような状況の中、令和６年５月、滋賀県において保護司として長年活動してきた男

性が自宅で殺害され、保護観察中の者が容疑者として逮捕される事件が発生したことから、

保護司の安全確保が喫緊の課題となり、保護司の安全確保上の課題についても併せて検討

されることとなった。 

令和６年10月３日、同検討会は、検討結果を取りまとめた「持続可能な保護司制度の確

立に向けた検討会報告書」を法務大臣に提出した。法務省は、この報告書に盛り込まれた

内容を踏まえ、必要な施策を進めていくとしている。これを受け、持続可能な保護司制度

の確立を図るため、保護司の適任者確保や活動環境の改善、保護司の安全確保に関する規

定を設けるほか、保護観察等に関する規定の整備を行うこと等を内容とする「保護司法等

の一部を改正する法律案（仮称）」の提出が検討されている。 

 

(2) 再審制の見直し 

再審をめぐっては、いわゆる袴田事件や福井女子中学生殺人事件での再審無罪判決など、

近年、えん罪や再審に関する大きな動きがあり、国民の関心が高まっている状況にある。 

再審制度は、刑事訴訟法「第４編 再審」（同法第435条から第453条まで）の「再審法」

と呼ばれる規定に基づき運用が行われており、三審制の下で通常審を経て確定した有罪判

決について、主として事実認定の不当を是正し、その言渡しを受けた者を救済するための

非常救済手続とされている。この手続は、再審理由の有無を判断し再審を許すかどうかを

決定する手続（再審請求審）と、これに基づいて新たに事件について審判する手続（再審

公判）とに区別される。 

戦後、日本国憲法下で制定された刑事訴訟法においては、旧法で認められていた不利益

再審を認めないこととしたほかは戦前の法律の規定を踏襲しており、最近の再審をめぐる

諸問題に適切に対応できていないとの指摘がある。国会においては、超党派の「えん罪被

害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」で、令和７年５月、検察官保管証拠

の開示命令、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止、原審に関与した裁判官の

除斥・忌避等を刑事訴訟法に盛り込むことを内容とする要綱が取りまとめられた。 

第217回国会の同年６月18日、議連で取りまとめられた要綱と同内容の「刑事訴訟法の一

部を改正する法律案」（平岡秀夫君外19名提出、衆法第61号）（立憲、国民、れ新、共産、

参政）が衆議院に提出され、継続審議になっている。 

また、法務省においては、令和７年３月、刑事再審手続の在り方について、法務大臣か

ら法制審議会への諮問が行われ、法制審議会に設置された刑事法（再審関係）部会におい

て、再審請求審における検察官の保管する裁判所不提出記録の弁護人による閲覧及び謄写

に関する規律、再審開始決定に対する不服申立てに関する規律、再審請求審における裁判

官の除斥及び忌避に関する規律その他の刑事再審手続に関する規律の在り方について検討
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が進められている。 

 

(3) 自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討 

飲酒運転や著しい速度超過の悪質・危険な運転行為による重大な死傷事犯の発生を契機

に、平成13年に刑法中に危険運転致死傷罪が設けられ、その後、「自動車の運転により人を

死傷させる行為等の処罰に関する法律」（平成25年法律第86号）が制定・改正されるなど、

累次にわたる法整備がされてきた。 

しかしながら、明らかに悪質・危険な運転行為であるにもかかわらず、危険運転致死傷

罪が「制御困難な運転」であること等を構成要件としており立証のハードルが高いこと等

から、重い法定刑を定める同罪が適用されず、より軽い過失運転致死傷罪で処罰されてし

まっているとの指摘がある。 

このような状況を踏まえ、法務省に設置された「自動車運転による死傷事犯に係る罰則

に関する検討会」において、令和６年11月27日、危険運転致死傷罪における飲酒類型及び

高速度類型につき数値基準を規定すること等を内容とする報告書が取りまとめられた。 

同報告書を踏まえ、令和７年２月10日、法務大臣は、危険・悪質な運転行為による死傷

事犯により適切に対処できるようにするための自動車運転死傷処罰法の一部改正について 

法制審議会に諮問を行い、法制審議会に設置された刑事法（危険運転による死傷事犯関係）

部会において、呼気や血中に一定以上のアルコール濃度を保有する状態で自動車を走行さ

せる行為、一定以上の速度で自動車を運転する行為等を危険運転致死傷罪の対象とするこ

とについて検討が進められている。 

 

(4) 死刑 

令和７年６月、我が国では３年振りに死刑の執行（１名）が行われた。 

 

 

 

死刑執行に関する情報公開について、法務省では、平成19年12月以降、執行の発表に当

たり、執行対象者の氏名と犯罪事実、執行場所を公表している。平成22年８月６日には「死

刑の在り方についての勉強会」の初会合が開かれるとともに、同月27日、マスメディアに

対し、東京拘置所の刑場が公開された。平成24年３月９日、法務省は、同勉強会の議論の

状況を取りまとめた報告書を公表した。この報告書では、死刑制度について、現時点で勉

強会としての結論の取りまとめを行うことは相当ではなく、国民の間で更に議論が深めら

れることが望まれるとされた。 

(人）

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7

死刑判決確定人員 9 22 10 8 7 2 7 2 2 5 2 4 0 3 2 2

収容中の死刑確定者 111 128 133 130 127 126 128 122 109 110 109 107 106 106 106 105

死刑執行人員 2 0 7 8 3 3 3 4 15 3 0 3 1 0 0 1

※　各年末時点。ただし令和７年については10月１日現在の人数であり、報道等によるもの。

死刑判決確定人員、収容中の死刑確定者及び死刑執行人員 
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民間においては、国会議員、研究者、各界有識者、犯罪被害者遺族及び日本弁護士連合

会から推薦された委員で構成される「日本の死刑制度について考える懇話会」が、令和６

年２月から同年11月にかけて計12回開催され、同月13日、検討結果を取りまとめた「『日

本の死刑制度について考える懇話会』報告書」が公表された。同報告書では、早急に国会

及び内閣の下に死刑制度に関する根本的な検討を任務とする公的な会議体を設置し、同会

議体において法改正に直結する具体的な結論を提案すべきであると提言している13。 

死刑に関する国際的な動向としては、令和６年末時点における全面的な死刑廃止国は113

か国であり、事実上の廃止国を含めると145か国、存置国は54か国14となっているところ、

国連総会において平成19年以降複数回にわたって、死刑執行の停止を求める決議が採択さ

れている（直近では令和６年12月17日）。総会決議には法的拘束力はないが、国際社会の

多数意見を反映するものとして加盟国には一定の圧力となっている。 

なお、我が国における近年の世論調査の動向は、次のとおりとなっている15。 

 

 

 

 

（出所）「基本的法制度に関する世論調査」（内閣府） 

 

３ 出入国在留管理関係 

(1) 出入国管理及び難民認定法と在留管理制度  

出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号。入管法）は、「本邦に入国し、又は

本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理

を図るとともに、難民の認定手続を整備すること」を目的とし、出入国の管理、我が国に

在留する外国人の在留の管理、難民認定の手続等を内容としている。 

我が国に入国・在留する外国人は、原則として、入管法に定める在留資格のいずれかを

有する必要がある16。 

 
13 令和６年 12 月４日、懇話会座長である井田良中央大学大学院法務研究科教授から報告書が額賀議長に手渡

された。 
14 アムネスティ・インターナショナル「死刑廃止国・存置国リスト（2024 年 12 月末現在）」 

〈https://www.amnesty.or.jp/human-rights/topic/death_penalty/DP_2024_country_list.pdf〉（2025 年 10

月１日閲覧） 
15 令和元年 11 月までの調査は個別面接聴取法で実施されていたが、令和６年 10 月の調査は郵送法で実施され

ており、同月の調査では無回答が 0.4％生じている。 
16 戦前より我が国に在住していた台湾・朝鮮半島出身者及びその子孫は、「日本国との平和条約に基づき日本

の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」（平成３年法律第71号。入管特例法）に基づき、「特別永

住者」としての地位が与えられている。なお、入管法上の在留資格をもって在留する「中長期在留者」と「特

どんな場合でも死刑は廃止すべきである     場合によっては死刑もやむを得ない   わからない・一概に言えない

平成21年12月 5.7% 85.6% 8.6%

死刑は廃止すべきである 死刑もやむを得ない わからない・一概に言えない

平成26年11月 9.7% 80.3% 9.9%

令和元年11月 9.0% 80.8% 10.2%

死刑は廃止すべきである 死刑もやむを得ない

令和６年10月 16.5% 83.1%



法務委員会 

 

- 33 - 

【在留資格一覧】 

 

（出所）出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」を基に作成 

 

(2) 外国人技能実習制度 

外国人技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を我が国で最長５年間

受け入れ、ＯＪＴを通じて技能を移転する制度であり、平成５年に創設された。令和６年

末現在、全国に45万6,595人の外国人技能実習生が在留している。 

外国人技能実習には、我が国の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員

を受け入れて技能実習を実

施する企業単独型と、非営利

の監理団体（事業協同組合、

商工会等）が外国人技能実習

生を受け入れ、傘下の企業等

で技能実習を実施する団体

監理型があり、団体監理型に

よる受入れが98.4％を占め

ている（令和６年末現在）。 

 

 
別永住者」を合わせた在留外国人数は、令和６年末現在で376万8,977人となっている。 

該当例在留資格

外国政府の大使、公使等及びその家族外交

外国政府等の公務に従事する者及びその家族公用

大学教授等教授

作曲家、画家、作家等芸術

外国の宗教団体から派遣される宣教師等宗教

外国の報道機関の記者、カメラマン等報道

ポイント制による高度人材高度専門職

企業等の経営者、管理者等経営・管理

弁護士、公認会計士等法律・会計業務

医師、歯科医師、看護師等医療

政府関係機関や企業等の研究者等研究

高等学校、中学校等の語学教師等教育

機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、
語学講師等

技術・人文知
識・国際業務

外国の事務所からの転勤者企業内転勤

介護福祉士介護

俳優、歌手、プロスポーツ選手等興行

外国料理の調理師、スポーツ指導者等技能

特定産業分野※１の各業務従事者特定技能

技能実習生技能実習

該当例在留資格

永住許可を受けた者永住者

日本人の配偶者・実子・特別養子日本人の配偶者等

永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出
生し引き続き在留している実子

永住者の配偶者等

日系３世、外国人配偶者の連れ子等定住者

該当例在留資格

外交官等の家事使用人、ワーキングホリ
デー等

特定活動

該当例在留資格

日本文化の研究者等文化活動

観光客、会議参加者等短期滞在

大学、専門学校、日本語学校等の学生留学

研修生研修

就労資格等で在留する外国人の配偶者、子家族滞在

※１ 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工
業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、
飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業

※２ 資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められ
る。

就労が認められる在留資格（活動制限あり） 身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし）

就労の可否は指定される活動によるもの

就労が認められない在留資格※２

【技能実習の流れ等】

技能実習３号
（４年目、５年目）

技能実習２号
（２年目、３年目）

技能実習１号
（１年目）

実習実習実習講習
（座学）

技能実習の
流れ

技能実習２号移行対象職種と
同一（一部職種を除く。）

送出し国のニーズがあり、公
的な技能評価制度が整備され
ている職種
〔91種168作業（令和７年３月現在）〕

制限なし対象職種

所定の技能評価試験の実技試
験に合格した者

所定の技能評価試験の学科試
験及び実技試験に合格した者

・18歳以上
・制度の趣旨を理解して技能
実習を行おうとする者
・帰国後、修得等をした技能
等を要する業務に従事する
ことが予定されていること等

対 象 者

労働関係法令適用

（出所）法務省出入国在留管理庁・厚生労働省人材開発統括官「外国人技能実習制度について」等を基に作成
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(3) 特定技能制度 

特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するた

め、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難

な状況にある産業上の分野（以下「特定産

業分野」という。）において、一定の専門

性・技能を有し即戦力となる外国人を受

け入れる制度であり、平成31年４月に開

始された。 

特定産業分野は、現在、①介護、②ビル

クリーニング、③工業製品製造業、④建

設、⑤造船・舶用工業、⑥自動車整備、⑦

航空、⑧宿泊、⑨自動車運送業、⑩鉄道、

⑪農業、⑫漁業、⑬飲食料品製造業、⑭外

食業、⑮林業及び⑯木材産業の16分野と

なっている。 

 

(4) 育成就労制度 

令和６年６月、現行の技能実習制度を発展的に解消して新たに育成就労制度を創設する

「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に

関する法律の一部を改正する法律」が成立した17。同法は令和９年４月１日から施行される

こととなっている。 

育成就労制度は、育成就労産業分野（特定産業分野のうち、その分野に属する技能を我

が国において就労を通じて修得させることが相当な分野）において、我が国での３年間の

就労を通じ、特定技能１号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野におけ

る人材を確保することを目的として外国人労働者を受け入れる制度であり、受入れ対象分

野は原則として特定産業分野と一致する18ものとされ、育成就労制度と特定技能制度に連

続性を持たせる制度となっている。また、育成就労制度から特定技能制度に至るまでの各

段階において、日本語能力に係る試験合格等の要件が設けられ、段階的な日本語能力の向

上を図ることとしている。 

さらに、外国人が送出機関に支払う手数料等が不当に高額とならないようにするため、

手数料等が主務省令で定める基準に適合していることを求めるとともに、悪質な送出機関

を排除するため、送出国と新たな二国間取決め（ＭＯＣ）を作成し、原則として、当該送

 
17
 衆議院において、①育成就労外国人が大都市圏等に過度に集中して就労することとならないようにするため

の措置をはじめとする政府が講ずべき必要な措置に関する規定、②永住者の在留資格の取消しに係る規定の

適用に当たっての配慮に関する規定、③法律の施行後３年を目途とした育成就労制度の運用状況の検証及び

同制度の在り方の検討に関する規定を追加する等の修正を行った。 
18
 具体的な育成就労産業分野や各分野の受入れ見込数等は、令和６年 12 月に設置された「特定技能制度及び

育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」の意見を踏まえ、令和７年 12 月を目途に

決定される予定である。 

【特定技能制度のポイント】 

 特定技能１号 特定技能２号（注２） 

対象者 

特定産業分野に属する相
当程度の知識又は経験を
必要とする技能を要する
業務に従事する外国人 

特定産業分野に属する熟
練した技能を要する業務
に従事する外国人 

在留期間 

１年を超えない範囲内で
法務大臣が個々の外国人
について指定する期間ご
との更新（通算で上限５年） 

３年、１年又は 
６か月ごとの更新 
（上限なし） 

技能水準 試験等で確認（注１） 試験等で確認 

日本語能力 
水準 

生活や業務に必要な日本
語能力を試験等で確認（注１） 

試験等での確認は不要 

家族の帯同 基本的に認めない 
要件を満たせば可能 

（配偶者、子） 

受入れ機関又
は登録支援機
関による支援 

支援の対象 支援の対象外 

在留者数 
（令和７年６月末現在） 

333,123 人 3,073 人 

（注１）技能実習２号を修了した外国人は試験等免除 

（注２）特定技能２号の対象分野は、特定産業分野16分野のうち、②③④⑤⑥ 

⑦⑧⑪⑫⑬⑭の11分野 

（出所）出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

を基に作成 
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出国の送出機関からのみ受入れを行うこととしている。 

受入れ機関に対する監理・指導等を行う監理支援機関については、受入れ機関からの独

立性・中立性を担保するため、外部監査人の設置義務や受入れ機関と密接な関係を有する

役職員の監理への関与を制限すること等の許可要件が設けられた。 

このほか、本制度では、外国人の労働者としての権利保護をより適切に図る観点から、

やむを得ない事情がある場合の転籍のほか、就労期間（育成就労産業分野ごとに１～２年

の範囲で設定）など一定の要件を満たす場合には、外国人本人の意向による転籍も認めら

れることとなった。 

 

 

（出所）出入国在留管理庁ホームページ 

 

 

 
内容についての問合せ先 

法務調査室 勝部首席調査員（内線68440） 
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外務委員会 
 

外務調査室 

１ 日米関係 

(1) 米国の関税措置をめぐる日米合意 

2025 年４月に開始された米国の関税措置をめぐる日米協議は、７月 22 日に合意が発表

され、９月４日には大統領令への署名のほか、投資イニシアティブに関する了解覚書、日

米間の合意における両国のコミットメントを再確認する共同声明が作成された（概要につ

いては次頁参照）。 

関税措置については大統領令に基づき、９月 16日に、相互関税の軽減措置、自動車・自

動車部品関税の引下げが実行された。関税は引き下げられたものの、従前に比べて高い関

税（例：自動車 2.5％→15％）が課されていることには変わりはなく、鉄鋼・アルミ製品な

ど見直しが合意に含まれていない関税措置もある。また、大統領令には、大統領は日本が

日米合意に基づく約束を履行しない場合、大統領令で定めた内容を変更できるとも記載さ

れており、米国の判断で再び関税が引き上げられる懸念は残る。トランプ政権による高関

税措置はＷＴＯ（世界貿易機関）協定に反する可能性が高いと指摘されており、日本に対

する関税の更なる引下げのみならず、日本が経済外交の柱とするルールに基づく自由貿易

体制の維持拡大にどう取り組んでいくのかも問われている。 

日本の対米投資については、投資先の決定方法や収益の配分、日本が資金提供をしない

場合に米国が関税を引き上げることができるなどの点で、不平等な枠組みとなっていると

の指摘がある。我が国政府は、本イニシアティブに沿った投資が日米の相互利益の促進に

つながることを期待するとしているが、その実現に向けた運用が今後の課題となる。 

 

(2) 安全保障関係 

2025 年２月の日米首脳会談では、日米同盟がインド太平洋及びそれを超えた地域の平和、

安全及び繁栄の礎であるとの認識の下、日米同盟の抑止力・対処力を更に強化していくこ

とが確認された。しかし、その後トランプ大統領は、第一期政権時と同様に日米安全保障

条約について日本に米国防衛の義務がなく不公平であると不満を示し、また、国防総省は、

北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国が防衛支出の目標を国内総生産（ＧＤＰ）比５％（中

核的な防衛費 3.5％＋関連投資 1.5％）とすることに合意したことを念頭に、日本を含むア

ジア太平洋地域の同盟国の防衛費をＮＡＴＯ並みのＧＤＰ比５％1の水準まで引き上げる

必要があるとの考えを示した。我が国政府は、我が国の防衛費の在り方については我が国

が主体的に判断をするとしているが、来年 11 月の米国中間選挙に向け米国が要求を強め

る可能性や、在日米軍駐留経費の日本側負担2の増額を求める可能性が指摘されている。 

 

 
1 我が国は、「国家安全保障戦略」（令和４年 12 月 16 日国家安全保障会議決定、閣議決定）において、防衛費

を「2027 年度において、現在の国内総生産（ＧＤＰ）の２％」とする方針を掲げている。 
2 現行の在日米軍駐留経費負担に係る特別協定は 2026 年度までを対象としている。 
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大統領令・了解覚書・共同声明の概要 

米国の 

関税措置 

・相互関税：15％（ＭＦＮ税率含む）。ＭＦＮ税率が 15％以上の品目の追加関税率は 0％ 

8/7 以降の輸入に遡及適用 

・自動車・自動車部品：15％（ＭＦＮ税率含む）。ＭＦＮ税率が 15％以上の品目の追加

関税率は 0％ 

・民間航空機・航空機品（無人機を除く）：相互関税、1962 年通商拡大法第 232 条に基

づく鉄鋼・アルミニウム及び銅に対する追加関税の対象外とする。 

・米国内で入手不可能な天然資源、ジェネリック医薬品に関して、商務長官は日本産品

に対する相互関税率をゼロに修正する権限を有する。 

・商務長官は、日本による日米合意の履行状況を監視し、大統領に報告するとともに、

大統領は、日本が日米合意に基づく約束を履行しない場合、同大統領令で定めた内容

を変更できる。 

・米国は、1962 年通商拡大法第 232 条に基づく医薬品や半導体（半導体製造装置を含

む）関税について、他国の製品に適用される税率を超えない関税率を日本製品に適用

する。 

・日本の航空機や航空機部品に関税を課さない。 

日本の 

対米投資 

・日本が、半導体、医薬品、金属、重要鉱物、造船、エネルギー（パイプラインを含む）

及び人工知能/量子コンピューティングを含むがこれらに限定されない様々な分野

において、5,500 億米ドルを米国に投資する。 

・米大統領は、投資委員会により推薦された中から投資先を選定する。 

・投資は 2029 年１月 19日までの間、随時、行われる。 

・米大統領は投資先を推薦・監督するために投資委員会を設立する。投資委員会は、米

商務長官が議長を務める。投資委員会は大統領への推薦に先立ち、両国から指名され

る者で構成される協議委員会と協議する。 

・日本は、大統領が投資先を選定したと通知された日の後 45営業日以上経過した日に、

米国側が指定する口座に即時利用可能な資金を拠出する。 

・日本は独自の裁量で投資に対して必要な資金を提供しないことを選択できるが、その

決定を行う前に米国と協議を行う。日本が資金提供を行わないことを選択した場合、

米国は日本からの輸入品に対して関税を課すこともできる。 

・投資委員会は可能な場合、日本のベンダーやサプライヤーを選択する。 

・投資の利益は、みなし配当額に達するまでは日米 50:50、その後は日米 10:90 で分配

する。 

日本の 

対米輸入 

・日本は、バイオエタノール（持続可能な航空燃料向けを含む）、大豆、トウモロコシ、

肥料を含む米国農産品や他の製品の追加購入を年間計 80億ドル規模で実施 

・100 機の米ボーイング社製航空機を購入 

・ミニマムアクセス米制度の枠内における米国産コメの調達の 75％増加を迅速に実施 

・液化天然ガス（ＬＮＧ）に関するアラスカでのオフテイク契約を追求しつつ、年間計

70億ドル規模の安定的かつ長期的な追加購入を実施 

・防衛力整備計画に基づく米国製防衛装備品及び半導体の年間調達額を数十億ドル規

模で増加 

非関税 

措置 

・米国で製造され安全が認証された乗用車について、日本国内での販売のため追加試験

なしで受入れ 

・米国車に対してクリーンエネルギー自動車導入促進補助金を提供 

（出所）日米両政府の発表を基に当室作成 

  



- 38 - 

２ 日中関係 

(1) 日中両国間の最近の動き 

2024年11月、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議の際に、石破総理と中国

の習国家主席との日中首脳会談がペルーで開催された3。同会談では、日中両国は引き続き

「戦略的互恵関係」を包括的に推進し、「建設的かつ安定的な関係」を構築するという大き

な方向性を共有していること、日中間の４つの基本文書4の諸原則と共通認識を堅持して率

直な対話を重ねられる関係を築いていくこと、首脳レベルを含むあらゆるレベルで幅広い

分野において意思疎通をより一層強化すること、協力拡大と懸案解決に向け、外相の相互

訪問及びそれに伴う日中ハイレベル人的・文化交流対話、日中ハイレベル経済対話の調整

を進めていくことが確認された。 

同年12月には、岩屋外務大臣が中国を訪問し、王毅外交部長と日中外相会談が行われた

ほか、関係閣僚による第２回日中ハイレベル人的・文化交流対話5が実施された。2025年３

月には、日中韓外相会議出席のため訪日中の王毅外交部長と岩屋外務大臣との日中外相会

談が行われたほか、第６回日中ハイレベル経済対話6が実施された。また、同年７月には、

ＡＳＥＡＮ関連外相会議の際に、マレーシアで岩屋外務大臣と王毅中国外交部長との日中

外相会談が行われた。 

日中首脳の相互訪問は、2020年４月に予定されていた習国家主席の国賓訪日が新型コロ

ナウイルスの影響で延期となり、安倍総理が2019年12月に訪中して以来行われていない。 

 

(2) 日中両国間の懸案事項 

 2025 年７月の日中外相会談において、岩屋外務大臣は、中国によるレアアース及び磁石

の輸出管理について日本企業が大きな影響を受けていることへの懸念を表明し、輸出許可

申請の承認手続の迅速化を求めた。また、日本産水産物の輸入規制、海警船搭載ヘリによ

る領空侵犯、中国軍機による自衛隊機への接近事案、空母の活動範囲の拡大、東シナ海で

の一方的な資源開発など尖閣諸島周辺を含む東シナ海情勢を始めとする日本周辺の海空域

の情勢の悪化、邦人拘束といった懸案事項等を取り上げ、対応を求めた。 

 

 
3 ＡＰＥＣ首脳会議の際における日中首脳会談は、2022 年から３年連続で行われている。 
4 1972 年の「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」（日中共同声明）、1978 年に発効した「日本国と中

華人民共和国との間の平和友好条約」（日中平和友好条約）、1998 年の江沢民国家主席の訪日時に発出された

「平和と発展のための友好協力パートナーシップの構築に関する日中共同宣言」、2008 年の胡錦濤国家主席の

訪日時に発出された「『戦略的互恵関係』の包括的推進に関する日中共同声明」の４つの文書を指す。 
5 日本側は岩屋外務大臣（議長）、あべ俊子文部科学大臣、中国側は王毅外交部長（議長）、孫業礼文化旅遊部

長等が出席した。日中ハイレベル人的・文化交流対話は、2019 年６月のＧ20 大阪サミットの際の日中首脳会

談で、両国間の人的・文化交流を深化させる方策について方向性を確認し、今後の取組を促進する場として、

両国首脳が創設に合意したものである。第１回対話は、2019 年 11 月、東京において、日中両国の外相が議長

を務め、文部科学大臣や教育部長を始めとするハイレベルの出席を得て行われた。 
6 日本側は岩屋外務大臣、中国側は王毅中国共産党中央政治局委員・外交部長が議長を務めた。日中ハイレベ

ル経済対話は、2006 年 10 月の安倍総理大臣訪中の際に、日中両首脳の間で、戦略的互恵関係の視点に立ち、

経済分野での問題解決や協力促進につき大所高所から議論する経済閣僚間の定期的対話の場として創設に合

意したものである。これまでに５回開催され、今回の第６回対話は、2019 年４月以来、約６年ぶりの開催と

なった。 
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ア 日本産水産物の輸入規制 

 中国政府は、ＡＬＰＳ処理水7の海洋放出開始を受けて、2023 年８月から日本産水産物の

輸入を停止していたが、2024 年９月、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出と日本産水産物の輸入規

制について「日中間の共有された認識」が発表され、中国側は、国際原子力機関（ＩＡＥ

Ａ）の枠組みの下での追加的モニタリングを実施後、日本産水産物の輸入規制措置の調整

に着手し、日本産水産物の輸入を着実に回復させることとなった。 

 2025 年５月、日中双方は、輸出再開のために必要な技術的要件について合意に至り、同

年６月、中国の税関当局が輸入の再開を発表した。ただし、福島第一原発事故以来、中国

側が継続している福島県、宮城県、東京都など 10都県産の食品を対象にした輸入停止措置

は、水産物も含め継続されている。日本政府は、残された 10都県産の輸入規制の撤廃を求

めている。 

 

イ 東シナ海での一方的な資源開発 

 東シナ海における日中間の排他的経済水域（ＥＥＺ）及び大陸棚の境界が未画定である

中で、中国側の一方的な資源開発が続いている。これまでに、日中の地理的中間線の西側

で、計 21基の構造物が確認されている。日本政府は、日中中間線を基にした境界画定を行

うべきであるとの立場であり、中国側に対し、一方的な開発行為を中止するとともに、東

シナ海の資源開発に関する日中間の協力について一致した「2008 年６月合意」の実施に関

する交渉再開に早期に応じるよう求めている。 

 

ウ 邦人拘束 

 中国は 2014 年に「反スパイ法」（反間諜法）を制定し、2023 年４月には「スパイ活動」

への対策を強化する改訂を行う等、「国家安全」に危害を及ぼす行為への対策を強化してい

る。また、2024 年５月には中国国内の機関や企業による国家秘密の管理徹底を目的とした

国家秘密保護法の改正も行われた。2014 年以降、これまでに 17 名の邦人が「国家安全」

に関する罪により中国当局に拘束されたことが確認されており、現在も５名の邦人が拘束

されている。 

 日本政府は、首脳・外相レベルを含む様々なレベル・機会を通じて、邦人拘束は日中間

の人的往来や国民感情の改善を阻害する最大の要因の一つである旨指摘しつつ、拘束され

ている邦人の早期釈放、改訂反スパイ法を含め拘束理由を始めとする法執行及び司法プロ

セスにおける透明性の向上、邦人の権利の適切な保護、公正公平の確保並びに人道的な取

扱いを中国政府に求めている。 

  

 
7 東京電力福島第一原子力発電所の建屋内にある放射性物質を含む水について、トリチウム以外の放射性物質

を、規制基準を満たすまで浄化した水のこと。 
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３ 日韓関係 

 2022 年５月の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領就任以来、日韓関係は改善基調にあっ

たが、2025 年４月、韓国の憲法裁判所は、2024 年 12 月の「非常戒厳」宣布をめぐり弾劾

訴追された尹大統領の罷免を決定した。 

 同年６月、尹大統領の罷免に伴う大統領選挙が実施され、李在明（イ・ジェミョン）氏

が大統領に就任した。李大統領は、過去には尹政権の対日政策を厳しく批判するなど日本

に対して強硬な姿勢を示していたが、大統領選挙を通じて、日本を「重要なパートナー」

と位置付け、経済や社会について前向き・未来志向に対応するとともに、日米韓３国の連

携も重視すると強調した。大統領就任後の記者会見で、李大統領は、日韓関係について、

「歴史や領土問題で対立が生じている」としながらも、安全保障や経済分野を挙げて「双

方に役立つことを探すことができる」と述べた。「元徴用工」問題8については、「国家の関

係は政策の一貫性が重要だ。国家の政策を個人的な信念で一方的に強要したり貫いたりす

ることは容易ではない」とし、この問題で前政権がまとめた解決策に沿った対応を続ける

考えを示した。 

 李大統領は、二国間会談のための最初の訪問先として日本を選び、同年８月 23日に東京

を訪問し石破総理との間で首脳会談が行われた。同会談で、両首脳は、両者間の「シャト

ル外交」の開始を歓迎するとともに、1965 年の国交正常化以来これまで築かれてきた日韓

関係の基礎に基づき、日韓関係を未来志向で、安定的に、大きく発展させることで一致し

た。会談後、会談の結果に関する共同プレスリリースが発表された9。首脳会談の約１か月

後となる９月 30日には、石破総理が韓国の釜山（プサン）を訪問し、首脳会談が行われた。

同会談では、「８月の東京での首脳会談の成果の上に、日韓関係を安定的に大きく発展させ

ていくことで一致」するとともに、地方創生や少子高齢化など両国が直面する共通の社会

問題について、当局間で協議を継続的に実施していくことが確認された。 

 日韓関係の改善を進めた尹政権から過去に対日強硬姿勢を示していた李政権に交代した

後も日韓関係は安定基調を継続しているが、李大統領を支える韓国与党の中では日本に厳

しい見方も多く、李大統領が与党内や支持基盤の声に配慮しつつ、バランスの取れた対日

政策を継続できるか注視する必要があるとの指摘がある10。 

 
8 2022 年５月に発足した尹政権は、「元徴用工」問題の解決に精力的に取り組み、2023 年３月に、韓国政府傘

下の財団が原告に賠償金相当額を支払う「第三者弁済方式」による解決策を示した。韓国政府が発表した措置

について、日本政府は、2018 年の大法院判決後厳しい状態にあった日韓関係を健全な関係に戻すためのもの

として評価している。（外務省ウェブサイト「旧朝鮮半島出身労働者問題に関する韓国政府の発表を受けた林

外務大臣によるコメント 令和５年３月６日」） 
9 両国関係に関する包括的な文書の作成は 2008 年以来、17 年ぶりとなるとされている。同プレスリリースで

は、石破総理から歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いでいる旨が述べられているほか、

①首脳間の交流及び戦略認識の共有の強化、②未来産業分野における協力拡大と共通の課題への対応、③人

的交流の拡大、④朝鮮半島の平和と北朝鮮問題の協力、⑤域内及びグローバル協力の強化が明記されている。

（外務省ウェブサイト「日韓首脳会談の結果に関する共同プレスリリース（2025 年８月 23 日、東京）」） 
10 『毎日新聞』（2025.8.24） 
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４ 北朝鮮 

(1) 核・ミサイル問題 

北朝鮮は、2005 年２月、核保有を公式に宣言し、また、弾道ミサイルについては極めて

速いスピードで継続的に開発を推進している。2006 年以降、国連安保理は、北朝鮮の核・

ミサイル開発に対し 11 件の制裁決議を採択してきたが、2022 年５月の国連安保理に提案

された制裁決議案については、中国とロシアが拒否権を行使し廃案となった。また、2024

年３月には、安保理において、北朝鮮に対する制裁の履行状況を監視する北朝鮮制裁委員

会専門家パネルの任期を１年延長する決議案がロシアの拒否権行使により否決され、専門

家パネルは４月に活動を終了した。これを受け、多国間制裁監視チーム（ＭＳＭＴ）が設

立され、決議の実効性を確保する取組が続けられている。なお、日本政府は、独自の制裁

措置として、北朝鮮籍の船舶などの入港を禁止措置、輸出入を全面的に禁止する措置等を

講じている。 

北朝鮮は、制裁決議で禁止されている海洋上における船舶間での物資の積み替え（いわ

ゆる「瀬取り」）により制裁逃れを図っているとみられている。また、制裁決議は北朝鮮籍

海外労働者に対する労働許可の発給禁止・北朝鮮への送還を求めているが、ロシアや中国

が、この制裁決議に違反し北朝鮮労働者を受け入れている旨が報じられている11。 

2024 年６月には、北朝鮮はロシアとの間で「包括的戦略的パートナーシップ条約」を締

結し、同年 12 月に同条約が発効した。2025 年４月、北朝鮮は同条約の規定を根拠に、金

国務委員長が北朝鮮兵士をウクライナに対する戦闘に参加させる決定を下した旨を明らか

にしている。このような軍事支援の見返りに、北朝鮮がロシアの核兵器やミサイルに関連

した技術を得る可能性があるほか、不足している外貨を兵士の給料として獲得すること等

が想定され、北朝鮮の軍事力強化に繋がることが懸念されている12。 

北朝鮮の非核化に関し金国務委員長は、2025 年９月に行った国会に当たる最高人民会議

での演説において完全否定したうえで、米側との対話に応じる条件として非核化の要求を

取り下げるよう求めた。同月開かれた国連総会の一般討論演説においても、北朝鮮の外務

事務次官は非核化の意思がないことを国際社会に対して強調した。一方、同月行われた日

米韓外相会談においては「完全な非核化に対する確固たる関与」を盛り込んだ共同声明が

発出され、日米韓で改めて「完全な非核化」を要求する姿勢を示している。 

 

(2) 拉致問題 

2004年５月の日朝首脳会談以降、20年以上にわたって日朝首脳会談は実現しておらず、

北朝鮮による拉致問題は未解決のままである。 

2024年10月に就任した石破総理は、拉致問題を「内閣の最重要課題」と位置付けたもの

の、具体的な進展のないまま2025年９月に総理辞任を表明し、結果を出すことができず痛

恨の極みであると述べた。拉致被害者家族会代表は、時間的制約がある問題に対して政治

 
11 『朝日新聞』（2025.2.11）、『読売新聞』（2025.6.27） 
12 脇祐三『グローバルサウスの時代 多重化する国際政治』光文社（2024 年）277 頁 
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の混乱と停滞による悪影響に懸念を表すとともに、早急な体制の立て直し、全拉致被害者

の即時一括帰国の実現を求めている。 
 

５ ロシア 

(1) ウクライナ侵略 

2022 年２月 24 日にロシアが「特別軍事作戦」と称してウクライナに対する全面的な侵

略を開始してから４年目に入った。ロシアは、ウクライナ東・南部４州を中心に攻撃を続

け、クリミア半島を含めウクライナ領土の約５分の１を既に支配し、更に支配地域を拡大

しているとされる。また、ロシア政府は 2024 年８月のウクライナ軍の越境攻撃により奪わ

れたロシア西部クルスク州についても奪還したと発表しており、その際、北朝鮮兵の参戦

についても認めている13。 

ロシアによるウクライナ侵略が長期化する中、大統領就任前から早期停戦を主張する米

国のトランプ大統領の仲介もあり、2025 年５月、約３年ぶりとなるロシアとウクライナの

政府代表団による和平実現に向けた直接交渉が行われた。直接交渉において、ロシアは停

戦条件として 2022 年に一方的に併合を宣言したウクライナ東・南部４州からのウクライ

ナ軍の撤退等を求めている。ロシア側の要求はウクライナにとって到底受け入れられない

内容であるため交渉は難航しており、５月の直接交渉以降、両国の政府代表団による直接

交渉が２回行われたが双方の主張に歩み寄りはなく、また、８月には仲介役を務めるトラ

ンプ大統領とロシアのプーチン大統領による対面での米露首脳会談がウクライナ侵略後で

は初めて行われ、停戦条件等について協議されたが合意に至ることはできず、停戦の実現

は見通せていない。 

【停戦交渉におけるロシアとウクライナの主な主張】 

ロシア  ウクライナ 

ウクライナ軍はウクライナ東部・南部
の４州から完全に撤退。あるいは動員
の中止や大統領選の実施日の宣言を含
む 10 項目全てを遵守。 

停戦条件 
少なくとも 30 日間、無条件の全面停戦
をすることは、和平交渉に必要不可欠
な前提。 

クリミア半島と東部・南部の４州を国
際法上のロシア領として承認。ウクラ
イナは中立化し、民族主義的な組織や
政党は解散。 

「解決」や
和平の要件 

侵略の再発防止。ウクライナは強固な
「安全の保証」を得る。中立を強制さ
れず、軍の配置も制限されない。2014
年以降にロシアが得た領土は国際的に
は承認されない。 

ウクライナ軍が撤退を始めてから 30
日間の停戦。ウクライナは選挙を実施
し、「解決」のための条約に署名。国
連安全保障理事会がその条約を承認。 

今後の道筋 

まず停戦。信頼構築を経て、首脳会談
を実施。そこで最終的な和平合意に向
けて、領土問題や侵略の再発防止につ
いて議論。 

全ての経済制裁を解除。 対露制裁 
段階的な解除でなければならない。解
除後の再導入規定も設ける。 

双方ともに損害分の請求権は放棄。 損害賠償 
賠償金が払われるまで、ロシアの凍結
資産は再建に充てられるか、凍結した
ままとする。 

（出所）『朝日新聞』（2025.6.4）を基に当室作成  

 
13 ロシアと北朝鮮の間では、有事の際の軍事的な支援などを明記した包括的戦略パートナーシップ条約を締

結しており、2024 年 12 月に発効した。また、ロシア政府の発表に対し、ウクライナ政府はクルスク州の奪

還を認めておらず、戦闘は継続しているとの見方を示している。 
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我が国は、ロシアによるウクライナ侵略を「国際秩序の根幹を揺るがす暴挙14」と厳しく

非難し、他のＧ７諸国と足並みをそろえ、個人・団体等に対する資産凍結、輸出入禁止品

目拡大など、対露制裁を維持・強化してきており、2024 年６月からは、Ｇ７プーリア・サ

ミットでの議論を踏まえ、対露制裁の迂回に関与した中国やインド等、第三国の団体に対

しても資産凍結や輸出禁止等の制裁措置も開始している。また、侵略を受けるウクライナ

に対しては、これまでに人道、財政、復旧・復興の分野で総額 120 億ドルを超える支援を

確約・実施してきており、本年 10月 22 日には我が国の主催により、復興の大前提となる

地雷対策を推進するべくウクライナ地雷対策会議の開催を予定している。 

 

(2) 北方領土問題 

ウクライナ侵略を受けた我が国の制裁に対し、ロシアは平和条約交渉の中断を発表する

とともに、北方四島の「ビザなし交流」や元島民の「自由訪問」に関する日露間の合意の

破棄を一方的に発表する15など、強硬な姿勢を鮮明にしている。プーチン大統領は、北方領

土問題を含む平和条約交渉に関し、日本側が交渉を再開できる状況を作る必要がある旨述

べるとともに、北方領土への訪問についても訪問しない理由はない旨述べている16 

北方領土問題を含む日露関係について、2025 年１月、石破総理は、第 217 回国会の所信

表明演説において、「日露関係は厳しい状況にありますが、我が国としては、領土問題を解

決し、平和条約を締結するとの方針を堅持いたします。」と述べた。また、岩屋外務大臣は、

ロシア側の一方的な発信や措置には毅然として対応し、日露が隣国として解決しなければ

ならない懸案事項については、ロシア側との意思疎通を適切に行っていく旨述べるととも

に、北方四島交流訪問事業の再開を最優先事項の一つとし、特に北方墓参に重点を置いて、

ロシアに対して事業の再開を強く求めていくとしているが、その見通しは立っていない。 

 

６ イスラエル・パレスチナ問題 

(1) ガザ情勢 

 2023 年 10 月７日のハマスによる越境攻撃以来、ガザ側の死者数は６万 7 千人を上回っ

た。ガザ地区の停戦交渉については、2025 年１月 19 日、米国等の仲介で停戦合意が発効

したが、３月 18日にイスラエルが大規模な攻撃を再開したことで停戦が事実上崩壊し、イ

スラエル軍は９月 16日以降、ガザ市制圧計画に基づく大規模地上作戦を実施してきた。 

こうした中、９月 29日、トランプ大統領はガザ地区の戦闘終結や戦後統治などに関する

20項目の「ガザ紛争終結のための包括的計画」をネタニヤフ首相に提示して合意を受けた。

 
14 外務省『外交青書 2025』20 頁 
15 ロシア外務省は、北方墓参については影響しないとしており、日本国外務省も北方墓参の枠組み自体は生き

ているとの認識を示している（第 213 回国会参議院外交防衛委員会会議録第６号９頁（令 6.3.26））。他方、

ロシア外務省は 2023 年３月、北方墓参の実施手続きに関する問題の検討に時間を要する旨、日本国外務省に

通知した。日本は、北方墓参の再開について、ロシア側に外交上の働き掛けを行っているが、再開に向けた肯

定的な反応は得られていないとされる（第 213 回国会参議院政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特

別委員会会議録第３号５頁（令 6.3.21））。 
16 『読売新聞』（2024.6.7） 
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10 月 10 日までにイスラエルとハマスが、人質の解放など同計画の一部の内容について合

意し(第一段階の合意)、即時停戦や人質解放・イスラエル軍の一部撤退などの履行が進ん

でいる。10 月 13 日には、エジプトにおいて、トランプ大統領とエジプトのシシ大統領と

の共催により、ガザ地区での戦闘終結と今後の和平を協議する国際会議が開催され、日本

を除くＧ７各国、アラブ諸国を中心とした 20か国以上の首脳らのほか、パレスチナ自治政

府のアッバス議長も出席した。会議冒頭では、米国、エジプト、カタール、トルコの首脳

が停戦合意の実行に共同で取り組む宣言に署名した。今後、和平に向けた合意の進展(計画

の第二段階)が期待されるが、ハマスの武装解除やイスラエル軍のガザ地区からの更なる

撤退などの実現は不透明な状況である。 

なお、10月９日（現地時間８日）、岩屋外務大臣は、「トランプ米国大統領のリーダーシ

ップの下、「ガザ紛争終結のための包括的計画」に基づき、当事者間で第一段階の合意が成

立したことを、我が国として歓迎」し、「我が国は、引き続き関係国及び国際機関と緊密に

連携しつつ、一刻も早いガザの人道状況の改善に加え、早期復旧・復興に関する国際的な

取組に積極的に貢献していくとともに、「二国家解決」の実現に一歩でも近づくような現実

的かつ積極的な役割を今後も果たして」いく旨の談話を出した。 

 

(2) パレスチナ国家承認の動き 

ガザ地区に対するイスラエルの攻撃と援助物資の制限が続き、既に深刻なガザの人道状

況が一層悪化している中、早期停戦の実現及び人道状況の改善に向け、イスラエルへの圧

力を目的としたパレスチナの国家承認の動きがある。これまでＧ７各国による国家承認は

行われていなかったが、2025年９月の国連総会で、Ｇ７メンバーである英国、カナダ、フ

ランスをはじめ、先進国では、オーストラリア、ポルトガル等がパレスチナの国家承認を

発表し、承認国は国連加盟国の８割を超える約160か国となった。他方、米国のトランプ大

統領は、９月23日の国連総会一般討論演説において、パレスチナの国家承認はハマスの残

虐行為への「ご褒美になる」などと反対する姿勢を示した。 

我が国は、イスラエルと将来の独立したパレスチナ国家が平和かつ安全に共存する「二

国家解決」を支持しているものの、現時点でパレスチナの国家承認は行っていない。石破

総理は、９月23日の国連総会一般討論演説で、パレスチナ国家承認は「「国家承認するか否

か」ではなく、「いつ国家承認するか」の問題」であるとした上で、「イスラエル政府によ

る一方的行為の継続は、決して認めることはできません。「二国家解決」実現への道を閉ざ

すことになる更なる行動がとられる場合には、我が国として、新たな対応をとることにな

ることを、ここに明確に申し述べておきます。」と表明している。 

 

 

内容についての問合せ先 

外務調査室 河上首席調査員（内線 68460） 
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財務金融委員会 
 

財務金融調査室 

１ 財政 

(1) 我が国の財政の現状 

ア 一般会計税収・歳出の概要 

令和７年度一般会計においては、過去最大となる77.8兆円の税収が見込まれている。こ

の税収増の見通しは、令和６年分所得税に適用されていた定額減税による減収分が、令和

７年分からなくなることに加え、賃金上昇に伴う所得税の増収、物価上昇に伴う消費税の

増収、さらには近年の好調な企業業績を背景とした法人税の増収等を見込んだものである。 

一方、歳出総額は115.2兆円を計上し、国債の新規発行額は28.6兆円となる見込みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 公債依存の現状 

我が国の財政は、歳出が租税等収入を上回る状況が続いており、歳入不足分の相当額を

公債金収入に頼る公債依存体質となっている。 

我が国では、昭和40年当時、不況による税収不足を補うための特例公債が、戦後初めて

発行された。その後しばらくは特例公債の発行が行われなかったが、景気悪化に伴う税収

の伸び悩みにより、昭和50年度に再び特例公債を発行することとなった。 

一般会計税収、歳出総額及び国債発行額の推移 

（注１）令和６年度までは決算、令和７年度は予算（国会修正後）による。点線は当初予算による。 

（注２）公債発行額は、平成２年度は湾岸地域における平和回復活動を支援する財源を調達するための臨時特
別公債、平成６～８年度は消費税率３％から５％への引上げに先行して行った減税による租税収入の
減少を補うための減税特例公債、平成23年度は東日本大震災からの復興のために実施する施策の財源
を調達するための復興債、平成24年度及び25年度は基礎年金国庫負担２分の１を実現する財源を調達
するための年金特例公債を除いている。 

（出所）財務省資料を基に作成 

(1975) (2025) (1980) (1985) (1990) (1995) (2000) (2005) (2010) (2015) (2020) 
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昭和60年代のいわゆるバブル経済による税収の伸びに恵まれ、平成２年度には特例公債

を発行することなく予算を編成するに至ったが、その後の景気低迷への対応や、高齢化の

進展による社会保障給付額の増加により、平成６年度以降は再び特例公債の発行を余儀な

くされている。 

一般会計歳出総額に占める国債発行額の割合である公債依存度については、平成10年度

以降30％～50％程度の水準で推移してきたが、令和２年度には新型コロナウイルス感染症

への対応等のために公債金を財源とした多額の追加歳出が計上されたことで73.5％まで急

増した。しかし、その後は安定した税収の伸びに支えられ、令和７年度の公債依存度は

24.9％と平成９年度以来28年ぶりに25％を下回ることが見込まれている。 

 

 

 

(2) 財政に関する最近の動き（財政健全化目標） 

平成30年６月に策定された財政健全化目標では、2025年度の国・地方を合わせた基礎的

（注１）令和６年度までは決算、令和７年度は予算（国会修正後）による。 

（注２）公債発行額は、平成２年度は湾岸地域における平和回復活動を支援する財源を調達するための臨時特
別公債、平成６～８年度は消費税率３％から５％への引上げに先行して行った減税による租税収入の
減少を補うための減税特例公債、平成23年度は東日本大震災からの復興のために実施する施策の財源
を調達するための復興債、平成24年度及び25年度は基礎年金国庫負担２分の１を実現する財源を調達
するための年金特例公債を除いている。 

（出所）財務省資料を基に作成 

国債発行額、公債依存度の推移 
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財政収支1（以下「ＰＢ」という。）の黒字化や、債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げ等が

掲げられた。今年度は、そのＰＢ黒字化の達成目標年度である。しかし、本年１月に内閣

府が公表した「中長期の経済財政に関する試算」では、2025年度の国・地方を合わせたＰ

Ｂは、昨年11月の経済対策による歳出追加などによる影響で4.5兆円程度の赤字を見込ん

だ。 

このような財政状況を踏まえ、政府は、「経済財政運営と改革の基本方針2025」（令和７

年６月閣議決定）（以下「骨太の方針2025」という。）において、ＰＢ黒字化の達成目標年

度を修正し、「2025年度から2026年度を通じて、可能な限り早期の国・地方を合わせたＰＢ

黒字化を目指す」とした。併せて、「経済あっての財政との考え方の下、財政健全化目標に

よって（中略）マクロ経済政策の選択肢が歪められてはならない」、「財政健全化の『旗』

を下ろさず、長期を見据えた一貫性のある経済財政政策の方向性を明確に示す」とした。 

その後、本年８月に内閣府が公表した「中長期の経済財政に関する試算」では、2025年

度の国・地方を合わせたＰＢは3.6兆円程度の赤字であるが、2026年度の同ＰＢは3.6兆円

の黒字が見込まれている。ただし、同試算は新政権の財政方針を反映しているものではな

く、今後の動向を注視する必要がある。 

 

経済財政運営と改革の基本方針2025（抜粋） 

 

「経済あっての財政との考え方の下、財政健全化目標によって、米国の関税措置への対

応や物価高への的確な対応も含め、状況に応じたマクロ経済政策の選択肢が歪められては

ならない。必要な政策対応を行うことと財政健全化目標に取り組むことを矛盾しないもの

にしていく。経済を成長させ、そして財政健全化に向けて取り組んでいく。こうした取組

を通じて、金利が上昇する局面において、大災害や有事に十分に対応する財政余力を確保

し、将来の経済・財政・社会保障の持続可能性を確保していく。 

そうした中、金利のある世界において、我が国の経済財政に対する市場からの信認を確

実なものとするため、財政健全化の「旗」を下ろさず、長期を見据えた一貫性のある経済

財政政策の方向性を明確に示すことが重要である。このため、2025年度から2026年度を通

じて、可能な限り早期の国・地方を合わせたＰＢ黒字化を目指す。ただし、米国の関税措

置の影響は不透明であり、その経済財政への影響の検証を行い、的確に対応すべきであり、

必要に応じ、目標年度の再確認を行う。その上で、「経済・財政新生計画」の期間を通じて、

その取組の進捗・成果を後戻りさせることなく、ＰＢの一定の黒字幅を確保しつつ、債務

残高対ＧＤＰ比を、まずはコロナ禍前の水準に向けて安定的に引き下げることを目指し、

経済再生と財政健全化を両立させる歩みを更に前進させる。 

 

  

 
1 
基礎的財政収支（プライマリーバランス）は、「借入を除く税収等の歳入」から「過去の借入に対する元利払

いを除いた歳出」を差し引いた財政収支のことを表し、その時点で必要とされる政策的経費を、その時点の税

収等でどれだけ賄えているかを示す指標。 
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２ 税制 

(1) 税収の推移 

一般会計税収の合計は平成２年度に60兆円に達した後、40兆円台から50兆円台で推移し

ていた。平成21年度は経済情勢の悪化により30兆円台まで低下したが、その後は回復傾向

を示し、令和４年度には70兆円を超えた。令和６年度決算の税収は75.2兆円となり、５年

連続で過去最大となった。令和７年度予算（国会修正後）では77.8兆円と見込まれている。 

税目別税収をみると、所得税は、平成22年度以降上昇基調で、近年においては20兆円を

超える規模となっており、令和７年度予算においても22.7兆円と見込まれている。法人税

は、平成21年度に消費税を大きく下回るなど、税収が低迷した時期もあったが、近年は企

業業績が好調であったことから10兆円台後半まで回復しており、令和７年度予算では19.2

兆円と見込まれている。消費税は、平成元年に制度が創設されて以降安定的に推移してお

り、３回の税率引上げを経て令和２年度には所得税を上回る税収となった。令和７年度予

算では物価上昇を背景に過去最高水準の24.9兆円と見込まれている2。 

なお、近年では、所得税、法人税及び消費税で税収全体の85％程度を占めている。 

 

(2) 令和７年度税制改正 

令和７年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策、地域

経済の好循環の実現、国際環境の変化への対応等の観点から、所得税の基礎控除の控除額

 
2 『日本経済新聞』（2024.12.28）等 

一般会計税収（主要税目）の推移 

（注）令和６年度までは決算、令和７年度は予算（国会修正後）による。 

（出所）財務省資料を基に作成 
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及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに特定親族特別控除の創設、中小企業経営強

化税制の拡充、防衛力強化に係る財源確保のための防衛特別法人税の創設等が行われた。 

所得税の基礎控除については、政府提出の法律案における控除額10万円の引上げに加え

て、所得階層ごとに最高37万円の控除額の上乗せを行う特例を創設すること等を内容とす

る衆議院修正が行われた。 

本改正により、いわゆる「年収103万円の壁」3について、課税最低限4が103万円から160

万円に引き上げられた。 

 

(3) 今後の税制改正に関する動向 

ア 物価の上昇等を踏まえた基礎控除等の額の適時の引上げの具体的な方策の検討 

令和７年度税制改正法（令和７年法律第13号）の附則第81条において、政府は、所得税

の抜本的な改革について検討し、必要な法制上の措置を講ずるものとされ、その際、物価

の上昇等を踏まえて基礎控除等の額を適時に引き上げるという基本的方向性により、具体

的な方策を検討するものとされている。また、同法附則第82条において、政府は、令和７

年度末までに、歳入及び歳出における措置を通じた所得税の基礎控除の特例の実施に要す

る財源の確保について検討を加え、必要な措置を講ずるものとされている。 

これらを踏まえ、政府税制調査会に設置されている「活力ある長寿社会に向けたライフ

コースに中立な税制に関する専門家会合」において、議論のための素材の整理が進められ

ている。 

 

イ 防衛財源確保に係る税制措置のうち所得税の取扱い 

防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、令和６年度税制改正法（令和

６年法律第８号）の附則第74条において、政府は、令和９年度に至る各年度の防衛力強化

に係る財源確保の必要性を勘案しつつ、所得税、法人税及びたばこ税について所要の検討

を加え、その結果に基づいて適当な時期に必要な法制上の措置を講ずるものとするとされ

ている。 

このうち法人税及びたばこ税については、令和７年度税制改正において措置されたが5、

所得税については、令和７年度税制改正大綱（令和６年12月20日 自由民主党 公明党）（以

下「令和７年度与党大綱」という。）において、「令和５年度税制改正大綱等の基本的方向

 
3 給与所得者本人の給与収入が103万円（課税最低限）を超えると税負担が生ずるため、当該本人が就業調整を

行う誘因となること等の問題を指す（内閣衆質216第45号（令和６年12月13日）「衆議院議員緒方林太郎君提出

いわゆる「百三万円の壁」に関する質問に対する答弁書」）。また、103万円という金額は、（令和７年度改正前

の）基礎控除額の48万円と給与所得控除の最低保障額55万円とを合計した額である。  
4 ここでいう課税最低限は、同一生計配偶者や扶養親族がなく、社会保険料の支払いを考慮しない場合を想定

している。 
5 法人税については、法人税額から500万円を控除した額を課税標準とする税率４％の新たな付加税（防衛特別

法人税）が創設され、令和８年４月１日以後に開始する各事業年度から当分の間適用されることとなった。た

ばこ税については、加熱式たばこについて、紙巻たばことの間の税負担差を解消するため、課税方式の適正化

が２段階で実施（令和８年４月、同年10月）され、その上で、国のたばこ税率が３段階で引き上げられること

（令和９年４月、令和10年４月及び令和11年４月に、それぞれ0.5円／１本ずつ）となった。 
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性を踏まえつつ、いわゆる『103万円の壁』の引上げ等の影響も勘案しながら、引き続き検

討する」とされた。骨太の方針2025においても、同趣旨の方向性が明記されている。 

 

ウ 扶養控除等の見直し 

令和６年10月から実施されている児童手当の拡充策に伴う16歳から18歳までの高校生年

代の扶養親族に係る扶養控除制度等の在り方6については、令和７年度与党大綱において、

「児童手当をはじめとする子育て関連施策との関係、所得税の所得再分配機能等の観点や

令和６年度税制改正大綱で示した考え方を踏まえつつ、令和８年度以降の税制改正におい

て、各種控除のあり方の一環として検討し、結論を得る」とされている7。 

 

エ ガソリン税の「当分の間税率」（暫定税率）の廃止に係る動向 

(ｱ) 暫定税率の創設等 

ガソリン税（揮発油税及び地方揮発油税）の暫定税率は、昭和49年に、石油危機、物価

高騰等の社会経済情勢に鑑み、資源の節約、消費の抑制、道路財源の充実等の観点から、

２年間の暫定措置として設けられ、以降、当時の財政事情と道路整備計画との関連等を勘

案して累次の適用期限の延長が行われてきた。 

その後、道路特定財源制度の廃止を経て、平成22年度税制改正において、暫定税率を廃

止した上で、「当分の間の措置」として税率水準を維持することとされた。ただし、指標と

なるガソリン価格の平均が連続３か月にわたり、160円／㍑を超えることとなった場合に

は、燃料課税の本則税率を上回る部分の課税を停止する等の措置が講じられた（トリガー

条項：適用停止中8）。 

(ｲ) 暫定税率の廃止を規定する議員立法の提出 

令和６年12月、国民民主党・無所属クラブから、ガソリン価格が高騰している現状を踏

まえ、トリガー条項の凍結解除等を規定した法律案が提出された9。その後、自由民主党、

公明党及び国民民主党の幹事長間において、ガソリンの「当分の間税率」（暫定税率）を「廃

止する」旨の合意がなされ、具体的な実施方法等については、引き続き関係者間で誠実に

 
6 「こども未来戦略方針」～次元の異なる少子化対策の実現のための「こども未来戦略」の策定に向けて～（令

和５年６月13日閣議決定）において、児童手当の拡充に際し、中学生までの取扱いとのバランス等を踏まえ、

高校生の扶養控除との関係をどう考えるか整理することとされている。 
7 令和６年度税制改正の大綱（令和５年12月22日閣議決定）において、扶養控除の見直しについて結論を得る

前提として、扶養控除の見直しにより各府省の所管制度等の給付や負担の水準に関して不利益が生じないよ

う、各府省庁において影響を受ける所管制度等を網羅的に把握し、適切な対応を行う必要があるとされたこ

とを受け、令和６年２月及び11月に「扶養控除見直しの影響への対応に係る関係府省会議」が開催された。 
8 平成23年の東日本大震災により、一部製油所の機能停止や流通の障害等が発生し、仮にトリガー条項が発動

された場合、全国的に燃料需給が逼迫するとともに、トリガー条項の発動の前後では、ガソリンの買控えやそ

の反動の需要増が発生、流通が混乱し、被災地の復旧・復興の妨げになることが懸念され、東日本大震災の復

旧及び復興の状況等を勘案して別途法律で定める日までの間、その適用を停止することとされた（東日本大

震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成23年法律第29号）第44条）。 
9 揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置の実施並びに揮発油税等の税率の特例の廃止及び脱

炭素社会の実現等に資する税制の構築のための措置に関する法律案（田中健君外１名提出、第216回国会衆法

第３号）。令和７年６月19日に撤回された。 
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協議を進めるとされた。令和７年度与党大綱においては、同合意内容が記載された上で「自

由民主党・公明党としては、引き続き、真摯に協議を行っていく」とされた。 

令和７年３月には、自由民主党、公明党及び日本維新の会の幹事長が令和７年度税制改

正法案をめぐり協議し、ガソリン税の暫定税率を廃止することについて自由民主党及び公

明党が誠実に対応することと明記された合意文書に署名した10。その後、同月中に日本維新

の会から、翌４月には立憲民主党・無所属から、それぞれガソリン税の暫定税率の廃止等

を規定した法律案が提出された11。 

同年６月11日、ガソリン税の暫定税率の廃止等を規定した法律案12が６会派13から共同で

提出された。同法律案は、与党（自由民主党及び公明党）が少数である衆議院を通過した

が、与党が過半数を占める参議院において審査未了となった。 

その後、同年７月20日に投開票が行われた参議院議員選挙において、与党が過半数を維

持できず、衆参両院において少数与党という結果となり、同月30日、与野党６党（自由民

主党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、公明党及び共産党）は、ガソリン税の暫

定税率廃止について「すみやかに与野党合意の上、法案を成立させ、今年中のできるだけ

早い時期に実施する」ことで合意した14。 

第218回国会が召集された８月１日、野党６会派が再び共同で、暫定税率の廃止等を規定

した「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関す

る法律の一部を改正する法律案」（重徳和彦君外10名提出、第218回国会衆法第１号）を提

出した。現在、継続審査となっている。 

同法律案の施行日は同年11月1日とされており、暫定税率の廃止による税収減に伴う代

替財源の確保策等を議論するため、与野党の実務者協議が８月から断続的に行われている。 

（参考）近年の税制改正等に関する主な動き 

 
10 『読売新聞』（2025.3.4） 
11 揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に関する法律案（青柳仁士君外１名、第217回国会衆法第13 

号）及び租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を

改正する法律案（稲富修二君外８名、第217回国会衆法第26号）。両案とも令和７年６月11日に撤回された。 
12 租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正す

る法律案（重徳和彦君外９名提出、第217回国会衆法第53号） 
13 立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、日本共産党、参政党及び日本保守党 
14 『日本経済新聞』（2025.8.1） 

令
和
５
年 

２月３日 

「所得税法等の一部を改正する法律案」（令和５年度税制改正法案）国会提出 
（主な内容） 

・ＮＩＳＡ制度の抜本的拡充・恒久化 
・スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設 
・極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置の導入 
・資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等（相続時精算課税制度
等の見直し） 

・最低税率15％以上の課税を各国ごとに確保するためのグローバル・ミニマ
ム課税の導入 

３月28日 「令和５年度税制改正法」成立 

10月１日 消費税のインボイス制度（適格請求書等保存方式）の実施 

12月22日 「令和６年度税制改正の大綱」閣議決定 
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（出所）当室作成 

 

３ 金融 

(1) 日銀の金融政策 

ア 日銀の金融政策の概要 

(ｱ) 共同声明の公表及び「物価安定の目標」の導入 

平成24年12月にデフレからの脱却を掲げた第２次安倍政権が発足し、その直後の平成25

年１月、政府・日銀は「デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行の

政策連携について（共同声明）」（いわゆるアコード）を公表し、以来、政策運営における

政府・日銀の緊密な連携が継続されている。共同声明と同時に日銀は、消費者物価の前年

比上昇率を２％とする「物価安定の目標」を導入した。 

(ｲ) 「量的・質的金融緩和」及び「長短金利操作」などの導入 

黒田前総裁就任後の平成25年４月、日銀は「量的・質的金融緩和」の導入を決定した。

この政策は、２％の物価安定目標を２年程度の期間を念頭にできるだけ早期に実現するた

め、日銀が世の中に直接的に供給するマネタリーベース（流通現金及び日銀当座預金）を

２年間で２倍に拡大するなどとするもので、「異次元の金融緩和」と呼ばれる。それまで日

令
和
６
年 

２月２日 

「所得税法等の一部を改正する法律案」（令和６年度税制改正法案）国会提出 
（主な内容） 

・所得税の定額減税の実施 
・ストックオプション税制の適用要件の見直し 
・賃上げ促進税制の強化 
・戦略分野国内生産促進税制及びイノベーションボックス税制の創設 
・プラットフォーム課税制度の導入 

２月16日 

「令和６年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租
税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案」(能登税特法案)国
会提出 
（主な内容） 

・雑損控除の特例 
・災害減免法による所得税の軽減免除の特例 

２月21日 「能登税特法」成立 

３月28日 「令和６年度税制改正法」成立 

（10月１日岸田内閣総辞職、同日内閣総理大臣指名、石破内閣発足） 

（10月９日解散、10月27日総選挙） 

12月27日 「令和７年度税制改正の大綱」閣議決定 

令
和
７
年 

２月４日 

「所得税法等の一部を改正する法律案」（令和７年度税制改正法案）国会提出 
（主な内容） 

・所得税の基礎控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに特定親
族特別控除の創設 

・中小企業経営強化税制の拡充等 
・外国人旅行者向け免税制度の見直し 
・防衛特別法人税の創設等 

３月４日 

「令和７年度税制改正法案」衆議院において修正議決 
（主な修正内容） 

・所得税の基礎控除の上乗せ特例の創設 
・所得税の抜本的な改革に係る措置等の検討（附則） 

３月31日 「令和７年度税制改正法」成立 



財務金融委員会 

 

- 53 - 

銀は短期金利を金融市場調節の操作目標として物価の安定を目指していたが、これにより

主な操作目標は「量」（マネタリーベース）に変更された。 

平成28年１月には、それまで欧州の一部で採用されていた「マイナス金利付き量的・質

的金融緩和」が導入された。この政策は、金融機関が日銀に保有する当座預金の一部にマ

イナス0.1％の金利を適用するもので、短期金利をゼロ％以下に押し下げる効果を狙った

ものである。これにより、金融政策に再び「金利」の概念が追加された。 

さらに、平成28年９月には、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」が導入された。短

期のマイナス金利のみならず、長期金利をも操作する長期と短期の金利操作（イールドカ

ーブ・コントロール）が政策枠組みの中心に据えられ、長期金利について10年物国債金利

が０％程度で推移するよう長期国債の買入れを行うこととされた。これにより、主な政策

ターゲットは「量」から「金利」に戻ることとなった。 

「異次元の金融緩和」の枠組みの変遷（各枠組み終了時点の概要） 

金融緩和策 量的・質的金融緩和 
マイナス金利付き 
量的・質的金融緩和 

長短金利操作付き 
量的・質的金融緩和 

時  期 平成25年４月～ 平成28年１月～ 
平成28年９月～ 
令和６年３月 

金
融
市
場
調
節
方
針 

マネタリー
ベース・コ
ントロール 

マネタリー 
ベース 

年間増加額 
約80兆円 同左 

10年物国債金利が
０％程度で推移す
るように国債の買
入れ量を調整 

長短金利 
操作 

長期金利 ― 

10年物国債金利が
０％程度 
（上 限は 1.0 ％ 目
途） 

短期金利 ― 

マイナス金利 
(金融機関が保有する
日銀当座預金の「一
部」に▲0.1％の金利

を適用) 

同左 

資
産
買
入
れ
方
針 

長期国債
買入れ量
と年限 

保有残高の 
年間増加 
ペース 

約80兆円 同左 
必要な金額 

（上限を設けない） 

買入れの 
平均残存 
期間 

７～12年程度 同左 期間の定めなし 

ＥＴＦの 
買入れ 

保有残高の 
年間増加 
ペース 

約３兆円 
（＋別枠3,000億円） 

約６兆円 
必要に応じた金額 
（上限約12兆円） 

（出所）当室作成 

(ｳ) 「異次元の金融緩和」の終了とその後の金融政策運営 

令和５年４月の植田総裁の就任を経て、令和６年３月、日銀は、２％の「物価安定の目

標」が持続的・安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断し、「長短金利操

作付き量的・質的金融緩和」を終了することとした。具体的には、長期金利操作をやめる

とともに、金融市場調節の主たる操作手段を短期金利のみに戻し、短期金利の水準を０～
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プラス0.1％程度に誘導することとした（マイナス金利政策の終了）。政策変更に当たり植

田総裁は、「量的・質的金融緩和」以降11年間にわたって続けてきた大規模な金融緩和はそ

の役割を果たしたとし、当面は緩和的な環境を維持しつつ、「普通の金融政策」を行ってい

くと発言し15、「異次元の金融緩和」の終了を表明した。先行きの金融政策運営について植

田総裁は、その時々の経済・金融・物価に応じて短期金利を操作し金融緩和の度合いを調

整することが基本的な考え方である旨を述べている16。 

その後は、同年７月に短期金利の誘導目標を0.25％程度に、令和７年１月には0.50％程

度に引き上げることを決定しており、今後も経済・物価情勢の改善に応じて、引き続き政

策金利を引き上げる考えを示している17。 

(ｴ) 「金融政策の多角的レビュー」の取りまとめ 

令和６年12月、日銀は「異次元の金融緩和」などの効果・副作用等について整理した「金

融政策の多角的レビュー」を公表、同レビューの内容は以下のように整理できる。 

① 「異次元の金融緩和」は、期待操作の困難性などにより当初想定したほど効果は発

揮しなかったが、経済・物価を押し上げる効果はあった。 

② 国債市場の機能度にマイナスの影響という副作用はあったが、現時点では、全体と

して我が国経済に対してプラスの影響。ただし、今後はマイナスの影響が大きくな

る可能性がある点に留意。 

③ 非伝統的な政策手段を除外すべきではないが、伝統的な金利操作に比して定量的な

効果が不確実であり、短期金利操作の完全な代替手段にはなり得ない。可能な限り

ゼロ金利制約に直面しないような政策運営が望ましい。 

(ｵ) 日銀が保有する長期国債及びＥＴＦ 

「量的・質的金融緩和」の導入以降、時期によりそのペースに変動はあるものの、日銀

の長期国債保有残高は増加傾向が続いてきた。「量的・質的金融緩和」の導入直前の平成25

年３月時点で100兆円弱であった日銀の長期国債保有残高は、「異次元の金融緩和」の終盤

には600兆円近くまで増加しており、発行済長期国債残高に占める保有割合も10％強から

50％を超える水準へと大きく上昇した。 

のちに「金融政策の多角的レビュー」においても大規模な国債買入による国債市場の機

能度18への副作用（取引高の減少、買い・売り価格差の拡大等）が指摘されたが、日銀は、

令和６年６月、長期金利は金融市場において形成されることを基本とする考え方の下、長

期国債買入れを減額していく方針を決定した。同年７月には、利上げとともに月６兆円程

度であった買入額を令和８年１－３月にかけて月３兆円程度まで段階的に減額していく計

画を決定し、市場が予見可能な形で買入れ減額が行われており、令和６年８月以降、日銀

の長期国債保有残高は前年同月比で減少に転じている。さらに日銀は、令和７年６月、令

 
15 令和６年３月19日総裁定例記者会見（金融政策決定会合後） 
16 令和６年６月14日総裁定例記者会見（金融政策決定会合後） 
17 令和７年10月３日総裁挨拶（大阪経済４団体共催懇談会） 
18 国債市場において、取引がどの程度活発に行われ、価格が円滑に決まっているかを表す概念で、取引頻度や

１件当たりの取引額、売り買いの気配の差（スプレッド）などによって評価される。 
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和８年４月以降に係る新たな減額計画を決定した。その内容は、国債市場の安定に配慮す

る形で原則として減額ペースを半分に緩め、令和９年１－３月にかけて買入額を2.1兆円

程度まで段階的に減額していくこととした19。 

 

日銀の保有長期国債増加額の推移 

（対前年同月比：兆円） 

 
（出所）日銀統計を基に作成 

 

ＥＴＦについては、令和５年10月が最後の買入実績（新規買入制度は令和６年３月終了）

となっていたが、その保有額は令和７年３月末で簿価37.2兆円、時価70.1兆円となってい

る。その取扱いについては従前から国会でも議論となっていたが、日銀は令和７年９月、

ＥＴＦを「金融機関から買入れた株式20」の売却と同程度の規模で市場へ売却することを決

定した21。売却規模については、簿価ベースで年間3,300億円程度のペース22とされており、

単純計算では売却完了まで112年を要することとなる。 

 

 
19 令和９年３月において、残高は令和６年６月比で約16～17％程度減少する予定である。本年５月以降、超長

期国債市場では需給の緩みが観察されている中、令和７年６月、財務省は令和７年度の超長期国債発行予定

額を減額した。 
20 日銀は2002年から2004年、2009年から2010年にかけて、金融システム全体の安定性を確保するために金融機

関から株式の買入れを実施している。 
21 ＥＴＦ買入れ政策導入時に策定された処分に係る基本方針では、①適正な対価、②損失発生の極力回避、③

市場への攪乱的影響の極力回避――が定められている。また、ＥＴＦと同様にＪ－ＲＥＩＴ（令和７年３月末

で簿価6,554億円、時価7,086億円）についても市場売却を決定している。 
22 令和７年３月末の時価換算で6,200億円程度となり、東証プライム市場全体の売買代金の0.05％程度を占め

る。 
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イ 物価の動向と見通し 

(ｱ) 「物価安定の目標」達成状況及び今後の物価見通し 

平成25年１月の２％の「物価安定の目標」導入以降、消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇

率は、下図のように推移している。 

平成25年４月の「量的・質的金融緩和」導入当初、日銀は、２％の「物価安定の目標」

の達成時期について、２年程度の期間を念頭にできるだけ早期に実現との黒田前総裁の発

言と整合的な2015（平成27）年度を中心とする期間との見方を示していた。しかし、黒田

前総裁の在任中に、持続的・安定的に物価安定目標を実現したと日銀が判断するには至ら

なかった。目標が達成できなかった理由について、黒田前総裁は退任記者会見で、長きに

わたるデフレの経験から、賃金や物価が上がらないことを前提とした考え方や慣行、いわ

ゆるノルムが根強く残っていたことが影響していると述べた。 

各種消費者物価指数上昇率の推移 

（前年同月比％） 

 

（出所）総務省統計局「消費者物価指数（ＣＰＩ）」、「消費税調整済指数（参考値）」を基に作成 

 

ただし、物価上昇率は、令和３年後半以降、エネルギー価格の高騰や海外と我が国の金

利差等を通じた円安による輸入物価の上昇などによって、代表的な４つの指数全てで上昇

率が一時大きく２％を超えた。その後、一旦は２％近傍まで低下したものの、米・外食・

調理食品などの食料品価格や電気代の上昇もあって、エネルギー及び食料を含む２つの指

数（「総合（ 線）」「生鮮食品を除く総合（ 線）」）、食料を含む「生鮮食品及びエネ

ルギーを除く総合（ 線）」は再び上昇に転じて、足もとでは３％近傍を推移する一方、

それらの品目を除いた「食料（酒類を除く）及びエネルギーを除く総合（ 線）」の前年

比については、１％台半ばで横ばい圏内の動きを続けている。この指標は、一般に価格変
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動が滑らかであるサービス価格の影響が大きいとされるが、過去に比べその上昇率は高ま

っており、消費者への価格転嫁など企業の価格設定行動に変化が生じつつあることを示し

ている。 

日銀の令和７（2025）年７月時点の「経済・物価情勢の展望」（展望レポート）では、消

費者物価（除く生鮮食品）の前年比は、2025年度に２％台後半となったあと、2026年度は

１％台後半、2027年度は２％程度となるとし、見通し期間後半には「物価安定の目標」と

概ね整合的な水準で推移すると予想している。これは、消費者物価の基調的な上昇率は、

経済成長ペース鈍化などの影響を受けて伸び悩むものの、その後は、成長率が高まるもと

で人手不足感が強まり、中長期的な予想物価上昇率が上昇していくことから、徐々に高ま

っていくとの見通しに基づいている。 

消費者物価指数（除く生鮮食品）の政策委員の大勢見通し（注） 

（単位：％） 2025年度 2026年度 2027年度 

2025年７月時点 ＋2.7 ＋1.8 ＋2.0 

2025年４月時点 ＋2.2 ＋1.7 ＋1.9 

（注）消費者物価指数（除く生鮮食品）の対前年度比（％）の政策委員見通しの中央値。 
（出所）日銀「経済・物価情勢の展望」を基に作成 

 

(ｲ) 賃金の動向 

日銀は「物価安定の目標」の達成には、賃金と物価の好循環が重要との考え方を示して

いるが、「異次元の金融緩和」開始以降の賃金と物価の伸び率の推移を確認すると、現状で

は、人手不足等により企業の賃上げの動きが見られはじめ、賃金上昇の販売価格への転嫁

の動きも続いているものの、基調として賃金上昇23が物価の上昇に追いついていない姿と

なっている(下図参照)。 

  

 
23 賞与、時間外労働などを含めた現金給与総額では、一時的に物価上昇率を上回る賃金上昇が確認されるが、

持続性に乏しく一時的なものとなっている。 
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賃金と物価の推移（12月移動平均） 

（前年同月比％） 

 
（注）賃金は事業所規模５人以上、全就業形態、全産業の（名目）所定内給与、消費者物価指数は、消費税

調整済の帰属家賃を除く総合（実線）及び総合（点線）ベース。グラフに掲載している計数は月次計

数を12月移動平均した値。 

（出所）総務省「消費者物価指数」、厚労省「毎月勤労統計調査」を基に作成 

 

ただし、令和７年の春季労使交渉の賃上げ率は、1991年以来の高水準となった昨年に引

き続き５％超となり、３年連続で物価安定目標である２％を上回る大幅な賃上げが実現し

ている。日銀は、令和７年７月の展望レポートにおいて、各国の通商政策等の影響を受け

て日本経済の成長ペースが鈍化するもとでも労働需給の引き締まった状態が続き、賃金と

物価が相互に参照しながら緩やかに上昇していくというメカニズムは維持されるとしてい

る。このシナリオは、同年９月の金融政策決定会合においても基本的に維持されている。

今後は、各国の通商政策等による不確実性が高い中、賃金と物価の好循環による２％の「物

価安定の目標」が持続的・安定的に実現されるのか否かに注目が集まっている。 

 

(2) 金融行政 

 金融担当大臣から金融審議会に対して行われた５つの諮問（令和７年６月25日：「暗号資

産を巡る制度のあり方に関する検討」「不公正取引規制の強化等に関する検討」「企業情報

の開示のあり方に関する検討」及び「地域金融力の強化に関する検討」、令和６年２月19日：

「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関する検討」）を受け、金融審議会の下に

設置されたそれぞれのワーキング・グループ（ＷＧ）では、法改正を含む制度整備に向け

た議論が開始されている。これら５つの検討項目については、令和７年８月29日に金融庁

から公表された「2025事務年度金融行政方針」にも記載されており、来年の通常国会への
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法案提出・制度整備に向け、下表に整理する内容の議論が進められる予定である。 

金融行政方針に記載された金融審議会のＷＧ等における主な検討事項 

 ＷＧ等における検討の概要 具体的な検討事項 

１．金融機能の更なる発揮を促し、持続的な成長に貢献する 

（１）事業者の持続的な成長を促す金融機関の取組の推進 

①地域金融力強化プラン 

 

【地域金融力の強化に関するＷＧ】 

地域金融機関等が地域経済に貢献する役割を十分に発揮

できるようにするための方策などについて検討。この結果

も踏まえ、関連施策をパッケージ化した「地域金融力強化

プラン」を年内に策定する予定 

○2026年３月末に申請期限を迎

える金融機能強化法24に基づ

く国の資本参加制度及び資金

交付制度25の期限延長・拡充 

（２）資産運用立国の推進と企業価値の向上 

①コーポレートガバナンス改革を通じた企業価値の向上 

 

【ディスクロージャーＷＧ】 

サステナビリティ情報に係る開示基準の適用義務化等に

向けた有価証券報告書における虚偽記載等に対する責任

の範囲の明確化などについて検討 

○サステナビリティ情報に係る

セーフハーバー・ルール（一定

の誤記載の免責） 

 

【サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するＷＧ】 

「プライム市場に上場する株式時価総額１兆円未満の企

業におけるサステナビリティ開示・保証の導入時期」「第

三者保証への対応を踏まえ現行３月以内とされる有報提

出期限を延長することの是非」「監査法人以外の者による

第三者保証の是非」について検討 

○一定規模以下のＳＳＢＪ基準
26の適用・第三者保証の導入開

始時期 

○有価証券報告書の提出期限の

延長 

○第三者保証の担い手 

②市場を通じた企業への成長資金・リスクマネー供給の強化 

 

【ディスクロージャーＷＧ】 

スタートアップ等への投資促進の観点からの有価証券の

勧誘時に要する情報開示の免除基準の見直し 

○有価証券届出書の届出免除に

係る資金調達額基準の引上げ 

○自社株式を役員・従業員（子会

社含む）に報酬付与する非上

場企業の有価証券届出書の提

出免除 

 

 
24 金融機能の強化のための特別措置に関する法律（平成16年法律第128号） 
25 人口減少地域等において合併・経営統合等を行う地域金融機関等が、経営基盤強化の実施計画を作成して国

の認定を受け、国（預金保険機構）からシステム統合などで生じる費用の一部の交付を受けることができる制

度。 
26 サステナビリティ基準委員会（Sustainability Standards Board of Japan）が定める「サステナビリティ

開示ユニバーサル基準『サステナビリティ開示基準の適用』」、「サステナビリティ開示テーマ別基準第１号『一

般開示基準』」及び「サステナビリティ開示テーマ別基準第２号『気候関連開示基準』」の３つの基準がある。

これらは、ＩＳＳＢ（国際会計基準財団（ＩＦＲＳ財団）が設置する国際サステナビリティ基準審議会）の開

示要求事項（Ｓ１基準）及び気候関連開示（Ｓ２基準）と機能的な整合性が確保されている。 
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（３）デジタル技術を用いた金融サービスの変革への対応 

 

【暗号資産制度に関するＷＧ】等 

現在、資金決済法27において決済手段として位置付けられ

ている暗号資産が、主として投資対象となっている実態な

どを踏まえ、金融商品取引法の下で情報提供規制やインサ

イダー取引規制を整備することも含めて、制度の在り方を

検討 

○暗号資産規制の制度整備（分

類を金融商品に） 

○暗号資産取引に係る所得の申

告分離課税化 

２．金融システムの安定性や公正性・安全性への信頼を確保する 

（２）金融機関や金融市場の公正性・安全性に対する信頼の確保 

②不公正取引規制の強化等 

 

【市場制度ＷＧ】 

近年の不正な取引の事案等を踏まえ、インサイダー取引規

制の対象者の範囲拡大、課徴金の水準の引上げ及び対象の

拡大、無登録業者に対する証券取引等監視委員会の犯則調

査権限の創設などについて検討 

○公開買付者等の範囲拡大（イ

ンサイダー取引規制） 

○インサイダー取引・ＨＦＴ28に

係る課徴金引上げ 

○監視委の犯則調査権限拡充 

（注）番号が付された柱書きは金融行政方針のもの 

（出所）金融庁資料を基に作成 

 

内容についての問合せ先 

財務金融調査室 相川首席調査員（内線 68480） 

 

 
27 資金決済に関する法律（平成21年法律第59号） 
28 アルゴリズムを用いた高速・高頻度かつ自動的に行う金融商品取引 
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文部科学委員会 
 

文部科学調査室 

 

１ 教育振興基本計画 

教育基本法に示された理念の実現と、我が国の教育振興に関する施策の総合的・計画的

な推進を図るため、おおむね５年ごとに「教育振興基本計画1」が策定されている。 

令和５年６月に閣議決定された第４期計画（令和５～９年度）では、「2040年以降の社

会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成」と「日本社会に根差したウェルビーイング

の向上」がコンセプトとして掲げられ、下記の今後の教育政策に関する５つの基本的な方

針の下に、16の教育政策の目標、基本施策及び指標が示されている。 

今後の教育政策に関する基本的な方針 

①グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成 

②誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進 

③地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進 

④教育デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進 

⑤計画の実効性確保のための基盤整備・対話 

 

２ 初等中等教育 

(1) 学習指導要領改訂に向けた動向 

学習指導要領とは、各学校において編成する教育課程の基準であり、学校教育法に基づ

き文部科学大臣が告示している。おおむね10年に一度改訂されており、現行の学習指導要

領は平成29年・30年に改訂されたものである。 

文部科学大臣が、次期改訂に向け、令和６年12月、「初等中等教育における教育課程の

基準等の在り方について」を中央教育審議会（中教審）に対して諮問したことを受け、中

教審初等中等教育分科会教育課程部会の下に設置された教育課程企画特別部会において検

討が行われ、同特別部会は令和７年９月に論点整理を取りまとめた。これをもとに、各教

科等の専門部会等において具体的な検討を進めた上で、令和８年夏頃までに結論を出し、

同年度中に中教審として答申することが目指されている。 

学習指導要領の改訂・実施のスケジュール               （年度） 

（出所）過去の改訂スケジュール及び報道を基に当室作成

 
1
 平成18年12月に全面改正された教育基本法第17条に基づき策定されるものである。 

 Ｒ６.12 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 

小学校 

中教審 

へ諮問 
 答

申 

改

訂 

 実施 

（全学年） 
 

中学校  実施 

（全学年） 
 

高等学校  改訂  実施 

（１年生）
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論点整理の概要 

①中核的な概念等を活用した一層の構造化・表形式化・デジタル化 

・各教科等の中核的な概念等について、「タテ・ヨコの関係」を可視化することで構造化を図る 

・表形式や箇条書きの積極的な活用を検討し、記載の冗長・複雑さを改善 

・デジタル技術を活用し、教科等間の関係等を容易に俯瞰できるようにする 

②多様な子供たちを包摂する柔軟な教育課程 

・義務教育段階の柔軟な教育課程の方向性（調整授業時数制度） 

・個別の児童生徒に係る教育課程の編成・実施の仕組み 

・高等学校段階での柔軟な教育課程編成 

③情報活用能力の抜本的向上 

・小学校では「総合的な学習の時間」に「情報の領域（仮称）」を付加し、中学校では技術・家

庭科を分離して、技術分野を「情報・技術科（仮称）」に再編 

・情報モラルやメディアリテラシーを育む 

④「余白」の創出を通じた教育の質の向上の在り方 

・年間の授業時数が標準授業時数を大幅に上回る状況等の見直し 

・週あたり授業時数の年間を通じた平準化 

⑤豊かな学びに繋
つな

がる学習評価の在り方 

・「主体的に学習に取り組む態度」は、目標準拠評価ではなく個人内評価とし、「学びに向かう

力・人間性等」の要素が表出した場合に、「思考・判断・表現」の観点別評価に「○」を付記

する 

（出所）文部科学省資料を基に当室作成

 

(2) 教員を取り巻く環境整備（学校における働き方改革、指導・運営体制の充実、教員の

処遇改善） 

令和７年６月、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の

一部を改正する法律」（令和７年法律第68号。以下本項で「本法律」という。）が成立した。

本法律は、学校における働き方改革の更なる加速化、多様化・複雑化する教育課題への対

応に向けた学校の指導・運営体制の充実、高度専門職である教員の職務の重要性にふさわ

しい処遇改善を図る観点から、①教育委員会に対する業務量管理・健康確保措置実施計画

（以下「計画」という。）の策定及び公表等の義務付け、②「主務教諭」の職の新設、③

教職調整額の基準となる額の引上げ（給料月額の４％から段階的に10％へ）等を主な内容

とするものである（①②については、令和８年４月１日施行、③については、令和８年１

月１日施行）。 

①に関し、文部科学大臣が定める「指針」に即して計画を定めることとされたことを受

け、文部科学省は、令和７年９月、令和２年に策定された「上限指針2」を全部改正し、

「学校と教師の業務の３分類」を同指針に位置付ける等、働き方改革の更なる推進に向け

て、教育委員会が計画を策定する際に踏まえるべき内容等を新たに規定した（令和７年文

部科学省告示第114号）。なお、業務量管理については、現在改訂が進められている学習指

 
2 「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康

及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」（令和２年文部科学省告示第１号） 
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導要領（(1)参照）の議論においても、授業時数や指導内容を含め、教員に過度な負担・

負担感が生じないような教育課程の在り方が検討されている。 

また、本法律附則において、令和８年度からの公立中学校における35人学級の実現に関

する措置を講ずる旨の規定が設けられたことを踏まえ、「経済財政運営と改革の基本方針

（骨太方針2025）」（令和７年６月閣議決定）においては、令和８年通常国会へ義務標準 

法3改正案を提出するとされている。 

なお、文部科学省は、本法律等を踏まえ、令和８年度概算要求において、9,214人の教

員定数改善を図るとともに、教員の処遇改善として161億円を要求している。 

 

(3) 部活動改革（部活動の地域展開） 

学校の部活動について、少子化の進行や教員の負担の重さといった課題が指摘される中、

スポーツ庁及び文化庁が令和４年12月に策定した「学校部活動及び新たな地域クラブ活動

の在り方等に関する総合的なガイドライン」においては、令和５年度から令和７年度まで

を「改革推進期間」として位置付け、公立の中学校の生徒を主な対象として、休日の学校

部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行について、地域の実情に応じて可能な限り早

期の実現を目指すこと等が示された。 

また、改革推進期間終了後の令和８年度以降の改革の方向性等について検討を行ってき

たスポーツ庁及び文化庁の有識者会議が令和７年５月に公表した最終とりまとめにおいて

は、改革の理念や地域クラブ活動の在り方等をより的確に表す観点から、「地域移行」と

いう名称を「地域展開」に変更するとともに、地方公共団体が幅広い関係者の理解と協力

の下、平日・休日を通した活動を包括的に企画・調整し、地域の実情等にあった方針を決

定すること等が示された。 

スポーツ庁及び文化庁においては、次期改革期間に向け、ガイドラインの見直しや費用

負担の在り方等について検討が行われている。 

最終とりまとめで示された「今後の改革の方向性」 

改革の 

進め方 

・休日については、次期改革期間内に、原則、全ての学校部活動において地域展開

の実現を目指す。 

・平日については、各種課題を解決しつつ更なる改革を推進。まずは、国におい

て、地方公共団体が実現可能な活動の在り方や課題への対応策の検証等を行うと

ともに、地方公共団体において地域の実情等に応じた取組を進める。 

次期 

改革期間 
「改革実行期間」（前期：令和８～10年度⇒中間評価⇒後期：令和11～13年度） 
※ 現時点で着手していない地方公共団体においても、前期の間に確実に休日の地域展開等に着手。 

費用負担 

の在り方等 

・地方公共団体において、地域の実情等に応じて安定的・継続的に取組が進められ

るよう、受益者負担と公的負担とのバランス等の費用負担の在り方等を検討する

必要（公的負担については国・都道府県・市区町村で支え合うことが重要）。 
 ※ 受益者負担の水準については、国において金額の目安等を示すことを検討する必要。 

・企業版ふるさと納税やガバメントクラウドファンディングをはじめとした寄附等

の活用等、新たな財源の確保も有効に組み合わせていくことが重要。 等 

（出所）スポーツ庁資料を基に当室作成 

 
3 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」（昭和 33 年法律第 116 号） 
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(4) いじめ、不登校 

ア いじめ 

文部科学省は、いじめの認知件数や重大事態の件数が年々増加していること等を踏まえ、

令和５年10月に「不登校・いじめ緊急対策パッケージ」を策定した。同パッケージにおい

ては、いじめの重大事態化を防ぐための早期発見・早期支援の強化策や、重大事態の国へ

の報告を通じた実態把握・分析等を踏まえた、各地方公共団体への取組改善に向けた指導

助言及び全国的な対策の強化などが示された。同パッケージに基づき、こども家庭庁等の

関係機関とも連携を図りながら、不登校・いじめ対策等を早急に推進することとしている。 

また、令和６年８月には、平成29年３月に策定した「いじめの重大事態の調査に関する

ガイドライン」を改訂し、重大事態調査への学校や関係者の対応を明確化した。 

このような取組にもかかわらず、文部科学省の「令和５年度児童生徒の問題行動・不登

校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（令和５年度問題行動等調査）（令和６年10月公表）

において、小・中・高等学校等でのいじめの認知件数は732,568件（対前年度50,620件

（7.4％）増）、いじめの重大事態4の件数は1,306件（同387件（42.1％）増）と、いずれ

も過去最多を記録した。文部科学省は、増加の背景として、アンケートや教育相談の充実

等による児童生徒に対する見取りの精緻化や、ＳＮＳ等のネット上のいじめの積極的な認

知が進んだことなどが考えられるとしている。同調査結果を踏まえ、文部科学省はこども

家庭庁等の関係省庁と連携し、いじめ防止対策の更なる強化に取り組んでいるが、最近で

も、筑波大学附属小学校におけるいじめ重大事態の発生や、広陵高校野球部の暴力問題に

よる全国高等学校野球選手権大会辞退など、社会的に関心の高い事案が相次いでいる。 

骨太方針2025においては、「いじめ・不登校や悩みに直面するこどもやその保護者への

支援（略）を強力に推進する」とされている。 

 

イ 不登校 

文部科学省は、不登校児童生徒数が年々増加していること等を踏まえ、令和５年３月に

「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策（ＣＯＣＯＬОプラン5）」を、同

年 10 月には「不登校・いじめ緊急対策パッケージ」を策定し、これらに基づき、不登校

対策を進めている。同パッケージにおいては、ＣＯＣＯＬОプランの対策の前倒しと併せ

て、不登校施策に関する情報が、児童生徒や保護者に届くよう、情報発信を強化すること

などが示された。 

このような取組にもかかわらず、文部科学省の令和５年度問題行動等調査において、

小・中学校の不登校児童生徒数は 346,482 人（対前年度 47,434 人（15.9％）増）と過去

 
4 いじめの重大事態とは、いじめ防止対策推進法第 28 条第１項各号において、「いじめにより当該学校に在籍

する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。」及び「いじめにより当

該学校に在籍する児童等が相当期間欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。」のいず

れかに該当する場合と規定されている。 
5 ＣＯＣＯＬОプラン（Comfortable, Customized and Optimized Locations of Learning）とは、文部科学省

が、不登校児童生徒の教育機会の確保や相談体制の充実などを推進することを目指し、①不登校児童生徒全

ての学びの場の確保、②「チーム学校」での支援、③学校風土の見える化を目標として掲げた取組である。 
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最多を記録した。同調査の中では、不登校児童生徒について把握した事実6として、多い

ものから順に「学校に対してやる気が出ない等の相談があった。」（32.2％）、「不安・抑う

つの相談があった。」（23.1％）等が挙げられた。文部科学省は、増加の背景として、コロ

ナ禍の影響による登校意欲の低下、特別な配慮を必要とする児童生徒に対する早期からの

適切な指導や必要な支援に課題があったことなどが考えられるとしている。 

 

(5) 高等学校の授業料の無償化 

文部科学省は、国公私立を問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯（年収

910万円程度未満の世帯）の生徒に対し、高等学校等就学支援金を支給しており、多くの

都道府県は、それぞれの実情に応じ、国の制度に上乗せして授業料等の支援を行っている。 

このような中、政党間においても、高等学校段階の授業料等支援について議論が行われ、

令和７年２月に自由民主党、公明党、日本維新の会の３党が交わした合意文書（３党合意）

においては、高等学校等就学支援金等について、下記のとおりとされた。 

① いわゆる高校無償化 

・「骨太方針2025」の策定までに大枠を示した上で、令和８年度予算編成過程において成案を

得て、実現する。 

・令和８年度から、収入要件を撤廃し、私立加算額を45.7万円に引き上げる。低中所得層への

高校生等奨学給付金の拡充や公立高校などへの支援の拡充を行う。 

・先行措置として、令和７年度分について、全世帯を対象とする支援金（11.88万円）の支給に

ついて収入要件を事実上撤廃する。高校生等奨学給付金や公立の専門高校の施設整備に対す

る支援の拡充を行う。 

（出所）文部科学省資料 

合意文書を踏まえ、令和７年度には、「高校生等臨時支援金」（令和７年度限り）として、

年収約910万円以上の世帯の生徒に対し、国公私立共通の基準額（11万8800円）が支給さ

れた。また、骨太方針2025においては、高校無償化は令和８年度予算の編成過程において

成案を得て実現するとされており、令和８年度概算要求において、高校生等への修学支援

に係る費用は金額を示さない事項要求とされている。 

 

(6) 学校給食の無償化 

文部科学省は、学校給食の実施方法や学校給食費の無償化を実施する地方公共団体の取

組状況等について調査を実施し、令和６年12月、調査結果をもとに「『給食無償化』に関す

る課題の整理について」を公表した。同整理では、中高所得者世帯を含む全員を対象にし

た給食無償化については、学校給食の目的・目標とは異なる「子育て支援」や「少子化対

策」の目的で実施されている地方公共団体も一部認められることから、学校給食費の無償

化を子育て支援や少子化対策のための基礎的な給付として捉えた際の課題に関して、①児

童生徒間の公平性、②格差是正策としての妥当性、③国と地方の役割分担、④効果的な少

子化対策の４つの観点からまとめている。 

 
6 令和５年度調査から、各学校が認識する不登校の要因に代わり、各学校が把握している不登校のきっかけや

背景にある事実について、複数回答する形式で調査が行われた。 
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このような状況も踏まえ、政党間において学校給食の無償化について議論が行われ、３

党合意においては、令和８年度に小学校における給食無償化を実現させ、中学校への拡大

についても速やかに行うこととされた。また、骨太方針2025においては、給食無償化は令

和８年度予算の編成過程において成案を得て実現するとされている。 

 

３ 高等教育 

(1) 大学改革 

急速な少子化や高等教育を取り巻く変化を背景に、人材育成と知的創造活動の中核であ

る高等教育機関が一層重要な役割を果たすことが求められているという問題意識から、令

和５年９月、文部科学大臣は、「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等

教育の在り方について」を中教審に諮問した。これを受けて、令和７年２月、中教審は

「我が国の『知の総和』向上の未来像～高等教育システムの再構築～（答申）」（知の総和

答申）を取りまとめた。知の総和答申では、2040年の大学進学者数が約46万人（現在の定

員規模の約73％）へと大幅に減少するとの予測を指摘した上で、高等教育が目指す姿とし

て我が国の「知の総和」（数×能力）の向上を掲げ、今後の高等教育政策の方向性と具体

的方策、機関別・設置者別の役割や連携の在り方及び高等教育改革を支える支援方策の在

り方等を示している。同答申を受け、中教審大学分科会の部会や有識者会議において、教

育研究の質向上・質保証システムの構築、地域大学振興、私立大学の在り方等について、

具体的な検討が進められている。 

知の総和答申で示された主な具体的方策 

１．教育研究の「質」の更なる高度化 

① 学修者本位の教育の更なる推進 

出口における質保証、教育の質を評価する新たな評価制度へ移行 

② 多様な学生の受入れ促進 

留学生の定員管理見直し、技術流出防止対策の徹底、通信教育の制度改善 

③ 大学院教育の改革 

学士・修士５年一貫教育の大幅拡充 

④ 研究力の強化 

業務負担軽減 

⑤ 情報公表の推進 

大学間比較できる新たなデータプラットフォーム（Univ-map(ユニマップ）(仮称)）を新構築 

２．高等教育全体の「規模」の適正化 

① 高等教育機関の機能強化 

 意欲的な改革への支援、連携推進 

② 高等教育機関全体の規模の適正化の推進 

厳格な設置認可審査、再編・統合の推進、縮小への支援、撤退への支援 

３．高等教育への「アクセス」確保 

① 地理的観点からのアクセス確保 

地域構想推進プラットフォーム（仮称）の構築、地域にとって真に必要な一定の質が担保され

た高等教育機関への支援、地域研究教育連携推進機構（仮称）の導入、地方創生の推進 

② 社会経済的観点からのアクセス確保 

経済的支援の充実、高等教育機関入学前からの取組促進 

（出所）文部科学省資料を基に当室作成 
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(2) 国立大学の財務状況・授業料の引上げ 

令和６年６月、一般社団法人国立大学協会は、国立大学の財務状況7を「もう限界です」

と表現し、その改善等のために国民の理解等を求める声明を発表した。このような声を踏

まえ文部科学省に設置された有識者会議は、令和７年８月に取りまとめた「改革の方針」

において、運営費交付金は物価・賃金の上昇により実質的に目減りしているとして、最低

限必要と考えられる教育研究をベースとした経費については、物価等の変動に対応させる

観点も含めて見直していくことが求められる等とした。なお、文部科学省は、令和８年度

概算要求において、国立大学法人運営費交付金として１兆1,416億円（前年度予算額１兆

784億円）を要求している。 

国立大学の授業料は、文部科学省令で規定された「標準額」（平成17年度より53万5,800

円）の120％を上限に、その範囲内で各大学が学則等において定めることができるとされ

ている。令和６年９月、東京大学は教育学修環境改善に活用するとして、従前の標準額か

ら上限額への授業料引上げ及び学生支援拡充の方針を決定し、令和７年４月入学者から適

用している。これにより、標準額を上回る授業料を設定している大学は７大学となった

（令和７年６月時点）。 

なお、国立大学の授業料については、私立大学関係者からその引上げを求める声があり、

令和６年３月、中教審大学分科会の部会で、委員が国立大学の授業料を標準額の約３倍に

引き上げることを提案し、同年８月には、一般社団法人日本私立大学連盟が、国立大学の

授業料の上限規制の撤廃を提言した。 

 

(3) 奨学金等の学生に対する経済的支援 

ア 修学支援新制度 

令和元年５月、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生等に対し、大学等の修学

に係る経済的負担を軽減するため、授業料等減免制度の法制化及び給付型奨学金制度の拡

充に係る所要の措置を講ずることを主な内容とする「大学等における修学の支援に関する

法律」が成立した。同法に基づく高等教育の修学支援新制度は令和２年４月から実施され

て以降、支援の対象者が拡充されており、令和６年度においては、支援対象が中間所得層

の多子世帯や私立大学等の理工農系学部生等に拡充された。また、令和７年度においては、

同法の一部改正により、授業料等減免に係る多子世帯の所得制限が撤廃されて支援対象が

さらに拡充され、令和７年度予算において6,532億円（対前年度比1,094億円増）が計上さ

れた。なお、令和８年度予算概算要求では、今回も金額を示さない事項要求とされている。 

 
7 大学病院を設置しない国立大学の主要な財源は、運営費交付金と授業料となっている。 
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高等教育の修学支援新制度の概要 
○ 授業料等減免 

・ 授業料等減免の額は、その対象となる学生等の在学する学校の種類、設置者等の別に応じた一定額（住民

税非課税世帯については、下表の額）を上限として、当該学生等に係る授業料及び入学金の額とする 

・ 非課税世帯に準ずる世帯の学生等に対しては、非課税世帯の学生等に対する減免額の３分の２又は３分の

１を減免 

・ 多子世帯（扶養される子供が３人以上）の学生等に対しては、所得制限を設けず、非課税世帯の学生等に

対する減免額と同額（下表）を減免（令和７年度開始） 

・ 中間層の私立学校の理工農系の学生等に対しては、文系との差額分を減免（令和６年度開始） 

 国公立 私立 

入学金 授業料 入学金 授業料 

大学 282,000 円 535,800 円 260,000 円 700,000 円 

短期大学 169,200 円 390,000 円 250,000 円 620,000 円 

高等専門学校  84,600 円 234,600 円 130,000 円 700,000 円 

専門学校  70,000 円 166,800 円 160,000 円 590,000 円 

 

○ 給付型奨学金 

・ 非課税世帯の学生等に対しては下表の額を、非課税世帯に準ずる世帯の学生等に対してはその額の３分の

２又は３分の１を支給 

・ 中間層の多子世帯の学生等に対しては、非課税世帯の学生等に対する給付額の４分の１を支給（令和６年

度開始） 

（月額） 

国公立 私立 

自宅 自宅外 自宅 自宅外 

大学・短期大学・専門学校 29,200 円 66,700 円 38,300 円 75,800 円 

高等専門学校 17,500 円 34,200 円 26,700 円 43,300 円 
  

（出所）文部科学省資料を基に当室作成 

 

イ 奨学金事業 

高等教育機関で学ぶ学生を対象とする国の奨学金事業は、独立行政法人日本学生支援機

構（ＪＡＳＳＯ）が実施しており、貸与型及び修学支援新制度の一部である給付型奨学金

の２種類がある。 

貸与型奨学金は、第一種奨学金（無利子）と第二種奨学金（有利子）がある。令和７年

度予算においては、第一種に係る事業費（令和６年度より実施の大学院修士段階の授業料

後払い制度に係る事業費を含む。）として2,805億円（対前年度73億円増）が、第二種では

5,854億円（同34億円増）が計上された。また、令和８年度予算概算要求では、第一種は

今回も金額を示さない事項要求とされており、第二種の事業費は6,342億円とされている。 

貸与された奨学金については、返還が困難になった場合の減額返還制度や返還期限猶予

制度に加え、平成29年度の無利子奨学金の新規採用者から年収に応じて返還額が変化する

所得連動返還方式の選択が可能となっている。 

 

４ 科学技術及び学術の振興 

(1) 科学技術政策 

我が国の科学技術政策は、科学技術・イノベーション基本法に基づき策定された「科学
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技術・イノベーション基本計画8」等に沿って、総合科学技術・イノベーション会議の下、

関係府省が連携しつつ推進されている。令和７年度の科学技術関係予算の全府省総額は５

兆526億円（当初予算額）で、そのうち文部科学省の科学技術関係予算は40.7％に当たる

２兆584億円である。 

文部科学省が所管する主な科学技術政策には、①科学技術・学術に関する基本的政策、

②科学技術関係人材の育成・確保、③研究費、研究開発評価、④研究環境・基盤整備、研

究拠点形成、⑤産学官連携、地域科学技術振興、スタートアップ支援、⑥科学技術・学術

の国際活動、⑦分野別の研究開発等がある。 

 

(2) 研究開発の現状 

文部科学省では、宇宙、原子力、ライフサイエンス、情報、環境エネルギー、ナノテク

ノロジー・物質・材料、量子科学技術、核融合エネルギー、海洋、地震・火山・防災など

多岐にわたる分野の研究開発を推進している。 

 

ア 宇宙 

我が国の宇宙政策は、宇宙基本法に基づき策定された「宇宙基本計画9」に沿って行わ

れている。令和７年度予算における宇宙関係予算の全府省総額は4,160億円（当初予算対

前年度比3.2％増）であり、そのうち文部科学省の予算額は1,516億円である。 

文部科学省では、所管する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）におい

て、固体燃料ロケット「イプシロン10」及び新型基幹ロケット「Ｈ３ロケット11」等の輸

送システムや人工衛星の開発・運用を行うとともに、民間企業・大学等との共同研究や教

育支援活動などを行っている。さらに、文部科学省は、関係府省とともにＪＡＸＡに設置

した「宇宙戦略基金」を活用し、民間企業・大学等が最大10年間にわたり大胆に研究開発

に取り組めるよう支援する事業を行っている12。 

また、我が国は、日本実験棟「きぼう」及び宇宙ステーション補給機の開発・運用等を

通じて「国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）計画13」に参画するとともに、国際宇宙探査計

 
8 科学技術・イノベーション創出の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、10年先を見通し

た今後５年間の科学技術政策を具体化するものとして政府が策定するものであり、令和３年３月、令和３～

７年度を対象期間とする「第６期科学技術・イノベーション基本計画」が閣議決定された。現在、次期基本

計画の策定に向けて、総合科学技術・イノベーション会議基本計画専門調査会を中心に検討が行われている。 
9 宇宙開発利用について政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策等を定めるものであり、令和５年６月に

「宇宙基本計画の変更について」が閣議決定された。 
10 第１段階の開発成果をもとに、第２段階として「イプシロンＳ」の開発が進められている。ＪＡＸＡは、

令和６年11月の地上燃焼試験における爆発についての原因調査に相応の時間を要する見込みであるため、早

期運用を目指した開発計画の見直しを検討しており、令和７年末を目標に新たな開発計画を設定するとして

いる。 
11 令和５年３月の試験機１号機打上げは、第２段エンジンが着火せず失敗した。ＪＡＸＡによる原因調査の

後、令和６年２月の試験機２号機から令和７年２月の５号機まで打上げに成功している。 
12 宇宙戦略基金については、速やかに総額１兆円規模の支援を行うことを目指すとされており、令和５年度

補正予算及び令和６年度補正予算でそれぞれ3,000億円が措置された。ＪＡＸＡは、令和７年４月に第１期

技術開発テーマの採択結果の公表を完了するとともに、同年５月から第２期の公募を順次開始している。 
13 日本、米国、欧州、カナダ、ロシアの５極共同による国際協力プロジェクトである。我が国は、令和12年
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画である「アルテミス計画14」への参画を表明している。 

 

イ 原子力 

原子力行政の所管は、複数の府省庁に分かれている。原子力の研究、開発及び利用に関

する政策等は内閣府に置かれた原子力委員会、エネルギーに関する原子力政策等は経済産

業省資源エネルギー庁、研究開発、人材育成及び原子力損害賠償等は文部科学省、原子炉

等の安全規制は原子力規制委員会（環境省の外局）が、それぞれ所管している。 

文部科学省では、所管する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）にお

いて、原子力基本法に基づき、原子力の安全性向上研究や核燃料サイクルの研究開発、原

子力研究の人材育成等を実施している。なお、ＪＡＥＡが所有する高速増殖原型炉「もん

じゅ」は、平成28年12月に廃止措置への移行が決定され、平成29年６月にＪＡＥＡが策定

した「『もんじゅ』の廃止措置に関する基本的な計画」に基づき、おおむね30年間での廃

止が予定されている15。 

 

ウ 量子科学技術 

 量子技術16は、将来の経済・社会に変革をもたらし、安全保障の観点からも重要な基盤

技術であり、諸外国では研究開発を戦略的かつ積極的に展開していることを踏まえ、統合

イノベーション戦略推進会議17は、令和２年１月に「量子技術イノベーション戦略」を策

定し、重点的な研究開発や産業化・事業化を促進するとした。これを受け、関係府省にお

いて研究開発から社会実装に至るまでの取組が行われている。 

文部科学省は、基礎研究から技術実証まで取り組む「量子技術イノベーション拠点」を

整備するとともに、産学官連携や海外との共同研究等を通じた研究開発及び量子技術を活

用した社会課題解決や新産業創出等を担う人材育成を行っている。また、統合イノベーシ

ョン戦略推進会議が策定した「量子未来社会ビジョン」（令和４年４月策定）等を踏まえ、

文部科学省は、国産量子コンピュータの整備や量子ソフトウェアの基盤研究の強化等の取

組を推進している。 

 

 

 
までのＩＳＳの運用延長への参加を決定している。 

14 火星探査を視野に入れつつ、月周回有人拠点（ゲートウェイ）の整備を含む月面の持続的な探査を目指し

た米国提案の計画である。令和６年４月、日米両国の間で、将来、日本人宇宙飛行士が２度月面着陸するこ

となどが合意された。 
15 ４つの廃止措置段階のうち、第１段階（燃料体取出し期間）が令和４年10月に完了し、令和５年４月から

は第２段階（解体準備期間）に入っている。 
16 量子とは、物質を形作っている原子そのものや、原子を構成する更に微細な電子・中性子・陽子など、粒

子と波の性質をあわせ持った極めて小さな物質やエネルギーの単位のことである。量子技術とは、量子特有

の性質を利用して通信や計算を行う技術であり、データの超高速処理を可能とするなど新たな価値創造を創

出する中核となる基盤技術である。 
17 「統合イノベーション戦略」（平成30年６月閣議決定）に基づき、イノベーションに関連が深い司令塔会議

である総合科学技術・イノベーション会議、デジタル社会推進会議、知的財産戦略本部、健康・医療戦略推

進本部等について横断的かつ実質的な調整を図るとともに同戦略を推進するため、内閣に設置された。 
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エ 海洋 

文部科学省は、海洋分野における研究開発を海洋立国日本の重要な使命と位置付け、

「第４期海洋基本計画18」（令和５年４月閣議決定）等を踏まえた海洋科学技術分野の研

究開発を総合的に推進している。文部科学省では、所管する国立研究開発法人海洋研究開

発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）において、地球深部探査船「ちきゅう」や有人潜水調査船「し

んかい6500」等を用いて、海底資源や深海生物等の研究及び地球内部構造の解明研究など

を行っている。 

 

オ 地震・火山・防災 

文部科学省は、自然災害による被害の軽減を図るため、地震調査研究推進本部（本部

長：文部科学大臣）の方針に基づき、地震の発生とそれに伴う津波の予測に関する調査研

究を行っているほか、所管する国立研究開発法人防災科学技術研究所（ＮＩＥＤ）におい

て陸海統合地震津波火山観測網（ＭＯＷＬＡＳ）等を活用した防災研究開発を行っている。

また、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策19」（令和２年12月閣議決定）

を踏まえ、学校施設等の老朽化対策などについて、財政支援などを行っている。 

令和６年４月、活動火山対策を強化するため、「火山調査研究推進本部」（本部長：文部

科学大臣）が文部科学省に設置され、火山に関する調査研究を一元的に推進している。 

 

(3) 科学技術の基盤的な力の強化 

文部科学省は、科学技術の基盤的な力として、①人材力、②知の基盤、③資金改革のそ

れぞれの強化に取り組んでいる。 

①人材力の強化については、優れた若手研究者に、大学その他の研究機関で研究に専念

する機会を提供する「特別研究員事業」をはじめとした若手研究者の総合的な支援を行っ

ている。また、博士課程に進学する学生が減少しているなどの状況を踏まえ、博士課程学

生への経済的支援とキャリアパスの整備を一体として実施する大学に対し支援を行うとと

もに、令和６年３月には、博士人材が多様なフィールドで活躍する社会の実現に向けた

「博士人材活躍プラン～博士をとろう～」を取りまとめている。 

②知の基盤の強化については、科学研究費助成事業（科研費）20等の改革や研究施設、

データ等の共同利用及び共同研究体制を通じた多様な研究の展開等に取り組んでいる。 

③資金改革の強化については、国立大学法人運営費交付金や私立大学等経常費補助金な

どの基盤的経費の確保とともに、科研費をはじめとした競争的研究費の拡充など、多様な

研究資金の確保・拡充に努めている。 

 
18 海洋基本法に基づき、海洋に関する施策についての基本的な方針や海洋に関して政府が総合的かつ計画的

に講ずべき施策等が規定されている。おおむね５年ごとに見直しが行われる。
 

19 同対策に続く計画として、令和７年６月、「第１次国土強靭化実施中期計画」（計画期間：令和８～12 年度）

が閣議決定された。同計画における推進施策の１つとして、学校施設の耐災害性強化が挙げられている。 
20 科研費は、人文・社会科学から自然科学までの全ての分野にわたり、基礎から応用まであらゆる「学術研

究」（研究者の自由な発想に基づく研究）を対象とする研究助成制度であり、独立行政法人日本学術振興会

が大部分の業務を担っている。令和７年度予算において 2,379 億円が計上されている。 
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(4) 大学の研究力の向上 

ア 10兆円規模の大学ファンド 

近年、我が国の研究力は、科学技術活動を国際比較する際の代表的な指標である論文数

が伸び悩むなど、諸外国と比較して相対的に低下していることが課題となっている21。 

政府は、「10兆円規模の大学ファンド」を創設し、ファンドの運用益により、世界レベ

ルの研究基盤を大学に構築するとともに、博士課程学生などの若手人材育成等を推進する

こととした22。文部科学省は、支援の対象となる大学（国際卓越研究大学）について、令

和６年11月、初回の公募において東北大学を認定した23。第２期の公募は令和６年12月か

ら令和７年５月まで行われ、８大学から申請があった24。認定された場合、令和７年度中

の助成開始が予定されている。 

また、令和７年７月、文部科学省は、海外から優秀な若手研究者・博士課程学生の受入

れを進める日本トップレベルの大学に対し、ファンドの運用益により、令和７年度からの

３年間で総額33億円を緊急的に支援することを公表し、公募の上、同年９月、11大学を選

定した。 

 

イ 地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ 

我が国の研究力向上のためには、国際卓越研究大学と同時に、地域の中核大学や特定分

野に強みを持つ大学の機能強化をしていくことが必要であることから、令和４年２月、政

府は、「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」を策定し、令和５年２月及び

令和６年２月に改定を行った。 

これを受け、文部科学省は、地域の大学が連携を図りつつ、研究活動の国際展開や社会

実装の加速・レベルアップに向けた環境を整備するための支援を行っている25。 

 

(5) 原子力損害賠償制度 

原子力損害発生時の被害者救済などを行うため、「原子力損害の賠償に関する法律」（原

賠法）には、原子力事業者の無過失・無限責任、原子力事業者における原子力損害賠償責

任保険への加入等の損害賠償措置、原子力事業者に対する政府の援助などが定められてい

る。 

平成23年３月の東京電力福島原子力発電所事故を受け、文部科学省は原賠法に基づき、

原子力損害賠償紛争審査会26を設置した。審査会は、平成23年８月に原子力損害の範囲や

 
21 科学技術活動を国際比較する際の代表的な指標である論文数(Top10％補正論文数・分数カウント法)におい

て、日本は 2010-2012 年（平均）では６位だったが、2021-2023 年（平均）では 13 位となっている。 
22 令和７年３月、博士課程学生支援として全国の対象大学へ約167億円が助成された。 
23 国際卓越研究大学は、年間数百億円が最長25年間助成される。東北大学には、計画初年度（令和７年度）

分の助成額として、約154億円が助成された。 
24 大阪大学、京都大学、早稲田大学、東京大学、九州大学、東京科学大学、筑波大学、名古屋大学（申請受

付順） 
25 「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」及び「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連

携・共同研究の施設整備事業」を実施している。 
26 原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解
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損害賠償額の算定に係る指針である「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故

による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」を策定して以降も、必要に応じて中

間指針の追補を策定している。令和４年12月、審査会は、同原子力発電所事故に伴う損害

賠償請求の集団訴訟について、東京電力の損害賠償額に係る部分の判決が確定したことを

踏まえ、賠償の範囲や賠償額を見直し、第５次追補を策定・公表した。 

 

５ 文化及びスポーツの振興 

(1) 文化芸術政策 

文化芸術に関する施策は、「文化芸術基本法」に基づき策定される「文化芸術推進基本

計画」により、総合的かつ計画的な推進が図られている。 

文化芸術基本法は、文化芸術そのものの振興にとどまらず、観光やまちづくり等の分野

における文化芸術に関連する施策も対象範囲としている。 

令和５年３月、第２期文化芸術推進基本計画が閣議決定された。第２期基本計画では、

第１期基本計画の目標を中長期目標として基本的に踏襲した上で、今後５年間（令和５～

９年度）において推進する施策の着実かつ円滑な実施に必要な取組を示している。 

なお、文化庁は、地方創生や文化財の活用などの観点から京都へ移転し、令和５年５月、

職員の７割に当たる390人の体制で本格的稼働を開始した。 

 

(2) 文化財 

ア 文化財の保存・活用 

国は、文化財保護法に基づき、文化財のうち重要なものについて指定等を行い、現状変

更等に一定の制限を課す一方、保存修理等に対し補助を行うことにより、文化財の保存を

図っている。また、文化財の公開施設の整備に対する補助や展覧会などによる文化財の鑑

賞機会の拡大を図ることなどにより、文化財の活用のための措置も講じている。 

 

イ 世界遺産 

「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」（世界遺産条約）は、文化的価値

のある資産と自然的価値のある資産を等しく人類全体のための遺産として登録し保護する

枠組みで、昭和47年にユネスコ（国際連合教育科学文化機関）総会で採択された。ユネス

コの世界遺産委員会は、締約国からの推薦などに基づいて審議を行い、登録基準を満たし

ていると認められる資産を世界遺産として登録している。 

我が国からは、令和６年７月に、「佐渡島（さど）の金山」（文化遺産）の登録が決定し、

我が国の世界遺産は26件（文化遺産21件、自然遺産５件）となった。 

令和７年１月、政府は、「飛鳥・藤原の宮都」の世界文化遺産登録に向けて推薦書をユ

ネスコに提出した。今後、令和８年夏頃に、ユネスコの世界遺産委員会において登録可否

の審議が行われる予定である。 

 
決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行う。 



- 74 - 

(3) 著作権 

著作権については、近年のデジタル化・ネットワーク化に対応するため、図書館関係の

権利制限規定の見直し、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化な

ど累次の法改正が行われている。 

また、骨太方針2025において、「レコード演奏・伝達権27の導入について、早期に結論

を得る。」とされており、文化審議会著作権分科会において検討が進められている。 

このほか、近年のＡＩ技術の進展、特に生成ＡＩの技術の急速な進歩による著作権侵害

のリスクが指摘されている。これを踏まえ、文化審議会著作権分科会において、現行の著

作権法がＡＩとの関係でどのように適用されるかに関して一定の考え方を示すため、令和

６年３月、「ＡＩと著作権に関する考え方について」が取りまとめられた。同取りまとめ

においては、著作権法の基本的な考え方と技術的な背景を踏まえ、生成ＡＩに関する懸念

点について、開発・学習段階、生成・利用段階、生成物の著作物性等の論点に関する現行

の著作権法の解釈等が示された。 

 

(4) 世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に対する宗教法人法に基づく解散命令の請求 

文化庁は、旧統一教会の行為が法令に違反して著しく公共の福祉を害しており、宗教団

体の目的を著しく逸脱していると判断して、令和５年10月、東京地方裁判所に対して宗教

法人法に基づく解散命令を請求し、令和７年３月、同裁判所は解散を命じる決定を行った。

同年４月、旧統一教会は同決定を不服として東京高等裁判所へ即時抗告を行った。来春に

も同高等裁判所の判断が示される可能性があるとされている。 

また、令和６年３月、「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するた

めの日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例

に関する法律」に基づき、旧統一教会が指定宗教法人28に指定された。令和７年５月から、

文化庁の「指定宗教法人の清算に係る指針検討会」において、指定宗教法人の清算を行う

場合における、清算人による円滑な清算に資する指針の策定に向けた検討が行われ、同年

９月、指針案が示された。同月から10月にかけて実施されたパブリックコメントの結果を

踏まえ、10月内にも指針が策定される見込みである。 

 

(5) スポーツ施策の推進とスポーツ基本法の改正 

スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成23年８月に施行され

たスポーツ基本法においては、文部科学大臣は「スポーツの推進に関する基本的な計画」

 
27 商業用レコード（音楽ＣＤやインターネット配信音源等）等として録音された実演あるいは音を直接・間

接に公衆に聴かせる行為に係る権利。我が国の著作権法においては、著作権者に対して上演権・演奏権及び

公の伝達権を付与しており、公の場において、公衆に対し、商業用レコード等として録音された著作物を聴

かせる場合、利用者は原則として著作権者から利用許諾を得る必要がある一方で、実演家及びレコード製作

者には、放送・有線放送等における商業用レコード等の利用を除き「レコード演奏・伝達権」が現状設けら

れておらず、実演家等への対価還元が行われていない。 
28 所轄庁等からの解散命令請求等があった宗教法人であって、被害者が相当多数存在することが見込まれ、

財産処分・管理の状況を把握する必要があると認められる場合に、所轄庁が指定する宗教法人。 
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（スポーツ基本計画）を策定することとされている。 

令和４年３月に策定された「第３期スポーツ基本計画」（令和４～８年度）では、第２

期スポーツ基本計画において掲げた４つの中長期的な基本方針29を踏襲した上で、スポー

ツを取り巻く環境や社会状況の変化を踏まえ、スポーツを「つくる／はぐくむ」、スポー

ツで「あつまり、ともに、つながる」、スポーツに「誰もがアクセスできる」の３つの

「新たな視点」から施策を講じることとされた。 

令和７年６月には、スポーツを取り巻く環境が大きく変化したことへの対応として、ス

ポーツ基本法一部改正30が行われた。改正法においては、スポーツを通じた社会課題の解

決に期待が高まっている現状に対応するとともに、スポーツ権の実質化を図り、多様な国

民一人一人が生きがいを持ち幸福を享受でき、豊かさを実感できる社会の実現のための諸

施策が講じられることとなった。 

 

 

 

 

 
29 第２期スポーツ基本計画では、全ての人々が「する」「みる」「ささえる」という様々な立場でスポーツに

関わることにより、①スポーツで「人生」が変わる、②スポーツで「社会」を変える、③スポーツで「世界」

とつながる、④スポーツで「未来」を創るとする４つの中長期的な基本方針が掲げられていた。 
30 併せて、「スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律」の一部改正も行われた。 

 
内容についての問合せ先 

文部科学調査室 奈良首席調査員（内線 68500） 
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厚生労働委員会 
 

厚生労働調査室 

 

１ 社会保障 

 社会保障制度は、国民の「安心」や生活の「安定」を支えるセーフティネットであり、

①社会保険、②社会福祉、③公的扶助、④保健医療・公衆衛生からなり、人々の生活を生

涯にわたって支えるものである。具体的には、①社会保険は年金・医療・介護・労働、②

社会福祉は障害者や母子家庭などへの公的支援、③公的扶助は生活保護、④保健医療・公

衆衛生は健康のための予防や衛生である。 

 

(1) 社会保障給付費等 

 令和７年度の社会保障給付費は140.7兆円（対ＧＤＰ比22.4％：予算ベース）となってい

る。今後、高齢化の進展等に伴って社会保障給付費は更に増加すると見込まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）厚生労働省資料 

 

 社会保障給付費の財源の構成については、保険料（被保険者拠出及び事業主拠出）が82.2

兆円、公費（国及び地方）が55.3兆円となっている（令和７年度予算ベース。このほかの

財源として積立金の運用収入等がある。）。 

 他方で、令和７年度予算における社会保障関係費は38兆2,938億円となっている。前年度

社会保障給付費の推移 




















